
山口県日本海海区　共同漁業権に関する情報一覧

免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件

共第1号 山口県漁業協同組合 萩市大字江崎及び大字
下田万地先

次のＡ、イ、ロ、Ｂの各点を順次結んだ線、ＥとＦとを結んだ線及びＧとＨとを結んだ線と最
大高潮時海岸線とによって囲まれた区域
　点の位置

　基点Ａ　島根県益田市と萩市との最大高潮時海岸線における境界点
　Ｂ　萩市大字江崎と同市大字須佐との最大高潮時海岸線における境界点

　　　　Ｃ　〃　地ノ島頂上
　　　　Ｄ　〃　沖ノ島頂上

　Ｅ　〃　大字江崎江津橋左岸北角
　　　　Ｆ　〃　〃　　　江津橋右岸北角
Ｇ　〃　大字下田万椿橋左岸北角から護岸沿いに北へ12.9メートルの点に設置した標識
Ｈ　〃　〃　〃　　椿橋右岸北角から53度6分28メートルの点に設置した標識
点イ　Ａから0度1,000メートルの点
ロ ＣからＤを見通した線上Ｄから700メートルの点とイとを結んだ線とＢから0度の線との交
点

第一種共同漁業 令和6 年 1 月1 日から
令和15 年 12 月 31日
まで

団体 萩市大字江崎、大字上
田万、大字下田万、大
字上小川東分及び大字
鈴野川

余白

共第2号 山口県漁業協同組合 萩市大字須佐四ツ瀬地
先

次のイ、ロ、ハ、ニ、イの各点を順次結んだ線によって囲まれた区域
　点の位置

　基点Ａ　島根県益田市と萩市との最大高潮時海岸線における境界点
Ｂ　萩市地ノ島頂上
Ｃ　〃　沖ノ島頂上

　Ｄ　〃　大字江崎と同市大字須佐との最大高潮時海岸線における境界点
Ｅ　〃　山島頂上

点イ　Ａから0度1,000メートルの点とＢからＣを見通した線上Ｃから700メートルの点とを結
んだ線とＤから0度の線との交点
ロ Ａから0度1,000メートルの点とＢからＣを見通した線上Ｃから700メートルの点とを結ん
だ線とＤから315度の線との交点

ハ Ｄから315度の線とＥから90度の線との交点
ニ Ｄから0度の線とＥから90度の線との交点

第一種共同漁業 令和6 年 1 月1 日から
令和15 年 12 月 31日
まで

団体 萩市大字上田万、大字
下田万、大字江崎、大
字上小川東分、大字鈴
野川及び大字須佐

余白

漁場の区域

あらめ漁業
いぎす漁業
いわのり漁業
うみぞうめん漁業
えごのり漁業
おごのり漁業
かじめ漁業
かやものり漁業
しらも漁業
すぎのり漁業
つかさのり漁業
てんぐさ漁業
とさかのり漁業
はばのり漁業
ひじき漁業
ふのり漁業
ほんだわら漁業
みりん漁業
もずく漁業
ゆな漁業
わかめ漁業
あかがい漁業
あこやがい漁業
あわび漁業
いがい漁業
いたやがい漁業
かき漁業
さざえ漁業
とこぶし漁業
にし漁業
にな漁業
ばい漁業
よめがかさ漁業
いせえび漁業

1月1日から12月31日まで
2月1日から9月30日まで
10月1日から翌年6月30日まで
12月1日から翌年9月30日まで
12月1日から翌年10月31日まで
3月1日から8月31日まで
1月1日から12月31日まで
12月1日から翌年9月30日まで
6月1日から10月31日まで
1月1日から12月31日まで
12月1日から翌年6月30日まで
10月1日から翌年8月31日まで
1月1日から10月31日まで
10月1日から翌年7月31日まで
1月1日から12月31日まで
10月1日から翌年7月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
2月1日から9月30日まで
10月1日から翌年5月31日まで
11月1日から翌年7月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで

あおのり漁業
あらめ漁業
いぎす漁業
いわのり漁業
うみぞうめん漁業
えごのり漁業
おごのり漁業
かじめ漁業
かやものり漁業
しらも漁業
すぎのり漁業
つかさのり漁業
てんぐさ漁業
とさかのり漁業
はばのり漁業
ひじき漁業
ふのり漁業
ほんだわら漁業
みりん漁業
もずく漁業
ゆな漁業
わかめ漁業
あかがい漁業
あこやがい漁業
あさり漁業
あわび漁業
いがい漁業
いたやがい漁業
かき漁業
さざえ漁業
とこぶし漁業
にし漁業
にな漁業
ばい漁業
はまぐり漁業
よめがかさ漁業
いせえび漁業
うに漁業
えむし漁業
かめのて漁業
たこ漁業
なまこ漁業

12月1日から翌年6月30日まで
1月1日から12月31日まで
2月1日から9月30日まで
10月1日から翌年6月30日まで
12月1日から翌年9月30日まで
12月1日から翌年10月31日まで
3月1日から8月31日まで
1月1日から12月31日まで
12月1日から翌年9月30日まで
6月1日から10月31日まで
1月1日から12月31日まで
12月1日から翌年6月30日まで
10月1日から翌年8月31日まで
1月1日から10月31日まで
10月1日から翌年7月31日まで
1月1日から12月31日まで
10月1日から翌年7月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
2月1日から9月30日まで
10月1日から翌年5月31日まで
11月1日から翌年7月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

共第3号 山口県漁業協同組合 萩市大字須佐地先 次のＡ、イ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、Ｆの各点を順次結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲
まれた区域
　点の位置
　　基点Ａ　萩市大字江崎と同市大字須佐との最大高潮時海岸線における境界点
　　　　Ｂ　〃　山島頂上
　　　　Ｃ　島根県益田市と萩市との最大高潮時海岸線における境界点
　　　　Ｄ　萩市地ノ島頂上
　　　　Ｅ　〃　沖ノ島頂上
　　　　Ｆ　〃　大字須佐と阿武郡阿武町との最大高潮時海岸線における境界点
Ｇ　阿武郡阿武町大字宇田と同町大字木与との最大高潮時海岸線における境界点
Ｈ　〃　　〃　　宇田島南西端
点イ　Ａから0度の線とＢから90度の線との交点
　　　　ロ　Ａから315度の線とＢから90度の線との交点
ハ　Ｃから0度1,000メートルの点とニとを結んだ線とＡから315度の線との交点
ニ　ＤからＥを見通した線上Ｅから700メートルの点
ホ　ＧとＨとを結んだ線上Ｇから2,000メートルの点とニとを結んだ線とヘから315度の線との
交点
へ　Ｆから270度500メートルの点

第一種共同漁業 令和6 年 1 月1 日から
令和15 年 12 月 31日
まで

団体 萩市大字須佐 余白

共第4号 山口県漁業協同組合 阿武郡阿武町大字宇田
及び大字惣郷地先

次のＡ、イ、ロ、ハ、Ｄの各点を順次結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域
　点の位置
　　基点Ａ　萩市大字須佐と阿武郡阿武町との最大高潮時海岸線における境界点
　　　　Ｂ　〃　地ノ島頂上
　　　　Ｃ　〃　沖ノ島頂上
　　　　Ｄ　阿武郡阿武町大字宇田と同町大字木与との最大高潮時海岸線における境界点
　　　　Ｅ　〃　　〃　　宇田島南西端
点イ　Ａから270度500メートルの点
ロ　イから315度の線とＢからＣを見通した線上Ｃから700メートルの点とハとを結んだ線と
の交点
　　　　ハ　ＤとＥとを結んだ線上Ｄから2,000メートルの点

第一種共同漁業 令和6 年 1 月1 日から
令和15 年 12 月 31日
まで

団体 阿武郡阿武町大字宇田
及び大字惣郷

定置漁業権に対抗する
ことができない。

いせえび漁業
うに漁業
えむし漁業
かめのて漁業
たこ漁業
なまこ漁業

月 日から 月 日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで

あおのり漁業
あらめ漁業
いぎす漁業
いわのり漁業
うみぞうめん漁業
えごのり漁業
おごのり漁業
かじめ漁業
かやものり漁業
しらも漁業
すぎのり漁業
つかさのり漁業
てんぐさ漁業
とさかのり漁業
はばのり漁業
ひじき漁業
ふのり漁業
ほんだわら漁業
みりん漁業
もずく漁業
ゆな漁業
わかめ漁業
あかがい漁業
あこやがい漁業
あさり漁業
あわび漁業
いがい漁業
いたやがい漁業
かき漁業
さざえ漁業
とこぶし漁業
にし漁業
にな漁業
ばい漁業

12月1日から翌年6月30日まで
1月1日から12月31日まで
2月1日から9月30日まで
10月1日から翌年6月30日まで
12月1日から翌年9月30日まで
12月1日から翌年10月31日まで
3月1日から8月31日まで
1月1日から12月31日まで
12月1日から翌年9月30日まで
6月1日から10月31日まで
1月1日から12月31日まで
12月1日から翌年6月30日まで
10月1日から翌年8月31日まで
1月1日から10月31日まで
10月1日から翌年7月31日まで
1月1日から12月31日まで
10月1日から翌年7月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
2月1日から9月30日まで
10月1日から翌年5月31日まで
11月1日から翌年7月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで

あおのり漁業
あらめ漁業
いぎす漁業
いわのり漁業
うみぞうめん漁業
えごのり漁業
おごのり漁業
かじめ漁業
かやものり漁業
しらも漁業
すぎのり漁業
つかさのり漁業
てんぐさ漁業
とさかのり漁業
はばのり漁業
ひじき漁業
ふのり漁業
ほんだわら漁業
みりん漁業
もずく漁業
ゆな漁業
わかめ漁業
あかがい漁業
あこやがい漁業
あさり漁業
あわび漁業
いがい漁業
いたやがい漁業
かき漁業
さざえ漁業
とこぶし漁業
にし漁業
にな漁業
はまぐり漁業
よめがかさ漁業
いせえび漁業
うに漁業
えむし漁業
かめのて漁業
たこ漁業
なまこ漁業

12月1日から翌年6月30日まで
1月1日から12月31日まで
2月1日から9月30日まで
10月1日から翌年6月30日まで
12月1日から翌年9月30日まで
12月1日から翌年10月31日まで
3月1日から8月31日まで
1月1日から12月31日まで
12月1日から翌年9月30日まで
6月1日から10月31日まで
1月1日から12月31日まで
12月1日から翌年6月30日まで
10月1日から翌年8月31日まで
1月1日から10月31日まで
10月1日から翌年7月31日まで
1月1日から12月31日まで
10月1日から翌年7月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
2月1日から9月30日まで
10月1日から翌年5月31日まで
11月1日から翌年7月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

共第5号 山口県漁業協同組合 阿武郡阿武町大字木与
及び大字奈古地先

次のＡ、イ、ロ、ハ、Ｇの各点を順次結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域
　点の位置
　　基点Ａ　阿武郡阿武町大字宇田と同町大字木与との最大高潮時海岸線における境界
点
　　　　Ｂ　〃　　〃　　宇田島南西端
　　　　Ｃ　〃　　〃　　宇田島西端
　　　　Ｄ　萩市櫃島南東端
　　　　Ｅ　〃　大井鵜山岬北端
Ｆ　〃　大島北東端
Ｇ　阿武郡阿武町と萩市大井との最大高潮時海岸線における境界点
　　　点イ　ＡとＢとを結んだ線上Ａから2,000メートルの点
　　　　ロ　ＣとＤとを結んだ線とＥから347度の線との交点
　　　　ハ　ＦとＧとを結んだ線とＥから347度の線との交点

第一種共同漁業 令和6 年 1 月1 日から
令和15 年 12 月 31日
まで

団体 阿武郡阿武町大字木与
及び大字奈古

区画漁業権に対抗する
ことができない。

共第6号 山口県漁業協同組合 萩市大字江崎、大字下
田万及び大字須佐並び
に阿武郡阿武町地先

次のＡ、イ、ロ、ハ、ニ、ホ、Ｊの各点を順次結んだ線、ＫとＬとを結んだ線及びＭとＮとを結
んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域
　点の位置
　　基点Ａ　島根県益田市と萩市との最大高潮時海岸線における境界点
　　　　Ｂ　萩市地ノ島頂上
　　　　Ｃ　〃　沖ノ島頂上
　　　　Ｄ　阿武郡阿武町大字宇田と同町大字木与との最大高潮時海岸線における境界点
　　　　Ｅ　〃　　〃　　宇田島南西端
　　　　Ｆ　〃　　〃　　宇田島西端
　　　　Ｇ　萩市櫃島南東端
　　　　Ｈ　〃　大井鵜山岬北端
　　　　Ｉ　〃　大島北東端
　　　　Ｊ　阿武郡阿武町と萩市大井との最大高潮時海岸線における境界点
　　　　Ｋ　萩市大字江崎江津橋左岸北角
　　　　Ｌ　〃　〃　　　江津橋右岸北角
Ｍ　〃　大字下田万椿橋左岸北角から護岸沿いに北へ12.9メートルの点に設置した標識
Ｎ　〃　〃　　　　椿橋右岸北角から53度6分28メートルの点に設置した標識
　　　点イ　Ａから0度1,000メートルの点
　　　　ロ　ＢからＣを見通した線上Ｃから700メートルの点
　　　　ハ　ＤとＥとを結んだ線上Ｄから2,000メートルの点
　　　　ニ　ＦとＧとを結んだ線とＨから347度の線との交点
　　　　ホ　ＩとＪとを結んだ線とＨから347度の線との交点

第二種共同漁業 建網漁業（網丈4.3メートル以下
のものに限る。ただし、曲建網漁
業を除く。）
曲建網漁業（網丈18メートル以
下のものに限る。）
小型定置網漁業
いか巣網漁業
しろうお四つ手網漁業
かご漁業

1月1日から12月31日まで

1月1日から12月31日まで

1月1日から12月31日まで
3月1日から6月30日まで
2月1日から4月30日まで
1月1日から12月31日まで

令和6 年 1 月1 日から
令和15 年 12 月 31日
まで

団体 萩市大字江崎、大字上
田万、大字下田万、大
字上小川東分、大字須
佐及び大字鈴野川並び
に阿武郡阿武町

定置漁業権及び区画漁
業権に対抗することが
できない。

12月1日から翌年6月30日まで
1月1日から12月31日まで
2月1日から9月30日まで
10月1日から翌年6月30日まで
12月1日から翌年9月30日まで
12月1日から翌年10月31日まで
3月1日から8月31日まで
1月1日から12月31日まで
12月1日から翌年9月30日まで
6月1日から10月31日まで
1月1日から12月31日まで
12月1日から翌年6月30日まで
10月1日から翌年8月31日まで
1月1日から10月31日まで
10月1日から翌年7月31日まで
1月1日から12月31日まで
10月1日から翌年7月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
2月1日から9月30日まで
10月1日から翌年5月31日まで
11月1日から翌年7月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで

あおのり漁業
あらめ漁業
いぎす漁業
いわのり漁業
うみぞうめん漁業
えごのり漁業
おごのり漁業
かじめ漁業
かやものり漁業
しらも漁業
すぎのり漁業
つかさのり漁業
てんぐさ漁業
とさかのり漁業
はばのり漁業
ひじき漁業
ふのり漁業
ほんだわら漁業
みりん漁業
もずく漁業
ゆな漁業
わかめ漁業
あさり漁業
あわび漁業
いがい漁業
かき漁業
さざえ漁業
とこぶし漁業
にし漁業
にな漁業
よめがかさ漁業
いせえび漁業
うに漁業
かめのて漁業
たこ漁業
なまこ漁業

はまぐり漁業
よめがかさ漁業
いせえび漁業
うに漁業
えむし漁業
かめのて漁業
たこ漁業
なまこ漁業

1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

共第7号 山口県漁業協同組合 阿武郡阿武町宇田島地
先

次のイ、ロ、ハ、ニ、イの各点を順次結んだ線によって囲まれた区域
　点の位置
　　基点Ａ　阿武郡阿武町宇田島西端
　　　　Ｂ　〃　　〃　　宇田島東端
　　　点イ　Ａから0度500メートルの点
　　　　ロ　Ａから270度500メートルの点
ハ　Ｂから180度800メートルの点
　　　　ニ　Ｂから90度500メートルの点

第一種共同漁業、第二
種共同漁業

令和6 年 1 月1 日から
令和15 年 12 月 31日
まで

団体 萩市大字江崎、大字上
田万、大字下田万、大
字上小川東分、大字鈴
野川及び大字須佐並び
に阿武郡阿武町

余白

共第8号 山口県漁業協同組合 萩市（旧阿武郡の区域
を除く。）地先

第一種共同漁業 令和6 年 1 月1 日から
令和15 年 12 月 31日
まで

団体 萩市（萩市大字上田
万、大字下田万、大字
江崎、大字上小川西
分、大字上小川東分、
大字中小川、大字下小
川、大字須佐、大字弥
富上、大字弥富下、大
字鈴野川、大字川上、
大字片俣、大字高佐
上、大字高佐下、大字
吉部上、大字吉部下、
大字明木、大字佐々
並、大字福井上、大字
福井下、大字黒川、大
字紫福及び見島を除
く。）

定置漁業権に対抗する
ことができない。

次のＡ、イ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、ト、チ、Ｐの各点を順次結んだ線、ＱとＲとを結んだ線、ＳとＴ
とを結んだ線及びＵとＶとを結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域（ただ
し、点ホを中心とした半径200メートルの円周で囲まれた区域を除く。）
　点の位置
　　基点Ａ　阿武郡阿武町と萩市大井との最大高潮時海岸線における境界点
　　　　Ｂ　萩市大島北東端
　　　　Ｃ　〃　大井鵜山岬北端
　　　　Ｄ　〃　櫃島南東端
　　　　Ｅ　阿武郡阿武町宇田島西端
　　　　Ｆ　萩市大島ロボシ鼻西端
Ｇ　〃　櫃島西端（北金鼻）
　　　　Ｈ　〃　大字椿東虎ケ崎北端
　　　　Ｉ　〃　羽島山田ケ鼻東端
　　　　Ｊ　〃　壁岩（大壁）頂上
　　　　Ｋ　長門市壁岩（小壁）頂上
　　　　Ｌ　〃　　三隅中いかばの鼻東端
　　　　Ｍ　萩市三見めばる瀬頂上
　　　　Ｎ　長門市三隅中海苔摘岩頂上
　　　　Ｏ　萩市三見とおたくり鼻西端
　　　　Ｐ　〃　と長門市との最大高潮時海岸線における境界点（飯井川河口の中央点）
　　　　Ｑ　〃　大字椿橋本橋左岸西角
　　　　Ｒ　〃　大字橋本町橋本橋右岸西角
　　　　Ｓ　〃　大字土原萩橋左岸北角
　　　　Ｔ　〃　大字椿東萩橋右岸北角
　　　　Ｕ　〃　大井大井鉄橋左岸北角
　　　　Ｖ　〃　〃　大井鉄橋右岸北角
　　　点イ　ＡとＢとを結んだ線とＣから347度の線との交点
　　　　ロ　Ｃから347度の線とＤとＥとを結んだ線との交点
　　　　ハ　ＦからＧを見通した線上Ｇから1,500メートルの点
　　　　ニ　ＨからＩを見通した線上Ｉから1,000メートルの点
　　　　ホ　ＪとＫとを結んだ線の中央点
　　　　ヘ　ＬとＭとを結んだ線の中央点
　　　　ト　ＮとＯとを結んだ線の中央点
　　　　チ　へからトを見通した線とＰを通る川岸平行線との交点

あおのり漁業
あらめ漁業
いぎす漁業
いわのり漁業
うみぞうめん漁業
えごのり漁業
おごのり漁業
かじめ漁業
かやものり漁業
しらも漁業
すぎのり漁業
つかさのり漁業
てんぐさ漁業
とさかのり漁業
はばのり漁業
ひじき漁業
ふのり漁業
ほんだわら漁業
みりん漁業
もずく漁業
ゆな漁業
わかめ漁業
あさり漁業
あわび漁業
いがい漁業
かき漁業
さざえ漁業
つきひがい漁業
とこぶし漁業
にし漁業
にな漁業
はまぐり漁業
よめがかさ漁業
いせえび漁業
うに漁業
かめのて漁業
しゃこ漁業
たこ漁業
なまこ漁業

12月1日から翌年6月30日まで
1月1日から12月31日まで
2月1日から9月30日まで
10月1日から翌年6月30日まで
12月1日から翌年9月30日まで
12月1日から翌年10月31日まで
3月1日から8月31日まで
1月1日から12月31日まで
12月1日から翌年9月30日まで
6月1日から10月31日まで
1月1日から12月31日まで
12月1日から翌年6月30日まで
10月1日から翌年8月31日まで
1月1日から10月31日まで
10月1日から翌年7月31日まで
1月1日から12月31日まで
10月1日から翌年7月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
2月1日から9月30日まで
10月1日から翌年5月31日まで
11月1日から翌年7月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで

1月1日から12月31日まで
2月1日から9月30日まで
10月1日から翌年6月30日まで
12月1日から翌年9月30日まで
12月1日から翌年10月31日まで
3月1日から8月31日まで
1月1日から12月31日まで
12月1日から翌年9月30日まで
6月1日から10月31日まで
1月1日から12月31日まで
12月1日から翌年6月30日まで
10月1日から翌年8月31日まで
1月1日から10月31日まで
10月1日から翌年7月31日まで
1月1日から12月31日まで
10月1日から翌年7月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
2月1日から9月30日まで
10月1日から翌年5月31日まで
11月1日から翌年7月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで

あらめ漁業
いぎす漁業
いわのり漁業
うみぞうめん漁業
えごのり漁業
おごのり漁業
かじめ漁業
かやものり漁業
しらも漁業
すぎのり漁業
つかさのり漁業
てんぐさ漁業
とさかのり漁業
はばのり漁業
ひじき漁業
ふのり漁業
ほんだわら漁業
みりん漁業
もずく漁業
ゆな漁業
わかめ漁業
あかがい漁業
あこやがい漁業
あわび漁業
いがい漁業
いたやがい漁業
かき漁業
さざえ漁業
とこぶし漁業
にし漁業
にな漁業
ばい漁業
よめがかさ漁業
いせえび漁業
うに漁業
えむし漁業
かめのて漁業
たこ漁業
なまこ漁業



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

共第9号 山口県漁業協同組合 萩市（旧阿武郡の区域
を除く。）地先

次のＡ、イ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、ト、チ、Ｐの各点を順次結んだ線、ＱとＲとを結んだ線、ＳとＴ
とを結んだ線及びＵとＶとを結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域
　点の位置
　　基点Ａ　阿武郡阿武町と萩市大井との最大高潮時海岸線における境界点
　　　　Ｂ　萩市大島北東端
　　　　Ｃ　〃　大井鵜山岬北端
　　　　Ｄ　〃　櫃島南東端
　　　　Ｅ　阿武郡阿武町宇田島西端
　　　　Ｆ　萩市大島ロボシ鼻西端
Ｇ　〃　櫃島西端（北金鼻）
　　　　Ｈ　〃　大字椿東虎ケ崎北端
　　　　Ｉ　〃　羽島山田ケ鼻東端
　　　　Ｊ　〃　壁岩（大壁）頂上
　　　　Ｋ　長門市壁岩（小壁）頂上
　　　　Ｌ　〃　　三隅中いかばの鼻東端
　　　　Ｍ　萩市三見めばる瀬頂上
　　　　Ｎ　長門市三隅中海苔摘岩頂上
　　　　Ｏ　萩市三見とおたくり鼻西端
　　　　Ｐ　〃　と長門市との最大高潮時海岸線における境界点（飯井川河口の中央点）
　　　　Ｑ　〃　大字椿橋本橋左岸西角
　　　　Ｒ　〃　大字橋本町橋本橋右岸西角
　　　　Ｓ　〃　大字土原萩橋左岸北角
　　　　Ｔ　〃　大字椿東萩橋右岸北角
　　　　Ｕ　〃　大井大井鉄橋左岸北角
　　　　Ｖ　〃　〃　大井鉄橋右岸北角
　　　点イ　ＡとＢとを結んだ線とＣから347度の線との交点
　　　　ロ　Ｃから347度の線とＤとＥとを結んだ線との交点
　　　　ハ　ＦからＧを見通した線上Ｇから1,500メートルの点
　　　　ニ　ＨからＩを見通した線上Ｉから1,000メートルの点
　　　　ホ　ＪとＫとを結んだ線の中央点
　　　　ヘ　ＬとＭとを結んだ線の中央点
　　　　ト　ＮとＯとを結んだ線の中央点
　　　　チ　へからトを見通した線とＰを通る川岸平行線との交点

第二種共同漁業 建網漁業（網丈4.3メートル以下
のものに限る。ただし、曲建網漁
業を除く。）
曲建網漁業（網丈18メートル以
下のものに限る。）
小型定置網漁業
いか巣網漁業
しろうお四つ手網漁業
かご漁業

1月1日から12月31日まで

1月1日から12月31日まで

1月1日から12月31日まで
2月1日から6月30日まで
2月1日から4月30日まで
1月1日から12月31日まで

令和6 年 1 月1 日から
令和15 年 12 月 31日
まで

団体 萩市（萩市大字上田
万、大字下田万、大字
江崎、大字上小川西
分、大字上小川東分、
大字中小川、大字下小
川、大字須佐、大字弥
富上、大字弥富下、大
字鈴野川、大字川上、
大字片俣、大字高佐
上、大字高佐下、大字
吉部上、大字吉部下、
大字明木、大字佐々
並、大字福井上、大字
福井下、大字黒川、大
字紫福及び見島を除
く。）

定置漁業権に対抗する
ことができない。

共第10号 山口県漁業協同組合 萩市地先（羽島礁） 次の点イを中心とした半径300メートルの円周で囲まれた区域
　点の位置
　　基点Ａ　萩市羽島山田ヶ鼻東端
　　　　Ｂ　萩市尾島観音崎南東端
　　　点イ　Ａから315度52分の線とＢから144度49分の線との交点

第一種共同漁業 あわび漁業
なまこ漁業

1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで

令和6 年 1 月1 日から
令和15 年 12 月 31日
まで

団体 萩市（萩市大字上田
万、大字下田万、大字
江崎、大字上小川西
分、大字上小川東分、
大字中小川、大字下小
川、大字須佐、大字弥
富上、大字弥富下、大
字鈴野川、大字川上、
大字片俣、大字高佐
上、大字高佐下、大字
吉部上、大字吉部下、
大字明木、大字佐々
並、大字福井上、大字
福井下、大字黒川、大

余白



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

共第11号 山口県漁業協同組合 萩市尾島地先 次のイ、ロ、ハ、ニ、イの各点を順次結んだ線によって囲まれた区域
　点の位置
　　基点Ａ　萩市尾島おいとん岬北端
　　　　Ｂ　〃　尾島小磯鼻北端
　　　　Ｃ　〃　尾島深山西ノ鼻南西端
　　　　Ｄ　〃　尾島観音崎南東端
　　　点イ　Ａから40度1,000メートルの点
　　　　ロ　Ｂから320度1,000メートルの点
　　　　ハ　Ｃから230度1,000メートルの点
　　　　ニ　Ｄから130度1,000メートルの点

第一種共同漁業、第二
種共同漁業

令和6 年 1 月1 日から
令和15 年 12 月 31日
まで

団体 萩市（萩市大字上田
万、大字下田万、大字
江崎、大字上小川西
分、大字上小川東分、
大字中小川、大字下小
川、大字須佐、大字弥
富上、大字弥富下、大
字鈴野川、大字川上、
大字片俣、大字高佐
上、大字高佐下、大字
吉部上、大字吉部下、
大字明木、大字佐々
並、大字福井上、大字
福井下、大字黒川、大
字紫福及び見島を除
く。）

余白

共第12号 山口県漁業協同組合 萩市相島地先 次のイ、ロ、ハ、ニ、イの各点を順次結んだ線によって囲まれた区域
　点の位置
　　基点Ａ　萩市相島黒岩頂上
　　　　Ｂ　〃　相島沖の大島頂上
　　　　Ｃ　〃　相島火崎南端
　　　　Ｄ　〃　相島蛎磯の舟糞瀬北端
　　　点イ　Ａから0度1,000メートルの点
　　　　ロ　Ｂから270度1,000メートルの点
　　　　ハ　Ｃから180度2,000メートルの点
　　　　ニ　Ｄから90度2,000メートルの点

第一種共同漁業、第二
種共同漁業

令和6 年 1 月1 日から
令和15 年 12 月 31日
まで

団体 萩市（萩市大字上田
万、大字下田万、大字
江崎、大字上小川西
分、大字上小川東分、
大字中小川、大字下小
川、大字須佐、大字弥
富上、大字弥富下、大
字鈴野川、大字川上、
大字片俣、大字高佐
上、大字高佐下、大字
吉部上、大字吉部下、
大字明木、大字佐々
並、大字福井上、大字
福井下、大字黒川、大
字紫福及び見島を除
く。）

余白

（第一種共同漁業）
あらめ漁業
いぎす漁業
いわのり漁業
うみぞうめん漁業
えごのり漁業
おごのり漁業
かじめ漁業
かやものり漁業
しらも漁業
すぎのり漁業
つかさのり漁業
てんぐさ漁業
とさかのり漁業
はばのり漁業
ひじき漁業
ふのり漁業
ほんだわら漁業
みりん漁業
もずく漁業
ゆな漁業
わかめ漁業
あわび漁業
いがい漁業
かき漁業
さざえ漁業
つきひがい漁業
とこぶし漁業
にし漁業
にな漁業
よめがかさ漁業
いせえび漁業
うに漁業
かめのて漁業
しゃこ漁業
たこ漁業
なまこ漁業
（第二種共同漁業）
建網漁業（網丈4.3メートル以下
のものに限る。ただし、曲建網漁
業を除く。）
曲建網漁業（網丈18メートル以
下のものに限る。）
小型定置網漁業
いか巣網漁業
かご漁業

（第一種共同漁業）
1月1日から12月31日まで
2月1日から9月30日まで
10月1日から翌年6月30日まで
12月1日から翌年9月30日まで
12月1日から翌年10月31日まで
3月1日から8月31日まで
1月1日から12月31日まで
12月1日から翌年9月30日まで
6月1日から10月31日まで
1月1日から12月31日まで
12月1日から翌年6月30日まで
10月1日から翌年8月31日まで
1月1日から10月31日まで
10月1日から翌年7月31日まで
1月1日から12月31日まで
10月1日から翌年7月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
2月1日から9月30日まで
10月1日から翌年5月31日まで
11月1日から翌年7月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
（第二種共同漁業）
1月1日から12月31日まで

1月1日から12月31日まで

1月1日から12月31日まで
2月1日から6月30日まで
1月1日から12月31日まで

（第一種共同漁業）
あらめ漁業
いぎす漁業
いわのり漁業
うみぞうめん漁業
えごのり漁業
おごのり漁業
かじめ漁業
かやものり漁業
しらも漁業
すぎのり漁業
つかさのり漁業
てんぐさ漁業
とさかのり漁業
はばのり漁業
ひじき漁業
ふのり漁業
ほんだわら漁業
みりん漁業
もずく漁業
ゆな漁業
わかめ漁業
あわび漁業
いがい漁業
かき漁業
さざえ漁業
つきひがい漁業
とこぶし漁業
にし漁業
にな漁業
よめがかさ漁業
いせえび漁業
うに漁業
かめのて漁業

（第一種共同漁業）
1月1日から12月31日まで
2月1日から9月30日まで
10月1日から翌年6月30日まで
12月1日から翌年9月30日まで
12月1日から翌年10月31日まで
3月1日から8月31日まで
1月1日から12月31日まで
12月1日から翌年9月30日まで
6月1日から10月31日まで
1月1日から12月31日まで
12月1日から翌年6月30日まで
10月1日から翌年8月31日まで
1月1日から10月31日まで
10月1日から翌年7月31日まで
1月1日から12月31日まで
10月1日から翌年7月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
2月1日から9月30日まで
10月1日から翌年5月31日まで
11月1日から翌年7月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

共第13号 山口県漁業協同組合 萩市見島地先 次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、ト、イを順次結んだ線によって囲まれた区域
　点の位置
　　基点Ａ　萩市見島長尾の鼻北端
　　　　Ｂ　〃　見島平瀬西端
　　　　Ｃ　〃　見島鯨浦南端
　　　　Ｄ　〃　見島片尻マカタ南端
　　　　Ｅ　〃　見島日崎北端
　　　点イ　Ａから30度2,000メートルの点
　　　　ロ　Ａから330度2,000メートルの点
　　　　ハ　Ａから270度2,000メートルの点
　　　　ニ　Ｂから270度1,000メートルの点
　　　　ホ　Ｃから180度1,500メートルの点
　　　　ヘ　Ｄから180度1,500メートルの点
　　　　ト　Ｅから90度2,000メートルの点

第一種共同漁業、第二
種共同漁業

令和6 年 1 月1 日から
令和15 年 12 月 31日
まで

団体 萩市見島 余白

共第14号 山口県漁業協同組合 萩市壁岩及び長門市壁
岩地先

次の点イを中心とした半径200メートルの円周で囲まれた区域。
　点の位置
　　基点Ａ　萩市壁岩（大壁）頂上
　　基点Ｂ　長門市壁岩（小壁）頂上
　　　点イ　ＡとＢを結んだ線の中央点

第一種共同漁業 あらめ漁業
いぎす漁業
かじめ漁業
てんぐさ漁業
ほんだわら漁業
もずく漁業
わかめ漁業
あわび漁業
さざえ漁業
つきひがい漁業
とこぶし漁業
にな漁業
よめがかさ漁業
いせえび漁業
うに漁業
かめのて漁業
たこ漁業
なまこ漁業

1月1日から12月31日まで
1月1日から8月31日まで
1月1日から12月31日まで
11月1日から翌年7月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から8月31日まで
11月1日から翌年7月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで

令和6 年 1 月1 日から
令和15 年 12 月 31日
まで

団体 長門市三隅上、三隅
中、三隅下、仙崎及び
通並びに萩市（萩市大
字上田万、大字下田
万、大字江崎、大字上
小川西分、大字上小川
東分、大字中小川、大
字下小川、大字須佐、
大字弥富上、大字弥富
下、大字鈴野川、大字
川上、大字片俣、大字
高佐上、大字高佐下、
大字吉部上、大字吉部
下、大字明木、大字
佐々並、大字福井上、
大字福井下、大字黒
川、大字紫福及び見島
を除く。）

余白

しゃこ漁業
たこ漁業
なまこ漁業
（第二種共同漁業）
建網漁業（網丈4.3メートル以下
のものに限る。ただし、曲建網漁
業を除く。）
曲建網漁業（網丈18メートル以
下のものに限る。）
小型定置網漁業
いか巣網漁業
かご漁業

1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
（第二種共同漁業）
1月1日から12月31日まで

1月1日から12月31日まで

1月1日から12月31日まで
2月1日から6月30日まで
1月1日から12月31日まで

（第一種共同漁業）
あらめ漁業
いわのり漁業
うみぞうめん漁業
えごのり漁業
おごのり漁業
かじめ漁業
てんぐさ漁業
はばのり漁業
ひじき漁業
ふのり漁業
もずく漁業
ゆな漁業
わかめ漁業
あかがい漁業
あさり漁業
あわび漁業
いたやがい漁業
かき漁業
さざえ漁業
つきひがい漁業
とこぶし漁業
とりがい漁業
にし漁業
にな漁業
ばい漁業
はまぐり漁業
よめがかさ漁業
いせえび漁業
うに漁業
えむし漁業
かめのて漁業
しゃこ漁業
たこ漁業
なまこ漁業
（第ニ種共同漁業）
建網漁業（網丈4.3メートル以下
のものに限る。ただし、曲建網漁
業を除く。）
曲建網漁業（網丈18メートル以
下のものに限る。）
小型定置網漁業
多そう張網漁業
かご漁業

（第一種共同漁業）
1月1日から12月31日まで
10月1日から翌年6月30日まで
12月1日から翌年9月30日まで
12月1日から翌年10月31日まで
3月1日から8月31日まで
1月1日から12月31日まで
10月1日から翌年8月31日まで
10月1日から翌年7月31日まで
1月1日から12月31日まで
10月1日から翌年7月31日まで
2月1日から9月30日まで
10月1日から翌年5月31日まで
11月1日から翌年7月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
（第二種共同漁業）
1月1日から12月31日まで

1月1日から12月31日まで

1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

共第15号 山口県漁業協同組合 長門市通及び三隅下野
波瀬並びに萩市三見地
先

次のイ、Ｃ、ロ、イの各点を順次結んだ線によって囲まれた区域（ただし、点イを中心とした
半径200メートルの円周で囲まれた区域を除く。）
　点の位置
　　基点Ａ　萩市壁岩（大壁）頂上
　　　　Ｂ　長門市壁岩（小壁）頂上
　　　　Ｃ　〃　　笹島地先東沢尾曽瀬頂上
　　　　Ｄ　〃　　三隅中いかばの鼻東端
　　　　Ｅ　萩市三見めばる瀬頂上
　　　点イ　ＡとＢとを結んだ線の中央点
　　　　ロ　ＤとＥとを結んだ線の中央点

第一種共同漁業 あらめ漁業
いぎす漁業
かじめ漁業
てんぐさ漁業
ほんだわら漁業
もずく漁業
わかめ漁業
あわび漁業
さざえ漁業
つきひがい漁業
とこぶし漁業
にな漁業
よめがかさ漁業
いせえび漁業
うに漁業
かめのて漁業
たこ漁業
なまこ漁業

1月1日から12月31日まで
1月1日から8月31日まで
1月1日から12月31日まで
11月1日から翌年7月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から8月31日まで
11月1日から翌年7月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで

令和6 年 1 月1 日から
令和15 年 12 月 31日
まで

団体 長門市通、三隅上、三
隅中及び三隅下並びに
萩市三見

余白

共第16号 山口県漁業協同組合 長門市通及び三隅下野
波瀬並びに萩市三見地
先

次のイ、Ｃ、ロ、イの各点を順次結んだ線によって囲まれた区域
　点の位置
　　基点Ａ　萩市壁岩（大壁）頂上
　　　　Ｂ　長門市壁岩（小壁）頂上
　　　　Ｃ　〃　　笹島地先東沢尾曽瀬頂上
　　　　Ｄ　〃　　三隅中いかばの鼻東端
　　　　Ｅ　萩市三見めばる瀬頂上
　　　点イ　ＡとＢとを結んだ線の中央点
　　　　ロ　ＤとＥとを結んだ線の中央点

第二種共同漁業 建網漁業（網丈4.3メートル以下
のものに限る。ただし、曲建網漁
業を除く。）
いか巣網漁業
かご漁業

1月1日から12月31日まで

3月1日から6月30日まで
1月1日から12月31日まで

令和6 年 1 月1 日から
令和15 年 12 月 31日
まで

団体 長門市通、三隅上、三
隅中及び三隅下並びに
萩市三見

余白

共第17号 山口県漁業協同組合 長門市三隅中、三隅
下、仙崎及び通地先

次のＡ、イ、ロ、ハ、Ｆ、ニ、ホ、ヘ、Ｌの各点を順次結んだ線、ＭとＮとを結んだ線及びＯとＰ
とを結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域（ただし、点二を中心とした半径
200メートルの円周で囲まれた区域を除く。）
　点の位置
　　基点Ａ　萩市と長門市との最大高潮時海岸線における境界点（飯井川河口の中央点）
　　　　Ｂ　長門市三隅中海苔摘岩頂上
　　　　Ｃ　萩市三見とおたくり鼻西端
Ｄ　長門市三隅中いかばの鼻東端
　　　　Ｅ　萩市三見めばる瀬頂上
　　　　Ｆ　長門市笹島地先東沢尾曽瀬頂上
　　　　Ｇ　萩市壁岩（大壁）頂上
　　　　Ｈ　長門市壁岩（小壁）頂上
　　　　Ｉ　萩市三見二俣瀬
　　　　Ｊ　長門市油谷川尻恩崎鼻東端
　　　　Ｋ　萩市羽島南端
　　　　Ｌ　長門市通字山嶋32番8に設置した標柱
　　　　Ｍ　〃　　仙崎王子山青海大橋橋台中央点
　　　　Ｎ　〃　　〃　今浦町青海大橋橋台中央点
　　　　Ｏ　〃　　三隅中琴橋右岸中央点
　　　　Ｐ　〃　　三隅下琴橋左岸中央点
　　　点イ　Ａを通る川岸平行線とハからロを見通した線との交点
　　　　ロ　ＢとＣとを結んだ線の中央点
　　　　ハ　ＤとＥとを結んだ線の中央点
　　　　ニ　ＧとＨとを結んだ線の中央点
　　　　ホ　Ｉからニを見通した線とＪとＫとを結んだ線との交点
　　　　ヘ　ＪとＫとを結んだ線とＬから350度の線との交点

第一種共同漁業 令和6 年 1 月1 日から
令和15 年 12 月 31日
まで

団体 長門市三隅上、三隅
中、三隅下、仙崎及び
通

定置漁業権及び区画漁
業権に対抗することが
できない。

あおのり漁業
あらめ漁業
いぎす漁業
いわのり漁業
えごのり漁業
おごのり漁業
かじめ漁業
かやものり漁業
しらも漁業
つかさのり漁業
てんぐさ漁業
はばのり漁業
ひじき漁業
ふのり漁業
ほんだわら漁業
もずく漁業
ゆな漁業
わかめ漁業
あかがい漁業
あこやがい漁業
あさり漁業
あわび漁業
いがい漁業
いたやがい漁業
かき漁業
さざえ漁業
つきひがい漁業
とこぶし漁業
とりがい漁業
にし漁業
にな漁業
ばい漁業
よめがかさ漁業
いせえび漁業
うに漁業
えむし漁業
かめのて漁業
たこ漁業
なまこ漁業

11月1日から翌年6月30日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から9月30日まで
11月1日から翌年5月31日まで
1月1日から12月31日まで
4月1日から7月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から8月31日まで
7月1日から9月30日まで
1月1日から5月31日まで
11月1日から翌年7月31日まで
11月1日から翌年6月30日まで
1月1日から12月31日まで
11月1日から翌年6月30日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から8月31日まで
12月1日から翌年8月31日まで
12月1日から翌年8月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

共第18号 山口県漁業協同組合 長門市三隅中、三隅
下、仙崎及び通地先

次のＡ、イ、ロ、ハ、Ｆ、ニ、ホ、ヘ、Ｌの各点を順次結んだ線、ＭとＮとを結んだ線及びＯとＰ
とを結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域
　点の位置
　　基点Ａ　萩市と長門市との最大高潮時海岸線における境界点（飯井川河口の中央点）
　　　　Ｂ　長門市三隅中海苔摘岩頂上
　　　　Ｃ　萩市三見とおたくり鼻西端
Ｄ　長門市三隅中いかばの鼻東端
　　　　Ｅ　萩市三見めばる瀬頂上
　　　　Ｆ　長門市笹島地先東沢尾曽瀬頂上
　　　　Ｇ　萩市壁岩（大壁）頂上
　　　　Ｈ　長門市壁岩（小壁）頂上
　　　　Ｉ　萩市三見二俣瀬
　　　　Ｊ　長門市油谷川尻恩崎鼻東端
　　　　Ｋ　萩市羽島南端
　　　　Ｌ　長門市通字山嶋32番8に設置した標柱
　　　　Ｍ　〃　　仙崎王子山青海大橋橋台中央点
　　　　Ｎ　〃　　〃　今浦町青海大橋橋台中央点
　　　　Ｏ　〃　　三隅中琴橋右岸中央点
　　　　Ｐ　〃　　〃　　琴橋左岸中央点
　　　点イ　Ａを通る川岸平行線とハからロを見通した線との交点
　　　　ロ　ＢとＣとを結んだ線の中央点
　　　　ハ　ＤとＥとを結んだ線の中央点
　　　　ニ　ＧとＨとを結んだ線の中央点
　　　　ホ　Ｉからニを見通した線とＪとＫとを結んだ線との交点
　　　　ヘ　ＪとＫとを結んだ線とＬから350度の線との交点

第二種共同漁業 建網漁業（網丈4.3メートル以下
のものに限る。ただし、曲建網漁
業を除く。）
曲建網漁業（網丈18メートル以
下のものに限る。）
小型定置網漁業
いか巣網漁業
かご漁業

1月1日から12月31日まで

1月1日から12月31日まで

1月1日から12月31日まで
2月1日から6月30日まで
1月1日から12月31日まで

令和6 年 1 月1 日から
令和15 年 12 月 31日
まで

団体 長門市三隅上、三隅
中、三隅下、仙崎及び
通

定置漁業権及び区画漁
業権に対抗することが
できない。

共第19号 山口県漁業協同組合 長門市仙崎、通、西深
川、東深川、日置上及
び日置中地先

次のＡ、イ、ロ、Ｄの各点を順次結んだ線、ＦとＧとを結んだ線及びＨとＩとを結んだ線と最大
高潮時海岸線とによって囲まれた区域
　点の位置
　　基点Ａ　長門市通字山嶋32番8に設置した標柱
　　　　Ｂ　萩市羽島南端
　　　　Ｃ　長門市油谷川尻恩崎鼻東端
　　　　Ｄ　〃　　日置中と同市油谷津黄との最大高潮時海岸線における境界点
Ｅ　萩市見島平瀬西端
　　　　Ｆ　長門市仙崎王子山青海大橋橋台中央点
　　　　Ｇ　〃　　〃　今浦町青海大橋橋台中央点
　　　　Ｈ　〃　　西深川山陰本線鉄橋左岸橋台
　　　　Ｉ　〃　　東深川山陰本線鉄橋右岸橋台
　　　点イ　Ａから350度の線とＢとＣとを結んだ線との交点
　　　　ロ　ＢとＣとを結んだ線とＤとＥとを結んだ線との交点

第一種共同漁業、第二
種共同漁業

令和6 年 1 月1 日から
令和15 年 12 月 31日
まで

団体 長門市仙崎、通、西深
川、東深川、日置上、日
置中、日置下、日置野
田及び日置蔵小田

余白（第一種共同漁業）
あおのり漁業
あらめ漁業
いぎす漁業
いわのり漁業
えごのり漁業
おごのり漁業
かじめ漁業
かやものり漁業
しらも漁業
つかさのり漁業
てんぐさ漁業
はばのり漁業
ひじき漁業
ふのり漁業
ほんだわら漁業
もずく漁業
ゆな漁業
わかめ漁業
あかがい漁業
あこやがい漁業
あさり漁業
あわび漁業
いがい漁業
いたやがい漁業
かき漁業
さざえ漁業
つきひがい漁業
とこぶし漁業
とりがい漁業
にし漁業
にな漁業
ばい漁業
よめがかさ漁業
いせえび漁業
うに漁業
えむし漁業
かめのて漁業
たこ漁業
なまこ漁業
（第二種共同漁業）
建網漁業（網丈4.3メートル以下
のものに限る。ただし、曲建網漁
業を除く。）
曲建網漁業（網丈18メートル以
下のものに限る。）
小型定置網漁業
いか巣網漁業
かご漁業

（第一種共同漁業）
11月1日から翌年6月30日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から9月30日まで
11月1日から翌年5月31日まで
1月1日から12月31日まで
4月1日から7月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から8月31日まで
7月1日から9月30日まで
1月1日から5月31日まで
11月1日から翌年7月31日まで
11月1日から翌年6月30日まで
1月1日から12月31日まで
11月1日から翌年6月30日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から8月31日まで
12月1日から翌年8月31日まで
12月1日から翌年8月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
（第二種共同漁業）
1月1日から12月31日まで

1月1日から12月31日まで

1月1日から12月31日まで
3月1日から6月30日まで
1月1日から12月31日まで



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

共第20号 山口県漁業協同組合 長門市油谷津黄地先 次のＡ、イ、ロ、ハ、Ｄの各点を順次結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域
　点の位置
　　基点Ａ　長門市日置中と同市油谷津黄との最大高潮時海岸線における境界点
　　　　Ｂ　萩市見島平瀬西端
　　　　Ｃ　長門市油谷津黄長尺り本山北端
　　　　Ｄ　〃　　油谷後畑折口赤岩に設置した標識
　　　点イ　ＡとＢとを結んだ線上Ａから1,000メートルの点
　　　　ロ　Ｃから0度1,000メートルの点
　　　　ハ　Ｄから0度1,000メートルの点

第一種共同漁業 あおのり漁業
あらめ漁業
いぎす漁業
いわのり漁業
えごのり漁業
おごのり漁業
かじめ漁業
てんぐさ漁業
はばのり漁業
ひじき漁業
ふのり漁業
ほんだわら漁業
もずく漁業
ゆな漁業
わかめ漁業
あわび漁業
いがい漁業
いたやがい漁業
さざえ漁業
とこぶし漁業
にし漁業
にな漁業
ばい漁業
いせえび漁業
うに漁業
かめのて漁業
たこ漁業
なまこ漁業

10月1日から翌年5月31日まで
1月1日から12月31日まで
2月1日から8月31日まで
10月1日から翌年5月31日まで
2月1日から8月31日まで
10月1日から翌年5月31日まで
1月1日から12月31日まで
2月1日から8月31日まで
10月1日から翌年5月31日まで
1月1日から12月31日まで
11月1日から翌年6月30日まで
1月1日から12月31日まで
2月1日から8月31日まで
10月1日から翌年5月31日まで
1月1日から5月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで

令和6 年 1 月1 日から
令和15 年 12 月 31日
まで

団体 長門市油谷津黄 余白

共第21号 山口県漁業協同組合 長門市油谷後畑地先 次のＡ、イ、ロ、Ｂの各点を順次結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域
　点の位置
　　基点Ａ　長門市油谷後畑折口赤岩に設置した標識
　　　　Ｂ　〃　　〃　　　黒瀬頂上
　　　点イ　Ａから0度1,000メートルの点
　　　　ロ　Ｂから0度1,000メートルの点

第一種共同漁業 あらめ漁業
いぎす漁業
いわのり漁業
うみぞうめん漁業
かじめ漁業
てんぐさ漁業
はばのり漁業
ひじき漁業
ふのり漁業
ほんだわら漁業
もずく漁業
ゆな漁業
わかめ漁業
あわび漁業
いがい漁業
いたやがい漁業
さざえ漁業
とこぶし漁業
にし漁業
にな漁業
ばい漁業
いせえび漁業
うに漁業
かめのて漁業
たこ漁業
なまこ漁業

1月1日から12月31日まで
2月1日から8月31日まで
10月1日から翌年5月31日まで
1月1日から6月30日まで
1月1日から12月31日まで
2月1日から7月31日まで
10月1日から翌年5月31日まで
1月1日から12月31日まで
11月1日から翌年6月30日まで
1月1日から12月31日まで
2月1日から8月31日まで
10月1日から翌年5月31日まで
1月1日から5月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで

令和6 年 1 月1 日から
令和15 年 12 月 31日
まで

団体 長門市油谷後畑 余白

共第22号 山口県漁業協同組合 長門市油谷後畑地先 次のＡ、イ、ロ、Ｂの各点を順次結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域
　点の位置
　　基点Ａ　長門市油谷後畑黒瀬頂上
　　　　Ｂ　〃　　〃　　　字無田田271番地に設置した標識
　　　　Ｃ　萩市見島平瀬西端
　　　点イ　Ａから0度1,000メートルの点
　　　　ロ　ＢとＣとを結んだ線上Ｂから1,000メートルの点

第一種共同漁業 あらめ漁業
いぎす漁業
いわのり漁業
かじめ漁業
てんぐさ漁業
はばのり漁業
ひじき漁業
ふのり漁業
ほんだわら漁業
もずく漁業
ゆな漁業
わかめ漁業
あわび漁業
いがい漁業
いたやがい漁業
さざえ漁業
とこぶし漁業
にし漁業
にな漁業
ばい漁業
いせえび漁業
うに漁業
かめのて漁業
たこ漁業
なまこ漁業

1月1日から12月31日まで
2月1日から8月31日まで
10月1日から翌年5月31日まで
1月1日から12月31日まで
2月1日から8月31日まで
10月1日から翌年5月31日まで
1月1日から12月31日まで
11月1日から翌年6月30日まで
1月1日から12月31日まで
2月1日から8月31日まで
10月1日から翌年5月31日まで
1月1日から5月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで

令和6 年 1 月1 日から
令和15 年 12 月 31日
まで

団体 長門市油谷後畑及び油
谷川尻

余白



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

共第23号 山口県漁業協同組合 長門市油谷川尻及び油
谷向津具下地先

次のＡ、イ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、Ｄの各点を順次結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲
まれた区域
　点の位置
　　基点Ａ　長門市油谷後畑字無田田271番地に設置した標識
　　　　Ｂ　萩市見島平瀬西端
　　　　Ｃ　長門市長門川尻岬灯台基部
　　　　Ｄ　〃　　油谷港俵島灯台基部
　　　　Ｅ　下関市豊北町大字阿川金山岬北端に設置した標柱
　　　点イ　ＡとＢとを結んだ線上Ａから3,000メートルの点
　　　　ロ　Ｃから350度1,700メートルの点
　　　　ハ　Ｃから319度2,500メートルの点
　　　　ニ　Ｄから270度2,500メートルの点
　　　　ホ　Ｄから250度2,950メートルの点
　　　　ヘ　Ｅから354度2,160メートルの点

第一種共同漁業 あらめ漁業
いぎす漁業
いわのり漁業
うみぞうめん漁業
えごのり漁業
おごのり漁業
かじめ漁業
てんぐさ漁業
ひじき漁業
ふのり漁業
ほんだわら漁業
もずく漁業
ゆな漁業
わかめ漁業
あさり漁業
あわび漁業
いがい漁業
いたやがい漁業
かき漁業
さざえ漁業
とこぶし漁業
にし漁業
にな漁業
ばい漁業
いせえび漁業
うに漁業
かめのて漁業
たこ漁業
なまこ漁業

1月1日から12月31日まで
2月1日から8月31日まで
10月1日から翌年5月31日まで
1月1日から6月30日まで
2月1日から8月31日まで
10月1日から翌年5月31日まで
1月1日から12月31日まで
2月1日から8月31日まで
1月1日から12月31日まで
11月1日から翌年6月30日まで
1月1日から12月31日まで
2月1日から8月31日まで
10月1日から翌年5月31日まで
1月1日から5月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで

令和6 年 1 月1 日から
令和15 年 12 月 31日
まで

団体 長門市油谷川尻並びに
油谷向津具下字大浦東
及び字大浦西

余白

共第24号 山口県漁業協同組合 長門市油谷湾 次のＡ、イ、ロ、Ｃの各点を順次結んだ線及びＤとＥとを結んだ線と最大高潮時海岸線とに
よって囲まれた区域
　点の位置
　　基点Ａ　長門市油谷港俵島灯台基部
　　　　Ｂ　下関市豊北町大字阿川金山岬北端に設置した標柱
　　　　Ｃ　長門市油谷伊上山陰本線粟野隧道東入口北端基部
　　　　Ｄ　〃　　油谷河原新橋左岸下流端
　　　　Ｅ　〃　　〃　蔵小田新橋右岸下流端
　　　点イ　Ｂから354度2,160メートルの点
　　　　ロ　Ｃから347度48分2,000メートルの点

第一種共同漁業 令和6 年 1 月1 日から
令和15 年 12 月 31日
まで

団体 長門市油谷向津具上、
油谷向津具下、油谷蔵
小田及び油谷伊上

区画漁業権に対抗する
ことができない。

共第25号 山口県漁業協同組合 長門市油谷津黄、油谷
後畑及び油谷川尻地先

次のＡ、イ、ロ、ハ、Ｆの各点を順次結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域
　点の位置
　　基点Ａ　長門市日置中と同市油谷津黄との最大高潮時海岸線における境界点
　　　　Ｂ　萩市見島平瀬西端
　　　　Ｃ　〃　羽島南端
　　　　Ｄ　長門市油谷川尻恩崎鼻東端
　　　　Ｅ　〃　　油谷後畑字無田田271番地に設置した標識
　　　　Ｆ　〃　　長門川尻岬灯台基部
　　　点イ　ＡとＢとを結んだ線とＣとＤとを結んだ線との交点
　　　　ロ　ＥとＢとを結んだ線上Ｅから3,000メートルの点
　　　　ハ　Ｆから350度1,700メートルの点

第二種共同漁業 建網漁業（網丈4.3メートル以下
のものに限る。ただし、曲建網漁
業を除く。）
曲建網漁業（網丈18メートル以
下のものに限る。）
小型定置網漁業
かご漁業

1月1日から12月31日まで

1月1日から12月31日まで

1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで

令和6 年 1 月1 日から
令和15 年 12 月 31日
まで

団体 長門市油谷津黄、油谷
後畑及び油谷川尻

余白

あらめ漁業
あおのり漁業
いぎす漁業
いわのり漁業
うみぞうめん漁業
えごのり漁業
おごのり漁業
かじめ漁業
てんぐさ漁業
ひじき漁業
ふのり漁業
ほんだわら漁業
もずく漁業
ゆな漁業
わかめ漁業
あかがい漁業
あさり漁業
あわび漁業
いたやがい漁業
かき漁業
さざえ漁業
つきひがい漁業
とこぶし漁業
とりがい漁業
にし漁業
にな漁業
ばい漁業
はまぐり漁業
みるくい漁業
いせえび漁業
うに漁業
かめのて漁業
しゃこ漁業
たこ漁業
なまこ漁業

1月1日から12月31日まで
10月1日から翌年6月30日まで
2月1日から9月30日まで
10月1日から翌年5月31日まで
1月1日から6月30日まで
2月1日から8月31日まで
12月1日から翌年8月31日まで
1月1日から12月31日まで
2月1日から7月31日まで
1月1日から12月31日まで
11月1日から翌年6月30日まで
1月1日から12月31日まで
2月1日から8月31日まで
11月1日から翌年4月30日まで
1月1日から5月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

共第26号 山口県漁業協同組合 長門市油谷向津具下地
先及び油谷湾

次のＡ、イ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、Ｄの各点を順次結んだ線及びＥとＦとを結んだ線と最大高
潮時海岸線とによって囲まれた区域
　点の位置
　　基点Ａ　長門市長門川尻岬灯台基部
　　　　Ｂ　〃　　油谷港俵島灯台基部
　　　　Ｃ　下関市豊北町大字阿川金山岬北端に設置した標柱
　　　　Ｄ　長門市油谷伊上山陰本線粟野隧道東入口北端基部
　　　　Ｅ　〃　　油谷河原新橋左岸下流端
　　　　Ｆ　〃　　〃　蔵小田新橋右岸下流端
　　　点イ　Ａから350度1,700メートルの点
　　　　ロ　Ａから319度2,500メートルの点
　　　　ハ　Ｂから270度2,500メートルの点
　　　　ニ　Ｂから250度2,950メートルの点
　　　　ホ　Ｃから354度2,160メートルの点
　　　　ヘ　Ｄから347度48分2,000メートルの点

第二種共同漁業 建網漁業（網丈4.3メートル以下
のものに限る。ただし、曲建網漁
業を除く。）
曲建網漁業（網丈18メートル以
下のものに限る。）
小型定置網漁業
しろうお四つ手網漁業
かご漁業

1月1日から12月31日まで

1月1日から12月31日まで

1月1日から12月31日まで
11月1日から翌年4月30日まで
1月1日から12月31日まで

令和6 年 1 月1 日から
令和15 年 12 月 31日
まで

団体 長門市油谷向津具上、
油谷向津具下、油谷蔵
小田及び油谷伊上

区画漁業権に対抗する
ことができない。

共第27号 山口県漁業協同組合 下関市豊北町地先 次のＡ、イ、ロ、ハ、ニ、Ｅ、ホ、ヘ、ト、チ、リ、ヌ、ル、ヲ、ワ、カ、ヨ、Lの各点を順次結んだ
線及びMとNとを結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域
　点の位置
　　基点Ａ　長門市油谷伊上山陰本線粟野隧道東入口北端基部
　　　　Ｂ　下関市豊北町大字阿川金山岬北端に設置した標柱
　　　　Ｃ　長門市油谷港俵島灯台基部
　　　　Ｄ　下関市豊北町大字神田折紙鼻北端に設置した標識
　　　　Ｅ　〃　　〃　　〃　　　伊瀬西端
　　　　Ｆ　〃　　〃　　鳩島北西端
　　　　G　〃　　〃　　〃　南東端
　　　　H　〃　　〃　　島戸漁港D防波堤突端中央部
Ｉ　〃　　〃　　角島通瀬岬南端
　　　　Ｊ　〃　　〃　　大字神田猿渡し西端に設置した標柱
　　　　K　〃　　〃　　大字神田上御崎平礁に設置した標柱
　　　　L　〃　　豊浦町大字宇賀字三月田に設置した標柱
　　　　M　〃　　豊北町大字粟野岩鼻の対岸に設置した標柱
　　　　N　〃　　〃　　〃　　　岩鼻（粟野川右岸）に設置した標識
　　　点イ　Ａから347度48分2,000メートルの点
　　　　ロ　Ｂから354度2,160メートルの点
　　　　ハ　Ｃから250度2,950メートルの点
ニ　Ｄから335度1,350メートルの点
　　　　ホ　EとFとを結んだ線上Fから250メートルの点
　　　　へ　GとHとを結んだ線上Gから120メートルの点
　　　　ト　Gから159度120メートルの点
　　　　チ　Gから204度165メートルの点
　　　　リ　EからFを見通した線上Fから200メートルの点
ヌ　ＥからＦを見通した線とIとJとを結んだ線との交点
　　　　ル　IとJとを結んだ線上Iから2,000メートルの点
　　　　ヲ　Iから100度1,925メートルの点
　　　　ワ　Iから205度2,300メートルの点
　　　　カ　Kから253度3,000メートルの点
　　　　ヨ　Lから270度3,000メートルの点

第一種共同漁業 令和6 年 1 月1 日から
令和15 年 12 月 31日
まで

団体 下関市豊北町（下関市
豊北町大字角島を除
く。）

区画漁業権に対抗する
ことができない。

共第28号 角島漁業協同組合 下関市豊北町角島地先 次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、Ｅ、ト、チ、イの各点を順次結んだ線によって囲まれた区域
　点の位置
　　基点Ａ　下関市豊北町角島牧崎に設置した標柱
　　　　Ｂ　〃　　〃　　角島灯台基部
　　　　Ｃ　〃　　〃　　角島通瀬岬南端
　　　　Ｄ　〃　　〃　　大字神田猿渡し西端に設置した標柱
　　　　Ｅ　〃　　〃　　〃　　　伊瀬西端
　　　　Ｆ　〃　　〃　　鳩島北西端
　　　　Ｇ　〃　　〃　　大字神田折紙鼻北端に設置した標識
　　　　Ｈ　長門市油谷港俵島灯台基部
　　　点イ　Ａから25度2,000メートルの点
　　　　ロ　Ｂから290度2,500メートルの点
　　　　ハ　Ｃから205度2,300メートルの点
　　　　ニ　Ｃから100度1,925メートルの点
　　　　ホ　ＣとＤとを結んだ線上Ｃから2,000メートルの点
　　　　ヘ　ＣとＤとを結んだ線とＥからＦを見通した線との交点
　　　　ト　Ｇから335度1,350メートルの点
　　　　チ　Ｈから250度2,950メートルの点

第一種共同漁業 令和6 年 1 月1 日から
令和15 年 12 月 31日
まで

団体 下関市豊北町大字角島 余白

あおのり漁業
あらめ漁業
いぎす漁業
いわのり漁業
うみぞうめん漁業
えごのり漁業
おごのり漁業
かじめ漁業
かやものり漁業
つかさのり漁業
てんぐさ漁業
とさかのり漁業
はばのり漁業
ひじき漁業
ふのり漁業
ほんだわら漁業
もずく漁業
ゆな漁業
わかめ漁業
あさり漁業
あわび漁業
いがい漁業
かき漁業
さざえ漁業
とこぶし漁業
にし漁業
にな漁業
ばい漁業
よめがかさ漁業
いせえび漁業
うに漁業
えぼしがい漁業
えむし漁業
かめのて漁業
しゃこ漁業
たこ漁業
なまこ漁業

11月1日から翌年5月31日まで
1月1日から12月31日まで
2月1日から9月30日まで
11月1日から翌年5月31日まで
4月1日から7月31日まで
1月1日から9月30日まで
2月1日から9月30日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から8月31日まで
1月1日から5月31日まで
2月1日から8月31日まで
1月1日から9月30日まで
1月1日から12月31日まで
12月1日から翌年6月30日まで
1月1日から6月30日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から9月30日まで
11月1日から翌年4月30日まで
12月1日から翌年5月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで

あおのり漁業
あらめ漁業
いぎす漁業
いわのり漁業
うみぞうめん漁業
えごのり漁業
おごのり漁業
かじめ漁業
かやものり漁業
つかさのり漁業
てんぐさ漁業
とさかのり漁業
はばのり漁業
ひじき漁業
ふのり漁業
ほんだわら漁業
もずく漁業
ゆな漁業
わかめ漁業
あさり漁業
あわび漁業
いがい漁業
かき漁業
さざえ漁業
とこぶし漁業
にし漁業
にな漁業
ばい漁業
よめがかさ漁業
いせえび漁業
うに漁業
えぼしがい漁業
えむし漁業
かめのて漁業

11月1日から翌年5月31日まで
1月1日から12月31日まで
2月1日から9月30日まで
11月1日から翌年5月31日まで
4月1日から7月31日まで
1月1日から9月30日まで
2月1日から9月30日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から8月31日まで
1月1日から12月31日まで
2月1日から8月31日まで
1月1日から9月30日まで
1月1日から12月31日まで
12月1日から翌年6月30日まで
1月1日から6月30日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から9月30日まで
11月1日から翌年4月30日まで
12月1日から翌年5月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

共第29号 山口県漁業協同組合ほか1組合 下関市豊北町鳩島地先 次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、イの各点を順次結んだ線によって囲まれた区域
　点の位置
　　基点Ａ　下関市豊北町大字神田伊瀬西端
　　　　Ｂ　〃　　〃　　鳩島北西端
　　　　Ｃ　〃　　〃　　鳩島南東端
　　　　Ｄ　〃　　〃　　島戸漁港Ｄ防波堤突端中央部
　　　点イ　ＡとＢとを結んだ線上Ｂから250メートルの点
　　　　ロ　ＡからＢを見通した線上Ｂから200メートルの点
　　　　ハ　Ｃから204度165メートルの点
　　　　ニ　Ｃから159度120メートルの点
　　　　ホ　ＣとＤとを結んだ線上Ｃから120メートルの点

第一種共同漁業 令和6 年 1 月1 日から
令和15 年 12 月 31日
まで

団体 下関市豊北町大字角島
及び大字神田島戸

余白

共第30号 角島漁業協同組合 下関市豊北町角島沖
（汐巻漁場）

次のイを中心とした半径250メートルの円周によって囲まれた区域
　点の位置
　　基点Ａ　下関市豊北町角島牧崎に設置した標柱
　　　　Ｂ　〃　　〃　　角島灯台基部
　　　点イ　Ａから308度30分36秒の線とＢから331度34分12秒の線との交　　　　　点

第一種共同漁業 あわび漁業
さざえ漁業

1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで

令和6 年 1 月1 日から
令和15 年 12 月 31日
まで

団体 下関市豊北町大字角島 余白

共第31号 山口県漁業協同組合ほか1組合 下関市豊北町及び同市
豊浦町大字宇賀地先

次のＡ、イ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、ト、チ、Ｈの各点を順次結んだ線及びＩとＪとを結んだ線と最
大高潮時海岸線とによって囲まれた区域
　点の位置
　　基点Ａ　長門市油谷伊上山陰本線粟野隧道東入口北端基部
　　　　Ｂ　下関市豊北町大字阿川金山岬北端に設置した標柱
　　　　Ｃ　長門市油谷港俵島灯台基部
　　　　Ｄ　下関市豊北町角島牧崎に設置した標柱
　　　　Ｅ　〃　　〃　　角島灯台基部
　　　　Ｆ　〃　　〃　　角島通瀬岬南端
　　　　Ｇ　〃　　〃　　大字神田上御崎平礁に設置した標柱
　　　　Ｈ　〃　　豊浦町大字宇賀字三月田に設置した標柱
　　　　Ｉ　〃　　豊北町大字粟野岩鼻の対岸に設置した標柱
　　　　Ｊ　〃　　〃　　〃　　　岩鼻（粟野川右岸）に設置した標識
　　　点イ　Ａから347度48分2,000メートルの点
　　　　ロ　Ｂから354度2,160メートルの点
　　　　ハ　Ｃから250度2,950メートルの点
　　　　ニ　Ｄから25度2,000メートルの点
　　　　ホ　Ｅから290度2,500メートルの点
　　　　ヘ　Ｆから205度2,300メートルの点
　　　　ト　Ｇから253度3,000メートルの点
　　　　チ　Ｈから270度3,000メートルの点

第二種共同漁業 建網漁業（網丈4.3ﾒｰﾄﾙ以下の
ものに限る。ただし、曲建網漁業
を除く。）
曲建網漁業（網丈18ﾒｰﾄﾙ以下
のものに限る。）
小型定置網漁業
いか巣網漁業
しろうお四つ手網漁業
かご漁業

1月1日から12月31日まで

1月1日から12月31日まで

1月1日から12月31日まで
2月1日から6月30日まで
1月1日から4月30日まで
1月1日から12月31日まで

令和6 年 1 月1 日から
令和15 年 12 月 31日
まで

団体 下関市豊北町 区画漁業権に対抗する
ことができない。

あおのり漁業
あらめ漁業
いぎす漁業
いわのり漁業
うみぞうめん漁業
えごのり漁業
おごのり漁業
かじめ漁業
かやものり漁業
つかさのり漁業
てんぐさ漁業
とさかのり漁業
はばのり漁業
ひじき漁業
ふのり漁業
ほんだわら漁業
もずく漁業
ゆな漁業
わかめ漁業
あさり漁業
あわび漁業
いがい漁業
かき漁業
さざえ漁業
とこぶし漁業
にし漁業
にな漁業
ばい漁業
よめがかさ漁業
いせえび漁業
うに漁業
えぼしがい漁業
えむし漁業
かめのて漁業
しゃこ漁業
たこ漁業
なまこ漁業

11月1日から翌年5月31日まで
1月1日から12月31日まで
2月1日から9月30日まで
11月1日から翌年5月31日まで
4月1日から7月31日まで
1月1日から9月30日まで
2月1日から9月30日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から8月31日まで
1月1日から5月31日まで
2月1日から8月31日まで
1月1日から9月30日まで
1月1日から12月31日まで
12月1日から翌年6月30日まで
1月1日から6月30日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から9月30日まで
11月1日から翌年4月30日まで
12月1日から翌年5月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで

しゃこ漁業
たこ漁業
なまこ漁業

1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

共第32号 山口県漁業協同組合 下関市豊浦町大字宇賀
地先

次のＡ、イ、ロ、Ｂの各点を順次結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域
　点の位置
　　基点Ａ　下関市豊浦町大字宇賀字三月田に設置した標柱
　　　　Ｂ　〃　　〃　　〃　　　と同市豊浦町大字小串との境界に設置した標識
　　　点イ　Ａから270度3,000メートルの点
　　　　ロ　Ｂから270度3,800メートルの点

第一種共同漁業 あらめ漁業
いぎす漁業
いわのり漁業
おごのり漁業
かじめ漁業
てんぐさ漁業
とさかのり漁業
はばのり漁業
ひじき漁業
ふのり漁業
ほんだわら漁業
もずく漁業
ゆな漁業
わかめ漁業
あさり漁業
あわび漁業
いがい漁業
いたやがい漁業
かき漁業
さざえ漁業
とこぶし漁業
にし漁業
にな漁業
ばい漁業
はまぐり漁業
まてがい漁業
いせえび漁業
うに漁業
えむし漁業
たこ漁業
なまこ漁業

1月1日から12月31日まで
2月1日から8月31日まで
11月1日から翌年5月31日まで
2月1日から8月31日まで
1月1日から12月31日まで
11月1日から翌年8月31日まで
11月1日から翌年5月31日まで
11月1日から翌年5月31日まで
12月1日から翌年5月31日まで
1月1日から6月30日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から8月31日まで
11月1日から翌年4月30日まで
12月1日から翌年5月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで

令和6 年 1 月1 日から
令和15 年 12 月 31日
まで

団体 下関市豊浦町大字宇賀
及び豊浦町大字小串

余白

共第33号 山口県漁業協同組合 下関市豊浦町大字小串
及び豊浦町大字川棚地
先

次のＡ、イ、ロ、Ｂの各点を順次結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域
　点の位置
　　基点Ａ　下関市豊浦町大字宇賀と同市豊浦町大字小串との境界に設置した標識
　　　　Ｂ　〃　　〃　　大字川棚と同市豊浦町大字涌田後地との境界に設置した標柱
　　　点イ　Ａから270度3,800メートルの点
　　　　ロ　Ｂから300度3,600メートルの点

第一種共同漁業 あらめ漁業
いぎす漁業
いわのり漁業
おごのり漁業
かじめ漁業
てんぐさ漁業
とさかのり漁業
はばのり漁業
ひじき漁業
ふのり漁業
ほんだわら漁業
もずく漁業
ゆな漁業
わかめ漁業
あさり漁業
あわび漁業
いがい漁業
いたやがい漁業
かき漁業
さざえ漁業
とこぶし漁業
にし漁業
にな漁業
ばい漁業
はまぐり漁業
まてがい漁業
いせえび漁業
うに漁業
えむし漁業
たこ漁業
なまこ漁業

1月1日から12月31日まで
2月1日から8月31日まで
11月1日から翌年5月31日まで
2月1日から8月31日まで
1月1日から12月31日まで
11月1日から翌年8月31日まで
11月1日から翌年5月31日まで
11月1日から翌年5月31日まで
12月1日から翌年5月31日まで
1月1日から6月30日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から8月31日まで
11月1日から翌年4月30日まで
12月1日から翌年5月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで

令和6 年 1 月1 日から
令和15 年 12 月 31日
まで

団体 下関市豊浦町大字小串
及び豊浦町大字川棚

余白



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

共第34号 黒井漁業協同組合 下関市豊浦町大字涌田
後地地先

次のＡ、イ、ロ、Ｂの各点を順次結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域
　点の位置
　　基点Ａ　下関市豊浦町大字川棚と同市豊浦町大字涌田後地との境界に設置した標柱
　　　　Ｂ　〃　　〃　　大字黒井と同市豊浦町大字室津下との境界に設置した標柱
　　　点イ　Ａから300度3,600メートルの点
　　　　ロ　Ｂから317度4,100メートルの点

第一種共同漁業 令和6 年 1 月1 日から
令和15 年 12 月 31日
まで

団体 下関市豊浦町大字涌田
後地

余白

共第35号 山口県漁業協同組合 下関市豊浦町大字室津
下地先

次のＡ、イ、ロ、ハ、Ｃの各点を順次結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域
　点の位置
　　基点Ａ　下関市豊浦町大字黒井と同市豊浦町大字室津下との境界に設置した標柱
　　　　Ｂ　〃　　〃　　大字室津下観音崎北西端
　　　　Ｃ　〃　　大字吉母御崎石灰採取跡地に設置した標識
　　　点イ　Ａから317度4,100メートルの点
　　　　ロ　Ｂから270度2,000メートルの点
　　　　ハ　Ｃから270度2,200メートルの点

第一種共同漁業 あらめ漁業
いぎす漁業
いわのり漁業
おごのり漁業
かじめ漁業
てんぐさ漁業
とさかのり漁業
はばのり漁業
ひじき漁業
ふのり漁業
ほんだわら漁業
もずく漁業
ゆな漁業
わかめ漁業
あさり漁業
あわび漁業
いがい漁業
いたやがい漁業
かき漁業
さざえ漁業
とこぶし漁業
にし漁業
にな漁業
ばい漁業
はまぐり漁業
まてがい漁業
いせえび漁業
うに漁業
えむし漁業
たこ漁業
なまこ漁業

1月1日から12月31日まで
2月1日から8月31日まで
11月1日から翌年5月31日まで
2月1日から8月31日まで
1月1日から12月31日まで
11月1日から翌年8月31日まで
11月1日から翌年5月31日まで
11月1日から翌年5月31日まで
12月1日から翌年5月31日まで
1月1日から6月30日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から8月31日まで
11月1日から翌年4月30日まで
12月1日から翌年5月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで

令和6 年 1 月1 日から
令和15 年 12 月 31日
まで

団体 下関市豊浦町大字室津
下

余白

あおのり漁業
あらめ漁業
いぎす漁業
いわのり漁業
おごのり漁業
かじめ漁業
てんぐさ漁業
とさかのり漁業
はばのり漁業
ひじき漁業
ふのり漁業
ほんだわら漁業
もずく漁業
ゆな漁業
わかめ漁業
あこやがい漁業
あさり漁業
あわび漁業
いがい漁業
いたやがい漁業
かき漁業
さざえ漁業
とこぶし漁業
にし漁業
にな漁業
ばい漁業
はまぐり漁業
まてがい漁業
よめがかさ漁業
いせえび漁業
うに漁業
えむし漁業
かめのて漁業
たこ漁業
なまこ漁業

11月1日から翌年5月31日まで
1月1日から12月31日まで
2月1日から8月31日まで
11月1日から翌年5月31日まで
2月1日から8月31日まで
1月1日から12月31日まで
11月1日から翌年8月31日まで
11月1日から翌年5月31日まで
11月1日から翌年5月31日まで
12月1日から翌年5月31日まで
1月1日から6月30日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から8月31日まで
11月1日から翌年4月30日まで
12月1日から翌年5月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

共第36号 山口県漁業協同組合 下関市大字吉母地先 次のＡ、イ、ロ、Ｂの各点を順次結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域
　点の位置
　　基点Ａ　下関市大字吉母御崎石灰採取跡地に設置した標識
　　　　Ｂ　〃　　〃　　　毘沙ノ鼻西端
　　　点イ　Ａから270度2,200メートルの点
　　　　ロ　Ｂから270度2,000メートルの点

第一種共同漁業 あらめ漁業
いぎす漁業
いわのり漁業
おごのり漁業
かじめ漁業
てんぐさ漁業
とさかのり漁業
はばのり漁業
ひじき漁業
ふのり漁業
ほんだわら漁業
もずく漁業
ゆな漁業
わかめ漁業
あさり漁業
あわび漁業
いがい漁業
いたやがい漁業
かき漁業
さざえ漁業
とこぶし漁業
にし漁業
にな漁業
ばい漁業
はまぐり漁業
まてがい漁業
いせえび漁業
うに漁業
えむし漁業
たこ漁業
なまこ漁業

1月1日から12月31日まで
2月1日から8月31日まで
11月1日から翌年5月31日まで
2月1日から8月31日まで
1月1日から12月31日まで
11月1日から翌年8月31日まで
11月1日から翌年8月31日まで
11月1日から翌年5月31日まで
12月1日から翌年5月31日まで
1月1日から6月30日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から8月31日まで
11月1日から翌年4月30日まで
12月1日から翌年5月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで

令和6 年 1 月1 日から
令和15 年 12 月 31日
まで

団体 下関市豊浦町大字室津
下及び同市大字吉母

余白

共第37号 山口県漁業協同組合ほか1組合 下関市豊浦町及び同市
大字吉母地先

次のＡ、イ、ロ、ハ、Ｃの各点を順次結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域
　点の位置
　　基点Ａ　下関市豊浦町大字宇賀字三月田に設置した標柱
　　　　Ｂ　〃　　〃　　大字室津下観音崎北西端
　　　　Ｃ　〃　　大字吉母毘沙ノ鼻西端
　　　点イ　Ａから270度3,000メートルの点
　　　　ロ　Ｂから270度2,500メートルの点
　　　　ハ　Ｃから270度2,000メートルの点

第二種共同漁業 建網漁業（網丈4.3ﾒｰﾄﾙ以下の
ものに限る。ただし、曲建網漁業
を除く。）
曲建網漁業（網丈18ﾒｰﾄﾙ以下
のものに限る。）
小型定置網漁業
いか巣網漁業
かご漁業

1月1日から12月31日まで

1月1日から12月31日まで

1月1日から12月31日まで
2月1日から5月31日まで
1月1日から12月31日まで

令和6 年 1 月1 日から
令和15 年 12 月 31日
まで

団体 下関市豊浦町及び同市
大字吉母

余白

共第38号 山口県漁業協同組合 下関市蓋井島地先 次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、ト、チ、イの各点を順次結んだ線によって囲まれた区域
　点の位置
　　基点Ａ　下関市水島頂上
　　　　Ｂ　〃　　蓋井島威瀬頂上
　　　　Ｃ　〃　　蓋井島灯台基部
　　　点イ　Ａから284度1,400メートルの点
　　　　ロ　Ａから320度1,950メートルの点
　　　　ハ　Ｂから0度300メートルの点
　　　　ニ　Ｂから239度600メートルの点
　　　　ホ　Ｃから302度1,200メートルの点
　　　　ヘ　Ｃから180度400メートルの点
　　　　ト　Ｃから130度700メートルの点
　　　　チ　Ｃから135度1,700メートルの点

第一種共同漁業 あらめ漁業
いぎす漁業
いわのり漁業
えごのり漁業
おごのり漁業
かじめ漁業
てんぐさ漁業
はばのり漁業
ひじき漁業
ふのり漁業
ほんだわら漁業
もずく漁業
ゆな漁業
わかめ漁業
あわび漁業
いがい漁業
いたやがい漁業
かき漁業
さざえ漁業
とこぶし漁業
にし漁業
にな漁業
ばい漁業
みるくい漁業
いせえび漁業
うに漁業
えぼしがい漁業
えむし漁業
たこ漁業
なまこ漁業

1月1日から12月31日まで
1月1日から8月31日まで
11月1日から翌年5月31日まで
4月1日から8月31日まで
1月1日から8月31日まで
1月1日から12月31日まで
2月1日から8月31日まで
12月1日から翌年5月31日まで
10月1日から翌年6月30日まで
1月1日から6月30日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から5月31日まで
1月1日から12月31日まで
12月1日から翌年5月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで

令和6 年 1 月1 日から
令和15 年 12 月 31日
まで

団体 下関市豊浦町大字室津
下並びに同市大字蓋井
島、大字吉母、大字永
田郷、永田本町1丁目、
永田本町2丁目、永田
本町3丁目、吉見新町1
丁目、吉見新町2丁目、
吉見竜王町、吉見本町
1丁目、吉見本町2丁
目、吉見古宿町、吉見
里町1丁目、吉見里町2
丁目、大字吉見下、大
字福江、横野町2丁目、
横野町3丁目、横野町4
丁目、安岡本町1丁目、
安岡本町3丁目、安岡
駅前2丁目、富任町1丁
目、梶栗町1丁目、梶栗
町2丁目、綾羅木新町2
丁目、綾羅木本町6丁
目、綾羅木本町7丁目、
綾羅木南町2丁目、綾
羅木南町3丁目、大字
垢田、新垢田北町、新
垢田西町2丁目、新垢
田西町3丁目及び新垢
田西町4丁目

定置漁業権に対抗する
ことができない。



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

共第39号 山口県漁業協同組合 下関市水島地先 次のイ、ロ、ハ、ニ、イの各点を順次結んだ線によって囲まれた区域
　点の位置
　　基点Ａ　下関市水島頂上
　　　点イ　Ａから126度1,220メートルの点
　　　　ロ　Ａから73度1,020メートルの点
　　　　ハ　Ａから315度285メートルの点
　　　　ニ　Ａから192度730メートルの点

第一種共同漁業 あらめ漁業
いわのり漁業
えごのり漁業
かじめ漁業
てんぐさ漁業
はばのり漁業
ひじき漁業
ふのり漁業
ほんだわら漁業
もずく漁業
ゆな漁業
わかめ漁業
あわび漁業
いがい漁業
いたやがい漁業
かき漁業
さざえ漁業
とこぶし漁業
にし漁業
にな漁業
ばい漁業
みるくい漁業
いせえび漁業
うに漁業
えぼしがい漁業
たこ漁業
なまこ漁業

1月1日から12月31日まで
11月1日から翌年5月31日まで
4月1日から8月31日まで
1月1日から12月31日まで
2月1日から8月31日まで
12月1日から翌年5月31日まで
10月1日から翌年6月30日まで
1月1日から6月30日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から5月31日まで
1月1日から12月31日まで
12月1日から翌年5月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで

令和6 年 1 月1 日から
令和15 年 12 月 31日
まで

団体 下関市豊浦町大字室津
下並びに同市大字蓋井
島、大字吉母、大字永
田郷、永田本町1丁目、
永田本町2丁目、永田
本町3丁目、吉見新町1
丁目、吉見新町2丁目、
吉見竜王町、吉見本町
1丁目、吉見本町2丁
目、吉見古宿町、吉見
里町1丁目、吉見里町2
丁目、大字吉見下、大
字福江、横野町2丁目、
横野町3丁目、横野町4
丁目、安岡本町1丁目、
安岡本町3丁目、安岡
駅前2丁目、富任町1丁
目、梶栗町1丁目、梶栗
町2丁目、綾羅木新町2
丁目、綾羅木本町6丁
目、綾羅木本町7丁目、
綾羅木南町2丁目、綾
羅木南町3丁目、大字
垢田、新垢田北町、新
垢田西町2丁目、新垢
田西町3丁目及び新垢
田西町4丁目

余白

共第40号 山口県漁業協同組合 下関市蓋井島地先 次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、イを順次結んだ線によって囲まれた区域（共第38号及び共第39号
の漁業権に係る漁場の区域を除く。）
　点の位置
　　基点Ａ　下関市水島頂上
　　　　Ｂ　〃　　蓋井島灯台基部
　　　点イ　Ａから160度2,000メートルの点
　　　　ロ　Ａから85度2,000メートルの点
　　　　ハ　Ａから315度5,500メートルの点
　　　　ニ　Ｂから294度1,700メートルの点
　　　　ホ　Ｂから180度4,000メートルの点

第一種共同漁業 いたやがい漁業
ばい漁業
いせえび漁業
たこ漁業

1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで

令和6 年 1 月1 日から
令和15 年 12 月 31日
まで

団体 下関市豊浦町大字室津
下並びに同市大字蓋井
島、大字吉母、大字永
田郷、永田本町1丁目、
永田本町2丁目、永田
本町3丁目、吉見新町1
丁目、吉見新町2丁目、
吉見竜王町、吉見本町
1丁目、吉見本町2丁
目、吉見古宿町、吉見
里町1丁目、吉見里町2
丁目、大字吉見下、大
字福江、横野町2丁目、
横野町3丁目、横野町4
丁目、安岡本町1丁目、
安岡本町3丁目、安岡
駅前2丁目、富任町1丁
目、梶栗町1丁目、梶栗
町2丁目、綾羅木新町2
丁目、綾羅木本町6丁
目、綾羅木本町7丁目、
綾羅木南町2丁目、綾
羅木南町3丁目、大字
垢田、新垢田北町、新
垢田西町2丁目、新垢
田西町3丁目及び新垢

定置漁業権に対抗する
ことができない。

共第41号 山口県漁業協同組合 下関市蓋井島地先 次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、イを順次結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域
　点の位置
　　基点Ａ　下関市水島頂上
　　　　Ｂ　〃　　蓋井島灯台基部
　　　点イ　Ａから160度2,000メートルの点
　　　　ロ　Ａから85度2,000メートルの点
　　　　ハ　Ａから315度5,500メートルの点
　　　　ニ　Ｂから294度1,700メートルの点
　　　　ホ　Ｂから180度4,000メートルの点

第二種共同漁業 建網漁業（網丈4.3ﾒｰﾄﾙ以下の
ものに限る。ただし、曲建網漁業
を除く。）
曲建網漁業（網丈18ﾒｰﾄﾙ以下
のものに限る。）
小型定置網漁業
いか巣網漁業
かご漁業

1月1日から12月31日まで

1月1日から12月31日まで

1月1日から12月31日まで
2月1日から5月31日まで
1月1日から12月31日まで

令和6 年 1 月1 日から
令和15 年 12 月 31日
まで

団体 下関市豊浦町大字室津
下並びに同市大字蓋井
島、大字吉母、大字永
田郷、永田本町1丁目、
永田本町2丁目、永田
本町3丁目、吉見新町1
丁目、吉見新町2丁目、
吉見竜王町、吉見本町
1丁目、吉見本町2丁
目、吉見古宿町、吉見
里町1丁目、吉見里町2
丁目、大字吉見下、大
字福江、横野町2丁目、
横野町3丁目、横野町4
丁目、安岡本町1丁目、
安岡本町3丁目、安岡
駅前2丁目、富任町1丁
目、梶栗町1丁目、梶栗
町2丁目、綾羅木新町2
丁目、綾羅木本町6丁
目、綾羅木本町7丁目、
綾羅木南町2丁目、綾
羅木南町3丁目、大字
垢田、新垢田北町、新
垢田西町2丁目、新垢
田西町3丁目及び新垢

定置漁業権に対抗する
ことができない。



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

共第42号 山口県漁業協同組合 下関市大字吉母毘沙ノ
鼻西端以南の日本海地
先（地先側）

第一種共同漁業 令和6 年 1 月1 日から
令和15 年 12 月 31日
まで

団体 区画漁業権に対抗する
ことができない。

共第43号 山口県漁業協同組合 下関市六連島地先 次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、ト、イの各点を順次結んだ線によって囲まれた区域
　点の位置
　　基点Ａ　下関市六連島平岩
　　　　Ｂ　〃　　六連島北頂上
　　　　Ｃ　北九州市小倉北区馬島北頂上
　　　　Ｄ　下関市竹ノ子島北端に設置した標柱
　　　　Ｅ　〃　　六連島東端
　　　　Ｆ　〃　　旧船瀬灯浮標（北緯33度56分15秒東経130度52分04秒（日本測地系によ
る位置）、北緯33度56分27秒東経130度51分55秒（世界測地系による位置））
　　　　Ｇ　〃　　六連島灯台基部
　　　　Ｈ　〃　　永田本町4丁目119.3高地山頂
　　　点イ　Ａから272度53分500メートルの点
　　　　ロ　ＢとＣとを結んだ線上最大高潮時海面における中央点
　　　　ハ　下関市六連島と北九州市小倉北区馬島との最大高潮時における海峡最短距
離の中央点
　　　　ニ　ハとＤとを結んだ線とＥとＦとを結んだ線との交点
　　　　ホ　Ｇから90度600メートルの点
　　　　へ　Ｇから0度700メートルの点
　　　　ト　Ｈとイとを結んだ線とＡから340度の線との交点

第一種共同漁業 あおのり漁業
あらめ漁業
いぎす漁業
いわのり漁業
えごのり漁業
おごのり漁業
かじめ漁業
てんぐさ漁業
とさかのり漁業
ひじき漁業
ふのり漁業
ほんだわら漁業
もずく漁業
ゆな漁業
わかめ漁業
あかがい漁業
あさり漁業
あわび漁業
いたやがい漁業
かき漁業
さざえ漁業
たいらぎ漁業
とこぶし漁業
にし漁業
にな漁業
ばい漁業
ばかがい漁業
はまぐり漁業
まてがい漁業
みるくい漁業
いせえび漁業
うに漁業
えむし漁業
しゃこ漁業

11月1日から翌年5月31日まで
1月1日から12月31日まで
4月1日から8月31日まで
11月1日から翌年5月31日まで
3月1日から8月31日まで
4月1日から8月31日まで
1月1日から12月31日まで
11月1日から翌年7月31日まで
12月1日から翌年4月30日まで
10月1日から翌年6月30日まで
1月1日から6月30日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から6月30日まで
12月1日から翌年4月30日まで
11月1日から翌年6月30日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで

令和6 年 1 月1 日から
令和15 年 12 月 31日
まで

団体 余白下関市大字吉母、大字
永田郷、永田本町1丁
目、永田本町2丁目、永
田本町3丁目、吉見新
町1丁目、吉見新町2丁
目、吉見竜王町、吉見
本町1丁目、吉見本町2
丁目、吉見古宿町、吉
見里町1丁目、吉見里
町2丁目、大字吉見下、
大字福江、横野町2丁
目、横野町3丁目、横野
町4丁目、安岡本町1丁
目、安岡本町3丁目、安
岡駅前2丁目、富任町1
丁目、梶栗町1丁目、梶
栗町2丁目、綾羅木新
町2丁目、綾羅木本町6
丁目、綾羅木本町7丁
目、綾羅木南町2丁目、
綾羅木南町3丁目、大
字垢田、新垢田北町、
新垢田西町2丁目、新
垢田西町3丁目、新垢
田西町4丁目、武久町2
丁目、汐入町、金比羅
町、筋川町、筋ケ浜町、
伊崎町1丁目、伊崎町2
丁目、竹崎町1丁目、竹
崎町2丁目、竹崎町3丁
目、竹崎町4丁目、大和
町1丁目、大和町2丁
目、彦島本村町3丁目、
彦島本村町4丁目、彦

あらめ漁業
あおのり漁業
いぎす漁業
いわのり漁業
えごのり漁業
おごのり漁業
かじめ漁業
てんぐさ漁業
とさかのり漁業
ひじき漁業
ふのり漁業
ほんだわら漁業
もずく漁業
ゆな漁業
わかめ漁業
あかがい漁業
あさり漁業
あわび漁業
いたやがい漁業
かき漁業
さざえ漁業
たいらぎ漁業
とこぶし漁業
にし漁業
にな漁業
ばい漁業
ばかがい漁業
はまぐり漁業
まてがい漁業
みるくい漁業
いせえび漁業
うに漁業
えむし漁業
しゃこ漁業
たこ漁業
なまこ漁業

1月1日から12月31日まで
11月1日から翌年5月31日まで
4月1日から8月31日まで
11月1日から翌年5月31日まで
3月1日から8月31日まで
4月1日から8月31日まで
1月1日から12月31日まで
11月1日から翌年7月31日まで
12月1日から翌年4月30日まで
10月1日から翌年6月30日まで
1月1日から6月30日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から6月30日まで
12月1日から翌年4月30日まで
11月1日から翌年6月30日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで

次のＡ、イ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、ト、チ、リ、ヌ、ル、ヲ、ワ、カ、ヨ、タ、レ、ソ、ツ、ネ、ナ、ラ、
ム、ウ、Nの各点を順次結んだ線、PとQとを結んだ線及びRとSとを結んだ線と最大高潮時
海岸線とによって囲まれた区域
　点の位置
　　基点Ａ　下関市大字吉母毘沙ノ鼻西端
　　　　Ｂ　〃　　〃　　　吉母漁港A防波堤南西角
　　　　C　〃　　加茂島南端
　　　　D　〃　　大字福江新免川河口中央点
　　　　E　〃　　来留見瀬灯標基部
　　　　F　〃　　安岡港甲防波堤灯台基部から護岸沿いに北西へ29メートルの点に設置し
た標識
　　　　G　〃　　綾羅木南町3丁目鼻ヅラに設置した標識
　　　　H　北九州市小倉北区藍島北端
　　　　I   下関市武久町2丁目長谷川河口中央点
　　　　J　〃　　六連島北端
　　　　K　〃　　伊崎町2丁目根岳ノ岬西端に設置した標識
　　　　L　〃　　彦島迫町6丁目6219番地の19に設置した標識
　　　　M　〃　　竹ノ子島北端に設置した標柱
　　　　N　〃　　竹ノ子島西端
O　〃　　旧船瀬灯浮標（北緯33度56分15秒東経130度52分04秒（日本測地系による位
置）、北緯33度56分27秒東経130度51分55秒（世界測地系による位置））
　　　　 P　〃　　彦島竹ノ子島町旧竹ノ子島橋西側南端
　　　　 Q　〃　　彦島西山町4丁目旧竹ノ子島橋東側南端
　　　　 R　〃　　下関漁港閘門北側東端
　　　　 S　〃　　下関漁港閘門南側東端
　　　点イ　Ａから270度950メートルの点
　　　　ロ　Ｂから191度43分572メートルの点
　　　　ハ　Bから152度22分939メートルの点
　　　　ニ　Cから260度600メートルの点
　　　　ホ　Cから180度500メートルの点
　　　　ヘ　Cから105度1,200メートルの点
　　　　ト　Dから205度900メートルの点
　　　　チ　Eから45度700メートルの点
　　　　リ　Eから315度700メートルの点
　　　　ヌ　Eから225度900メートルの点
　　　　ル　Fから280度1,200メートルの点
　　　　ヲ　Fから240度800メートルの点
　　　　ワ　Fから180度500メートルの点
　　　　カ　Fから189度の線とGとHとを結んだ線との交点
　　　　ヨ　Fから207度の線とGとHとを結んだ線との交点
　　　　タ　Fから201度3,352メートルの点
　　　　レ　Fから211度3,651メートルの点
　　　　ソ　IとJとを結んだ線上Iから2,550メートルの点
　　　　ツ　Iから270度500メートルの点
　　　　ネ　Kから350度900メートルの点
　　　　ナ　Lから0度502メートルの点
　　　　ラ　Mから0度600メートルの点
　　　　ム　Nから290度600メートルの点
　　　　ウ　NとOとを結んだ線上Nから500メートルの点

下関市大字吉母、大字
永田郷、永田本町1丁
目、永田本町2丁目、永
田本町3丁目、吉見新
町1丁目、吉見新町2丁
目、吉見竜王町、吉見
本町1丁目、吉見本町2
丁目、吉見古宿町、吉
見里町1丁目、吉見里
町2丁目、大字吉見下、
大字福江、横野町2丁
目、横野町3丁目、横野
町4丁目、安岡本町1丁
目、安岡本町3丁目、安
岡駅前2丁目、富任町1
丁目、梶栗町1丁目、梶
栗町2丁目、綾羅木新
町2丁目、綾羅木本町6
丁目、綾羅木本町7丁
目、綾羅木南町2丁目、
綾羅木南町3丁目、大
字垢田、新垢田北町、
新垢田西町2丁目、新
垢田西町3丁目、新垢
田西町4丁目、武久町2
丁目、汐入町、金比羅
町、筋川町、筋ケ浜町、
伊崎町1丁目、伊崎町2
丁目、竹崎町1丁目、竹
崎町2丁目、竹崎町3丁
目、竹崎町4丁目、大和
町1丁目、大和町2丁
目、彦島本村町3丁目、
彦島本村町4丁目、彦
島本村町5丁目、彦島
本村町6丁目、彦島海
士郷町、彦島老町1丁
目、彦島老町2丁目、彦
島老町3丁目、彦島迫
町6丁目、彦島西山町1
丁目、彦島西山町2丁
目、彦島西山町3丁目、
彦島西山町4丁目、彦
島竹ノ子島町及び大字
六連島



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

共第44号 山口県漁業協同組合 下関市大字吉母毘沙ノ
鼻西端以南の日本海地
先（沖合側）

第一種共同漁業 いたやがい漁業
ばい漁業
いせえび漁業
たこ漁業

1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで

令和6 年 1 月1 日から
令和15 年 12 月 31日
まで

団体 区画漁業権に対抗する
ことができない。

島本村町5丁目、彦島
本村町6丁目、彦島海
士郷町、彦島老町1丁
目、彦島老町2丁目、彦
島老町3丁目、彦島迫
町6丁目、彦島西山町1
丁目、彦島西山町2丁
目、彦島西山町3丁目、
彦島西山町4丁目、彦

次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、ト、チ、リ、ヌ、Ｋ、ル、ヲ、ワ、カ、ヨ、タ、レ、ソ、ツ、ネ、ナ、ラ、
ム、ウ、ヰ、ノ、オ、ク、ヤ、マ、ケ、フ、コ、イの各点を順次結んだ線によって囲まれた区域
　点の位置
　　基点Ａ　下関市大字吉母毘沙ノ鼻西端
　　　　Ｂ　〃　　大字吉母吉母漁港A防波堤南西角
　　　　Ｃ　〃　　来留見瀬灯標基部
　　　　Ｄ　〃　　安岡港甲防波堤灯台基部から護岸沿いに北西へ29メートルの点に設置し
た標識
　　　　Ｅ　〃　　蓋井島灯台基部
　　　　Ｆ　〃　　六連島北端
　　　　Ｇ　〃　　永田本町4丁目119.3高地山頂
　　　　Ｈ　〃　　六連島平岩
　　　　Ｉ　〃　　六連島灯台基部
　　　　Ｊ　〃　　六連島東端
　　　　Ｋ　〃　　旧船瀬灯浮標（北緯33度56分15秒東経130度52分04秒（日本測地系によ
る位置）、北緯33度56分27秒東経130度51分55秒（世界測地系による位置））
　　　　Ｌ　〃　　竹ノ子島北端に設置した標柱
　　　　Ｍ　〃　　竹ノ子島西端
　　　　Ｎ　〃　　彦島迫町6丁目6219番地の19に設置した標識
　　　　Ｏ　〃　　伊崎町根岳ノ岬西端に設置した標識
　　　　Ｐ　〃　　武久町2丁目長谷川河口の中央点
　　　　Ｑ　〃　　綾羅木南町3丁目鼻ヅラに設置した標識
　　　　Ｒ　北九州市小倉北区藍島北端
　　　　Ｓ　下関市大字福江新免川河口中央点
　　　　Ｔ　〃　　加茂島南端
点イ　Ａから270度950メートルの点
　　　　ロ　Ａから270度2,000メートルの点
　　　　ハ　Ｂから210度25分1,768メートルの点
　　　　ニ　Ｃから272度1,700メートルの点
　　　　ホ　Ｄから263度30分2,760メートルの点
　　　　ヘ　ＥとＩとを結んだ線とＧとＨから272度53分500メートルの点とを結んだ線との交点
　　　　ト　ＧとＨから272度53分500メートルの点とを結んだ線とＨから340度の線との交点
　　　　チ　Ｉから0度700メートルの点
　　　　リ　Ｉから90度600メートルの点
　　　　ヌ　ＪとＫとを結んだ線と下関市六連島と北九州市小倉北区馬島との最大高潮時に
おける海峡最短距離の中央点とＬとを結んだ線との交点
　　　　ル　ＭとＫとを結んだ線上Ｍから500メートルの点
　　　　ヲ　Ｍから290度600メートルの点
　　　　ワ　Ｌから0度600メートルの点
　　　　カ　Ｎから0度502メートルの点
　　　　ヨ　Ｏから350度900メートルの点
　　　　タ　Ｐから270度500メートルの点
　　　　レ　ＰとＦとを結んだ線上Ｐから2,550メートルの点
　　　　ソ　Ｄから211度3,651メートルの点
　　　　ツ　Ｄから201度3,352メートルの点
　　　　ネ　ＱとＲとを結んだ線とＤから207度の線との交点
ナ　ＱとＲとを結んだ線とＤから189度の線との交点
ラ　Ｄから180度500メートルの点
　　　　ム　Ｄから240度800メートルの点
　　　　ウ　Ｄから280度1,200メートルの点
　　　　ヰ　Ｃから225度900メートルの点
　　　　ノ　Ｃから315度700メートルの点
　　　　オ　Ｃから45度700メートルの点
　　　　ク　Ｓから205度900メートルの点
　　　　ヤ　Ｔから105度1,200メートルの点
　　　　マ　Ｔから180度500メートルの点
　　　　ケ　Ｔから260度600メートルの点
　　　　フ　Ｂから152度22分939メートルの点
　　　　コ　Bから191度43分572メートルの点

下関市大字吉母、大字
永田郷、永田本町1丁
目、永田本町2丁目、永
田本町3丁目、吉見新
町1丁目、吉見新町2丁
目、吉見竜王町、吉見
本町1丁目、吉見本町2
丁目、吉見古宿町、吉
見里町1丁目、吉見里
町2丁目、大字吉見下、
大字福江、横野町2丁
目、横野町3丁目、横野
町4丁目、安岡本町1丁
目、安岡本町3丁目、安
岡駅前2丁目、富任町1
丁目、梶栗町1丁目、梶
栗町2丁目、綾羅木新
町2丁目、綾羅木本町6
丁目、綾羅木本町7丁
目、綾羅木南町2丁目、
綾羅木南町3丁目、大
字垢田、新垢田北町、
新垢田西町2丁目、新
垢田西町3丁目、新垢
田西町4丁目、武久町2
丁目、汐入町、金比羅
町、筋川町、筋ケ浜町、
伊崎町1丁目、伊崎町2
丁目、竹崎町1丁目、竹
崎町2丁目、竹崎町3丁
目、竹崎町4丁目、大和
町1丁目、大和町2丁
目、彦島本村町3丁目、
彦島本村町4丁目、彦
島本村町5丁目、彦島
本村町6丁目、彦島海
士郷町、彦島老町1丁
目、彦島老町2丁目、彦
島老町3丁目、彦島迫
町6丁目、彦島西山町1
丁目、彦島西山町2丁
目、彦島西山町3丁目、
彦島西山町4丁目、彦
島竹ノ子島町及び大字
六連島



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

共第45号 山口県漁業協同組合 下関市大字吉母毘沙ノ
鼻西端以南の日本海地
先

次のＡ、イ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、ト、チ、リ、Ｍ、Ｎの各点を順次結んだ線、ＯとＰとを結んだ
線及びＱとＲとを結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域
　点の位置
　　基点Ａ　下関市大字吉母毘沙ノ鼻西端
　　　　Ｂ　〃　　大字吉母吉母漁港A防波堤南西角
　　　　Ｃ　〃　　来留見瀬灯標基部
　　　　Ｄ　〃　　安岡港甲防波堤灯台基部から護岸沿いに北西へ29メートルの点に設置し
た標識
　　　　Ｅ　〃　　蓋井島灯台基部
　　　　Ｆ　〃　　六連島灯台基部
　　　　Ｇ　〃　　永田本町4丁目119.3高地山頂
　　　　Ｈ　〃　　六連島平岩
　　　　Ｉ　〃　　六連島北頂上
　　　　Ｊ　北九州市小倉北区馬島北頂上
　　　　Ｋ　下関市竹ノ子島北端に設置した標柱
　　　　Ｌ　〃　　六連島東端
　　　　Ｍ　〃　　旧船瀬灯浮標（北緯33度56分15秒東経130度52分04秒（日本測地系によ
る位置）、北緯33度56分27秒東経130度51分55秒（世界測地系による位置））
　　　　Ｎ　〃　　竹ノ子島西端
　　　　Ｏ　〃　　彦島竹ノ子島町旧竹ノ子島橋西側南端
　　　　Ｐ　〃　　彦島西山町4丁目旧竹ノ子島橋東側南端
　　　　Ｑ　〃　　下関漁港閘門北側東端
　　　　Ｒ　〃　　下関漁港閘門南側東端
　　　点イ　Ａから270度2,000メートルの点
　　　　ロ　Bから210度25分1,768メートルの点
　　　　ハ　Ｃから272度1,700メートルの点
　　　　ニ　Ｄから263度30分2,760メートルの点
　　　　ホ　ＥとＦとを結んだ線とＧとヘとを結んだ線との交点
　　　　ヘ　Ｈから272度53分500メートルの点
　　　　ト　ＩとＪとを結んだ線上最大高潮時海面における中央点
　　　　チ　下関市六連島と北九州市小倉北区馬島との最大高潮時における海峡最短距離
の中央点
　　　　リ　チとＫとを結んだ線とＬとＭとを結んだ線との交点

第二種共同漁業、第三
種共同漁業

（第二種共同漁業）
建網漁業（網丈4.3ﾒｰﾄﾙ以下の
ものに限る。ただし、曲建網漁業
を除く。）
曲建網漁業（網丈18ﾒｰﾄﾙ以下
のものに限る。）
小型定置網漁業
いか巣網漁業
かご漁業
（第三種共同漁業）
地びき網漁業

（第二種共同漁業）
1月1日から12月31日まで

1月1日から12月31日まで

1月1日から12月31日まで
2月1日から5月31日まで
1月1日から12月31日まで
（第三種共同漁業）
1月1日から12月31日まで

令和6 年 1 月1 日から
令和15 年 12 月 31日
まで

団体 区画漁業権に対抗する
ことができない。

共第46号 山口県漁業協同組合 下関市関門海峡側地先 第一種共同漁業、第二
種共同漁業

令和6 年 1 月1 日から
令和15 年 12 月 31日
まで

団体 下関市伊崎町1丁目、
伊崎町2丁目、彦島竹ノ
子島町、彦島西山町1
丁目、彦島西山町2丁
目、彦島西山町3丁目、
彦島西山町4丁目、彦
島老町1丁目、彦島老
町2丁目、彦島老町3丁
目、彦島海士郷町、彦
島角倉町3丁目、大字
六連島、阿弥陀寺町、
壇之浦町及びみもすそ
川町

(1)区画漁業権に対抗す
ることができない。
(2)関門港の区域内にお
いては、船舶の航行、
停泊等を妨げる操業を
してはならない。

次のＡ、Ｂ、Ｃ、イ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、ト、Ｐの各点を順次結んだ線、ＲとＳとを結んだ線及
びＴとＵとを結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域（Ｖ、チ、リ、Ｗの各点を
順次結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域、Ｘ、ヌ、ル、ヲ、ワ、Ｙの各点を
順次結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域並びにＺとＡ′とを結んだ線及
びＢ′、カ、Ｃ′の各点を順次結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域を除
く。）
　　点の位置
　　　基点Ａ　　下関市竹ノ子島西端
　　　　　Ｂ　　〃　　旧船瀬灯浮標（北緯33度56分15秒東経130度52分04秒（日本測地系に
よる位置）、北緯33度56分27秒東経130度51分55秒（世界測地系による位置））
　　　　　Ｃ　　〃　　旧笠瀬灯浮標（北緯33度55分48秒東経130度52分48秒（日本測地系に
よる位置）、北緯33度56分00秒東経130度52分39秒（世界測地系による位置））
　　　　　Ｄ　　〃　　彦島西山町1丁目彦島製錬株式会社埋立地護岸南西角から護岸沿い
に東へ30メートルの点に設置した標識
　　　　　Ｅ　　北九州市小倉北区西港町120番地日明埋立護岸南東角から護岸沿いに北
西へ260メートルの点に設置した標識
　　　　　Ｆ　　下関市彦島旧大山ノ鼻灯台跡（北緯33度54分40.19秒東経130度54分19.42
秒（日本測地系による位置）、北緯33度54分51.9秒東経130度54分10.8秒（世界測地系に
よる位置））
　　　　　Ｇ　　北九州市門司区松原3丁目村中川河口左岸から護岸沿いに西方へ231.35
メートルの点
Ｈ　　下関市彦島旧金ノ弦岬灯台跡（北緯33度54分28秒東経130度54分48秒（日本測地系
による位置）、北緯33度54分39.7秒東経130度54分39.4秒（世界測地系による位置））
　　　　　Ｉ　　北九州市門司区松原1丁目高田川橋左岸高欄端から右岸側へ2メートルの点
　　　　　Ｊ　　下関市彦島旧山底ノ鼻灯台跡（北緯33度54分40秒東経130度55分33秒（日
本測地系による位置）、北緯33度54分51.7秒東経130度55分24.4秒（世界測地系による位
置））
　　　　　Ｋ　　北九州市門司区戸ノ上山山頂
　　　　　Ｌ　　下関市旧巌流島灯台跡（北緯33度55分48.97秒東経130度56分02.95秒（日本
測地系による位置）、北緯33度56分0.7秒東経130度55分54.3秒（世界測地系による位
置））
　　　　　Ｍ　　北九州市門司区片上海岸護岸角
　　　　　Ｎ　　下関市岬之町防波堤屈折点から埠頭沿いに東へ35メートルの点に設置した
標識
　　　　　 　　
　　　　　 　　
　　　　　 　　
　　　　　 　　
　　　　　 　　 　　
　　　　　 　　 　　
　　　　　 　　 　　
　　　　　 　　 　　

　　　　　 　　 　　 　　　　　　 　　　　　　　

　　　　　 　　 　　 　　　　　　
　　　　　 　　 　　

　　　　　 　　 　　
　　　　　 　 　　
　　　　　 　 　　
　　　　　 　 　　 　　
　　　　 　
　　　　　 　
　　　　　 　
　　　　　 　
　　　　　 　

（第一種共同漁業）
あらめ漁業
いぎす漁業
いわのり漁業
かじめ漁業
てんぐさ漁業
ひじき漁業
ほんだわら漁業
もずく漁業
わかめ漁業
あさり漁業
あわび漁業
かき漁業
さざえ漁業
たいらぎ漁業
とこぶし漁業
にし漁業
にな漁業
ばい漁業
みるくい漁業
うに漁業
えむし漁業
しゃこ漁業
たこ漁業
なまこ漁業
（第二種共同漁業）
建網漁業（網丈4.3ﾒｰﾄﾙ以下の
ものに限る。ただし、曲建網漁業
を除く。）
小型定置網漁業
いか巣網漁業
かご漁業

（第一種共同漁業）
1月1日から12月31日まで
4月1日から8月31日まで
12月1日から翌年4月30日まで
1月1日から12月31日まで
2月1日から8月31日まで
10月1日から翌年6月30日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から6月30日まで
12月1日から翌年6月30日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
（第二種共同漁業）
1月1日から12月31日まで

1月1日から12月31日まで
2月15日から5月31日まで
1月1日から12月31日まで

下関市大字吉母、大字
永田郷、永田本町1丁
目、永田本町2丁目、永
田本町3丁目、吉見新
町1丁目、吉見新町2丁
目、吉見竜王町、吉見
本町1丁目、吉見本町2
丁目、吉見古宿町、吉
見里町1丁目、吉見里
町2丁目、大字吉見下、
大字福江、横野町2丁
目、横野町3丁目、横野
町4丁目、安岡本町1丁
目、安岡本町3丁目、安
岡駅前2丁目、富任町1
丁目、梶栗町1丁目、梶
栗町2丁目、綾羅木新
町2丁目、綾羅木本町6
丁目、綾羅木本町7丁
目、綾羅木南町2丁目、
綾羅木南町3丁目、大
字垢田、新垢田北町、
新垢田西町2丁目、新
垢田西町3丁目、新垢
田西町4丁目、武久町2
丁目、汐入町、金比羅
町、筋川町、筋ケ浜町、
伊崎町1丁目、伊崎町2
丁目、竹崎町1丁目、竹
崎町2丁目、竹崎町3丁
目、竹崎町4丁目、大和
町1丁目、大和町2丁
目、彦島本村町3丁目、
彦島本村町4丁目、彦
島本村町5丁目、彦島
本村町6丁目、彦島海
士郷町、彦島老町1丁
目、彦島老町2丁目、彦
島老町3丁目、彦島迫
町6丁目、彦島西山町1
丁目、彦島西山町2丁
目、彦島西山町3丁目、
彦島西山町4丁目、彦
島竹ノ子島町及び大字



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

　　
　　　 　　
　　　　　 　　 　　

　　　　　 　　 　　

　　　　　 　　 　　

　　　　　 　　

　　　　　 　　

　　　　　 　　

　　

　　　　　 　　
　　　　　 　　

　　　　　 　　
　　　　　 　　

　　　　　 　　
　　　　　 　　

　　　　　Ｏ　　門司区西海岸護岸屈折点
　　　　　Ｐ　　下関市みもすそ川町火の山下潮流信号所信号機基部
　　　　　Ｑ　　北九州市門司区門司埼灯台基部
　　　　　Ｒ　　下関市彦島竹ノ子島町旧竹ノ子島橋西側南端
　　　　　Ｓ　　〃　　彦島西山町4丁目旧竹ノ子島橋東側南端
　　　　　Ｔ　　〃　　下関漁港閘門北側東端
　　　　　Ｕ　　〃　　下関漁港閘門南側東端
　　　　　Ｖ　　〃　　彦島迫町7丁目3012番地の1下関三井化学株式会社彦島工業所埋立
護岸北西端角から護岸沿いに南東へ142メートルの点に設置した標識
　　　　　Ｗ　　〃　　〃　　　　　　〃　　　　　　　下関三井化学株式会社彦島工業所埋立護
岸南東端角から北西へ27メートルの点に設置した標識
　　　　　Ｘ　　〃　　〃　　　　　　2900番47に設置した標識
　　　　　Ｙ　　〃　　荒田埠頭用地防波堤突端から同防波堤と直角に陸岸を見通した線と最
大高潮時海岸線との交点
　　　　　Ｚ　　〃　　細江埠頭南東端
　　　　　Ａ′　〃　　下関岬之町防波堤灯台基部
　　　　　Ｂ′　〃　　岬之町西防波堤突端
　　　　　Ｃ′　〃　　〃　　埠頭北西端
　　　　点イ　ＤとＥとを結んだ線上Ｄから1,585メートルの点
　　　　　ロ　ＦとＧとを結んだ線上Ｆから1,360メートルの点
　　　　　ハ　ＨとＩとを結んだ線上Ｈから910メートルの点
　　　　　ニ　ＪとＫとを結んだ線上Ｊから540メートルの点
　　　　　ホ　ＬとＭとを結んだ線上最大高潮時における海面の中央点



山口県瀬戸内海海区　共同漁業権に関する情報一覧

免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地 条件

共第47号 山口県漁業協同組合 下関市壇之浦町及び長
府港町地先

次のＡ、イ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、ト、チ、Ｅの各点を順次結んだ線と最大
高潮時海岸線とによって囲まれた区域
　　点の位置
　　　基点Ａ　下関市みもすそ川町火の山下潮流信号所信号機基部
　　　　　Ｂ　北九州市門司区門司埼灯台基部
　　　　　Ｃ　下関市長府宮崎町串崎鼻東端に設置した標識
　　　　　Ｄ　〃　　長府港町中国電力株式会社下関発電所護岸東端
　　　　　Ｅ　〃　　〃　　　株式会社ブリヂストン下関工場岸壁に設置した
標識
　　　　　Ｆ　〃　　〃　　　長府埋立第3区北側護岸東端
　　　　　Ｇ　〃　　満珠島北端
　　　　点イ　ＡとＢとを結んだ線上最大高潮時における海面の中央点
　　　　　ロ　Ｃから173度1,530メートルの点
　　　　　ハ　Ｄから120度40分1,290メートルの点
　　　　　ニ　Ｄから119度30分1,290メートルの点
　　　　　ホ　Ｄから115度35分1,260メートルの点
　　　　　ヘ　Ｄから114度15分1,230メートルの点
　　　　　ト　Ｄから112度45分1,225メートルの点
　　　　　チ　トとＦから125度2,030メートルの点とを結んだ線とＥとＧとを
結んだ線との交点

第一種共同漁業 あおさ漁業
あおのり漁業
いぎす漁業
えごのり漁業
おごのり漁業
てんぐさ漁業
ふのり漁業
ほんだわら漁業
もずく漁業
わかめ漁業
あさり漁業
あわび漁業
おおのがい漁業
かき漁業
さざえ漁業
しおふきがい漁業
にし漁業
ばい漁業
ばかがい漁業
はまぐり漁業
まてがい漁業
うに漁業
えむし漁業
しゃこ漁業

11月1日から翌年5月31日まで
11月1日から翌年5月31日まで
2月1日から8月31日まで
5月1日から8月31日まで
2月1日から8月31日まで
2月1日から8月31日まで
1月1日から6月30日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から3月31日まで
12月1日から翌年5月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで

令和6 年 1 月1 日から
令和15 年 12 月 31日
まで

団体 下関市長府黒門東町、長府新松原町、長府野久
留米町、長府宮崎町、長府東侍町、長府侍町2
丁目、長府川端2丁目、長府惣社町、長府逢坂
町、長府土居の内町、長府中之町、長府安養寺
4丁目、長府金屋浜町、長府港町、長府三島町、
長府八幡町、長府古城町、長府豊城町、長府四
王司町、前田2丁目、長府浜浦町、阿弥陀寺町、
壇之浦町及びみもすそ川町

関門港の区域内におい
ては、船舶の航行、停
泊等を妨げる操業をし
てはならない。

共第48号 山口県漁業協同組合 下関市長府扇町地先 次のＡ、イ、ロ、ハ、Ｅの各点を順次結んだ線と最大高潮時海岸線とに
よって囲まれた区域
　　点の位置
　　　基点Ａ　下関市長府港町株式会社ブリヂストン下関工場岸壁に設
置した標識
　　　　　Ｂ　〃　　満珠島北端
　　　　　Ｃ　〃　　長府港町中国電力株式会社下関発電所護岸東端
　　　　　Ｄ　〃　　〃　　　長府埋立第3区北側護岸東端
　　　　　Ｅ　〃　　亀浜町と同市ゆめタウンとの護岸上の境界に設置した
標識
　　　　点イ　ＡとＢとを結んだ線とＣから112度45分1,225メートルの点と
ロとを結んだ線との交点
　　　　　ロ　Ｄから125度2,030メートルの点
　　　　　ハ　Ｅから137度30分2,000メートルの点

第一種共同漁業 あおさ漁業
あおのり漁業
いぎす漁業
えごのり漁業
おごのり漁業
てんぐさ漁業
ふのり漁業
ほんだわら漁業
もずく漁業
わかめ漁業
あさり漁業
あわび漁業
おおのがい漁業
かき漁業
さざえ漁業
しおふきがい漁業
しじみがい漁業
にし漁業
ばい漁業
ばかがい漁業
はまぐり漁業
まてがい漁業
うに漁業
えむし漁業
しゃこ漁業

11月1日から翌年5月31日まで
11月1日から翌年5月31日まで
2月1日から8月31日まで
5月1日から8月31日まで
2月1日から8月31日まで
2月1日から8月31日まで
1月1日から6月30日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から3月31日まで
12月1日から翌年5月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで

令和6 年 1 月1 日から
令和15 年 12 月 31日
まで

団体 下関市長府才川1丁目、長府才川2丁目、長府松
小田本町、長府松小田中町、長府松小田南町、
長府松小田東町、長府松小田北町及び千鳥ケ
丘町

余白

漁場の区域



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地 条件漁場の区域

共第49号 山口県漁業協同組合 下関市亀浜町、千鳥浜
町、乃木浜1丁目、乃木
浜2丁目、乃木浜3丁
目、清末東町2丁目、清
末東町3丁目、清末東
町5丁目、清末東町6丁
目、王喜本町5丁目、王
喜宇津井1丁目、白崎1
丁目、白崎2丁目、松屋
本町3丁目及び工領開
作並びに山陽小野田市
大字埴生地先

次のＡ、イ、ロ、ハ、ニ、ホ、Ｆの各点を順次結んだ線及びＧとＨとを結ん
だ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域
　　点の位置
　　　基点Ａ　下関市亀浜町と同市ゆめタウンとの護岸上の境界に設置
した標識
Ｂ　〃　　松屋本町3丁目海上自衛隊小月航空基地護岸南西端に設置
した標識
　　　　　Ｃ　〃　　工領開作王喜漁港護岸南東端に設置した標識
　　　　　Ｄ　山陽小野田市大字埴生埴生干拓護岸南東端
　　　　　Ｅ　北九州市門司区部埼灯台基部
　　　　　Ｆ　山陽小野田市大字津布田に設置した標識
　　　　　Ｇ　下関市小月京泊豊厚橋右岸北角
　　　　　Ｈ　〃　　王喜本町4丁目豊厚橋左岸北角
　　　　点イ　Ａから137度30分2,000メートルの点
　　　　　ロ　Ｂから182度2,250メートルの点
　　　　　ハ　Ｃから178度2,000メートルの点
　　　　　ニ　ＤとＥとを結んだ線上Ｄから2,000メートルの点
　　　　　ホ　ＥとＦとを結んだ線上Ｆから2,000メートルの点

第一種共同漁業 あおさ漁業
あおのり漁業
いぎす漁業
えごのり漁業
おごのり漁業
てんぐさ漁業
ふのり漁業
ほんだわら漁業
もずく漁業
わかめ漁業
あさり漁業
あわび漁業
おおのがい漁業
かき漁業
さざえ漁業
しおふきがい漁業
しじみがい漁業
にし漁業
にな漁業
ばい漁業
ばかがい漁業
はまぐり漁業
まてがい漁業
うに漁業
えむし漁業
しゃこ漁業

11月1日から翌年5月31日まで
11月1日から翌年5月31日まで
2月1日から8月31日まで
5月1日から8月31日まで
2月1日から8月31日まで
2月1日から8月31日まで
1月1日から6月30日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から3月31日まで
12月1日から翌年5月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで

令和6 年 1 月1 日から
令和15 年 12 月 31日
まで

団体 下関市亀浜町、千鳥浜町、王司本町1丁目、王
司本町2丁目、王司本町3丁目、王司本町4丁
目、王司本町5丁目、王司本町6丁目、王司上町
1丁目、王司上町2丁目、王司上町3丁目、王司
上町4丁目、王司上町5丁目、王司川端1丁目、
王司川端2丁目、王司川端3丁目、王司神田1丁
目、王司神田2丁目、王司神田3丁目、王司神田
4丁目、王司神田5丁目、王司神田6丁目、王司
南町、乃木浜1丁目、乃木浜2丁目、乃木浜3丁
目、松屋本町1丁目、松屋本町2丁目、松屋本町
3丁目、松屋本町4丁目、松屋本町5丁目、松屋
上町1丁目、松屋上町2丁目、松屋上町3丁目、
松屋東町1丁目、松屋東町2丁目、松屋東町3丁
目、王喜本町1丁目、王喜本町2丁目、王喜本町
3丁目、王喜本町4丁目、王喜本町5丁目、王喜
本町6丁目、王喜宇津井1丁目、王喜宇津井2丁
目、王喜宇津井3丁目、木屋川本町1丁目、木屋
川本町2丁目、木屋川本町3丁目、木屋川本町4
丁目、木屋川本町5丁目、木屋川南町1丁目、木
屋川南町2丁目、木屋川南町3丁目及び大字松
屋並びに山陽小野田市大字埴生

区画漁業権に対抗する
ことができない。

共第50号 山口県漁業協同組合 下関市満珠島地先 次のイ、ロ、ハ、ニ、イの各点を順次結んだ線によって囲まれた区域
　　点の位置
　　　基点Ａ　下関市満珠島灯台基部
　　　　　Ｂ　北九州市門司区部埼灯台基部
　　　　　Ｃ　下関市満珠島北端
　　　　　Ｄ　〃　　長府扇町長府4号地前面護岸2東端
　　　　　Ｅ　〃　　長府港町中国電力株式会社下関発電所護岸南端
　　　　点イ　ＡとＢとを結んだ線上Ａから200メートルの点
　　　　　ロ　Ｃから97度500メートルの点
　　　　　ハ　ＣとＤとを結んだ線上Ｃから100メートルの点
　　　　　ニ　ＡとＥとを結んだ線上Ａから400メートルの点

第一種共同漁業 あおさ漁業
あおのり漁業
てんぐさ漁業
ほんだわら漁業
もずく漁業
わかめ漁業
あさり漁業
あわび漁業
おおのがい漁業
かき漁業
さざえ漁業
しおふきがい漁業
にし漁業
ばい漁業
ばかがい漁業
はまぐり漁業
まてがい漁業
うに漁業
えむし漁業
しゃこ漁業

11月1日から翌年5月31日まで
11月1日から翌年5月31日まで
2月1日から8月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から3月31日まで
12月1日から翌年5月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで

令和6 年 1 月1 日から
令和15 年 12 月 31日
まで

団体 下関市長府黒門東町、長府新松原町、長府野久
留米町、長府宮崎町、長府東侍町、長府侍町2
丁目、長府川端2丁目、長府惣社町、長府逢坂
町、長府土居の内町、長府中之町、長府安養寺
4丁目、長府金屋浜町、長府港町、長府三島町、
長府八幡町、長府古城町、長府豊城町、長府四
王司町、前田2丁目、長府浜浦町、阿弥陀寺町、
壇之浦町及びみもすそ川町

余白

共第51号 山口県漁業協同組合 山陽小野田市大字郡地
先

次のＡ、イ、ロ、ハ、Ｅの各点を順次結んだ線及びＧとＨを結んだ線及びＩ
とＪとを結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域
　　点の位置
　　　基点Ａ　山陽小野田市大字津布田に設置した標識
　　　　　Ｂ　北九州市門司区部埼灯台基部
　　　　　Ｃ　山陽小野田市大字郡旧宮崎鼻に設置した標柱
　　　　　Ｄ　北九州市門司区津村島北端
　　　　　Ｅ　山陽小野田市大字小野田有帆川河口左岸西角から護岸沿
いに南東へ400メートルの点に設置した標識
　　　　　Ｆ　北九州市門司区戸ノ上山頂上
          Ｇ　山陽小野田市大字郡厚狭川橋右岸南角
　　　　　Ｈ　〃　　　　　大字西高泊厚狭川橋左岸南角
　　　　　Ｉ　〃　　　　　大字東高泊小野田橋右岸南角
　　　　　Ｊ　〃　　　　　〃　　　　小野田橋左岸南角
　　　　点イ　ＡとＢとを結んだ線上Ａから2,000メートルの点
　　　　　ロ　ＣとＤとを結んだ線上Ｃから2,000メートルの点
　　　　　ハ　ＥとＦとを結んだ線上Ｅから2,000メートルの点

第一種共同漁業 あおさ漁業
あおのり漁業
いぎす漁業
えごのり漁業
おごのり漁業
てんぐさ漁業
ふのり漁業
ほんだわら漁業
もずく漁業
わかめ漁業
あさり漁業
あわび漁業
おおのがい漁業
かき漁業
さざえ漁業
しおふきがい漁業
しじみがい漁業
つめたがい漁業
にし漁業
ばい漁業
ばかがい漁業
はまぐり漁業
まてがい漁業
うに漁業
えむし漁業
しゃこ漁業

11月1日から翌年5月31日まで
11月1日から翌年5月31日まで
2月1日から8月31日まで
5月1日から8月31日まで
2月1日から8月31日まで
2月1日から8月31日まで
1月1日から6月30日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から3月31日まで
12月1日から翌年5月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで

令和6 年 1 月1 日から
令和15 年 12 月 31日
まで

団体 山陽小野田市（山陽小野田市大字埴生及び大
字小野田を除く。）

余白



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地 条件漁場の区域

共第52号 山口県漁業協同組合 山陽小野田市大字小野
田地先

次のＡ、イ、ロ、ハ、Ｅの各点を順次結んだ線と最大高潮時海岸線とに
よって囲まれた区域
　　点の位置
　　　基点Ａ　山陽小野田市大字小野田有帆川河口左岸西角から護岸
沿いに南東へ400メートルの点に設置した標識
　　　　　Ｂ　北九州市門司区戸ノ上山頂上
　　　　　Ｃ　山陽小野田市大字小野田竜王山頂上
　　　　　Ｄ　北九州市門司区鵜ノ瀬鼻南端
　　　　　Ｅ　山陽小野田市大字小野田本山岬南端に設置した標識
　　　　　Ｆ　下関市大字形山青山頂上
          Ｇ　福岡県行橋市蓑島山頂上
　　　　点イ　ＡとＢとを結んだ線上Ａから2,000メートルの点
　　　　　ロ　ＣとＤとを結んだ線とＥとＦとを結んだ線との交点
　　　　　ハ　ＥとＧとを結んだ線上Ｅから2,000メートルの点

第一種共同漁業 あおさ漁業
あおのり漁業
いぎす漁業
えごのり漁業
おごのり漁業
てんぐさ漁業
ふのり漁業
ほんだわら漁業
もずく漁業
わかめ漁業
あさり漁業
あわび漁業
おおのがい漁業
かき漁業
さざえ漁業
しおふきがい漁業
しじみがい漁業
にし漁業
ばい漁業
ばかがい漁業
はまぐり漁業
まてがい漁業
うに漁業
えむし漁業
しゃこ漁業

11月1日から翌年5月31日まで
11月1日から翌年5月31日まで
2月1日から8月31日まで
5月1日から8月31日まで
2月1日から8月31日まで
2月1日から8月31日まで
1月1日から6月30日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から3月31日まで
12月1日から翌年5月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで

令和6 年 1 月1 日から
令和15 年 12 月 31日
まで

団体 山陽小野田市大字小野田 区画漁業権に対抗する
ことができない。

共第53号 山口県漁業協同組合 山陽小野田市大字小野
田本山岬以西沖合

次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、ト、チ、リ、ヌ、ル、ヲ、ワ、カ、ヨ、タ、レ、ソ、
ツ、ネ、イの各点を順次結んだ線によって囲まれた区域（次のナ、ラ、
ム、ウ、ナの各点を順次結んだ線によって囲まれた区域を除く。）
　　点の位置
　　　基点Ａ　下関市長府宮崎町串崎鼻東端に設置した標識
　　　　　Ｂ　〃　　満珠島灯台基部
　　　　　Ｃ　北九州市門司区部埼灯台基部
　　　　　Ｄ　山陽小野田市大字郡旧宮崎鼻に設置した標柱
　　　　　Ｅ　〃　　　　　大字小野田本山岬南端に設置した標識
　　　　　Ｆ　北九州市門司区網の鼻東端
　　　　　Ｇ　福岡県行橋市蓑島山頂上
　　　　　Ｈ　山陽小野田市大字小野田竜王山頂上
　　　　　Ｉ　北九州市門司区鵜ノ瀬鼻南端
　　　　　Ｊ　下関市大字形山青山頂上
　　　　　Ｋ　山陽小野田市大字小野田有帆川河口左岸西角から護岸沿
いに南東へ400メートルの点に設置した標識
　　　　　Ｌ　北九州市門司区戸ノ上山頂上
　　　　　Ｍ　〃　　　〃　　津村島北端
　　　　　Ｎ　山陽小野田市大字津布田に設置した標識
　　　　　Ｏ　〃　　　　　大字埴生埴生干拓護岸南東端
　　　　　Ｐ　下関市工領開作王喜漁港護岸南東端に設置した標識
　　　　　Ｑ　〃　　松屋本町3丁目海上自衛隊小月航空基地護岸南西端
に設置した標識
　　　　　Ｒ　〃　　亀浜町と同市ゆめタウンとの護岸上の境界に設置した
標識
　　　　　Ｓ　〃　　長府港町長府埋立第3区北側護岸東端
　　　　　Ｔ　〃　　〃　　　中国電力株式会社下関発電所護岸東端
　　　　　Ｕ　〃　　満珠島北端
　　　　　Ｖ　〃　　長府扇町長府4号地前面護岸2東端
　　　　　Ｗ　〃　　長府港町中国電力株式会社下関発電所護岸南端
　　　　点イ　Ａから173度1,530メートルの点
　　　　　ロ　ＢとＣとを結んだ線の中央点
　　　　　ハ　ＣとＤとを結んだ線の中央点
　　　　　ニ　ＥとＦとを結んだ線の中央点

第一種共同漁業 あさり漁業
にし漁業
まてがい漁業
えむし漁業
しゃこ漁業

1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで

令和6 年 1 月1 日から
令和15 年 12 月 31日
まで

団体 下関市長府黒門東町、長府新松原町、長府野久
留米町、長府宮崎町、長府東侍町、長府侍町2
丁目、長府川端2丁目、長府惣社町、長府逢坂
町、長府土居の内町、長府中之町、長府安養寺
4丁目、長府金屋浜町、長府港町、長府三島町、
長府八幡町、長府古城町、長府豊城町、長府四
王司町、前田2丁目、長府浜浦町、阿弥陀寺町、
壇之浦町、みもすそ川町、長府才川1丁目、長府
才川2丁目、長府松小田本町、長府松小田中
町、長府松小田南町、長府松小田東町、長府松
小田北町、千鳥ケ丘町、亀浜町、千鳥浜町、王
司本町1丁目、王司本町2丁目、王司本町3丁
目、王司本町4丁目、王司本町5丁目、王司本町
6丁目、王司上町1丁目、王司上町2丁目、王司
上町3丁目、王司上町4丁目、王司上町5丁目、
王司川端1丁目、王司川端2丁目、王司川端3丁
目、王司神田1丁目、王司神田2丁目、王司神田
3丁目、王司神田4丁目、王司神田5丁目、王司
神田6丁目、王司南町、乃木浜1丁目、乃木浜2
丁目、乃木浜3丁目、松屋本町1丁目、松屋本町
2丁目、松屋本町3丁目、松屋本町4丁目、松屋
本町5丁目、松屋上町1丁目、松屋上町2丁目、
松屋上町3丁目、松屋東町1丁目、松屋東町2丁
目、松屋東町3丁目、王喜本町1丁目、王喜本町
2丁目、王喜本町3丁目、王喜本町4丁目、王喜
本町5丁目、王喜本町6丁目、王喜宇津井1丁
目、王喜宇津井2丁目、王喜宇津井3丁目、木屋
川本町1丁目、木屋川本町2丁目、木屋川本町3
丁目、木屋川本町4丁目、木屋川本町5丁目、木
屋川南町1丁目、木屋川南町2丁目、木屋川南町
3丁目及び大字松屋並びに山陽小野田市

(1)区画漁業権に対抗す
ることができない。
(2)関門港の区域内にお
いては、船舶の航行、
停泊等を妨げる操業を
してはならない。



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地 条件漁場の区域

共第54号 山口県漁業協同組合 山陽小野田市大字小野
田本山岬以西地先

次のＡ、イ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、Ｇの各点を順次結んだ線、ＪとＫとを結ん
だ線、ＬとＭとを結んだ線及びＮとＯとを結んだ線と最大高潮時海岸線と
によって囲まれた区域（次のト、チ、リ、ヌ、ル、ヲ、ワ、カ、ヨ、タ、レ、ソ、
トの各点を順次結んだ線によって囲まれた区域を除く。）
　　点の位置
　　　基点Ａ　下関市みもすそ川町火の山下潮流信号所信号機基部
　　　　　Ｂ　北九州市門司区門司埼灯台基部
　　　　　Ｃ　下関市長府宮崎町串崎鼻東端に設置した標識
　　　　　Ｄ　〃　　満珠島灯台基部
　　　　　Ｅ　北九州市門司区部埼灯台基部
　　　　　Ｆ　山陽小野田市大字郡旧宮崎鼻に設置した標柱
　　　　　Ｇ　〃　　　　　大字小野田本山岬南端に設置した標識
　　　　　Ｈ　北九州市門司区網の鼻東端
　　　　　Ｉ　福岡県行橋市蓑島山頂上
　　　　　Ｊ　下関市小月京泊豊厚橋右岸北角
　　　　　Ｋ　〃　　王喜本町4丁目豊厚橋左岸北角
　　　　　Ｌ　山陽小野田市大字郡厚狭川橋右岸南角
　　　　　Ｍ　〃　　　　　大字西高泊厚狭川橋左岸南角
　　　　　Ｎ　〃　　　　　大字東高泊小野田橋右岸南角
　　　　　Ｏ　〃　　　　　〃　　　　小野田橋左岸南角
　　　　　Ｐ　下関市長府港町長府埋立第3区北側護岸東端
　　　　　Ｑ　〃　　〃　　　中国電力株式会社下関発電所護岸東端
　　　　点イ　ＡとＢとを結んだ線上最大高潮時における海面の中央点
　　　　　ロ　Ｃから173度1,530メートルの点
　　　　　ハ　ＤとＥとを結んだ線の中央点
　　　　　ニ　ＥとＦとを結んだ線の中央点
　　　　　ホ　ＧとＨとを結んだ線の中央点
　　　　　ヘ　ＧとＩとを結んだ線上Ｇから5,000メートルの点
　　　　　ト　Ｐから125度2,030メートルの点
　　　　　チ　Ｐから125度2,100メートルの点
　　　　　リ　Ｑから111度50分1,300メートルの点
　　　　　ヌ　Ｑから113度40分1,300メートルの点
　　　　　ル　Ｑから115度1,295メートルの点
　　　　　ヲ　Ｑから115度35分1,280メートルの点

第一種共同漁業、第二
種共同漁業

(第一種共同漁業）
あかがい漁業
うちむらさき漁業
たいらぎ漁業
とりがい漁業
なみがい漁業
みるくい漁業
もがい漁業
たこ漁業
なまこ漁業
(第二種共同漁業)
建網漁業（網丈1.5ﾒｰﾄﾙ以下のものに限る。）
小型定置網漁業
いか巣網漁業

(第一種共同漁業)
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
(第二種共同漁業)
1月1日から12月31日まで

1月1日から12月31日まで
2月1日から6月30日まで

令和6 年 1 月1 日から
令和15 年 12 月 31日
まで

団体 下関市長府黒門東町、長府新松原町、長府野久
留米町、長府宮崎町、長府東侍町、長府侍町2
丁目、長府川端2丁目、長府惣社町、長府逢坂
町、長府土居の内町、長府中之町、長府安養寺
4丁目、長府金屋浜町、長府港町、長府三島町、
長府八幡町、長府古城町、長府豊城町、長府四
王司町、前田2丁目、長府浜浦町、阿弥陀寺町、
壇之浦町、みもすそ川町、長府才川1丁目、長府
才川2丁目、長府松小田本町、長府松小田中
町、長府松小田南町、長府松小田東町、長府松
小田北町、千鳥ケ丘町、亀浜町、千鳥浜町、王
司本町1丁目、王司本町2丁目、王司本町3丁
目、王司本町4丁目、王司本町5丁目、王司本町
6丁目、王司上町1丁目、王司上町2丁目、王司
上町3丁目、王司上町4丁目、王司上町5丁目、
王司川端1丁目、王司川端2丁目、王司川端3丁
目、王司神田1丁目、王司神田2丁目、王司神田
3丁目、王司神田4丁目、王司神田5丁目、王司
神田6丁目、王司南町、乃木浜1丁目、乃木浜2
丁目、乃木浜3丁目、松屋本町1丁目、松屋本町
2丁目、松屋本町3丁目、松屋本町4丁目、松屋
本町5丁目、松屋上町1丁目、松屋上町2丁目、
松屋上町3丁目、松屋東町1丁目、松屋東町2丁
目、松屋東町3丁目、王喜本町1丁目、王喜本町
2丁目、王喜本町3丁目、王喜本町4丁目、王喜
本町5丁目、王喜本町6丁目、王喜宇津井1丁
目、王喜宇津井2丁目、王喜宇津井3丁目、木屋
川本町1丁目、木屋川本町2丁目、木屋川本町3
丁目、木屋川本町4丁目、木屋川本町5丁目、木
屋川南町1丁目、木屋川南町2丁目、木屋川南町
3丁目及び大字松屋並びに山陽小野田市

(1)区画漁業権に対抗す
ることができない。
(2)関門港の区域内にお
いては、船舶の航行、
停泊等を妨げる操業を
してはならない。

共第55号 山口県漁業協同組合 山陽小野田市大字小野
田本山岬沖合

次のイ、ロ、ハ、イの各点を順次結んだ線によって囲まれた区域
　　点の位置
　　　基点Ａ　山陽小野田市大字小野田本山岬南端に設置した標識
　　　　　Ｂ　北九州市門司区網の鼻東端
　　　　　Ｃ　福岡県行橋市蓑島山頂上
　　　　点イ　ＡとＢとを結んだ線の中央点
　　　　　ロ　ＡとＣとを結んだ線の中央点
　　　　　ハ　ＡとＣとを結んだ線上Ａから5,000メートルの点

第一種共同漁業、第二
種共同漁業

(第一種共同漁業)
あかがい漁業
うちむらさき漁業
かき漁業
たいらぎ漁業
とりがい漁業
なみがい漁業
にし漁業
ばかがい漁業
まてがい漁業
みるくい漁業
たこ漁業
なまこ漁業
(第二種共同漁業)
建網漁業（網丈1.5ﾒｰﾄﾙ以下のものに限る。）
いか巣網漁業

(第一種共同漁業)
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
(第二種共同漁業)
1月1日から12月31日まで

3月1日から6月30日まで

令和6 年 1 月1 日から
令和15 年 12 月 31日
まで

団体 下関市長府黒門東町、長府新松原町、長府野久
留米町、長府宮崎町、長府東侍町、長府侍町2
丁目、長府川端2丁目、長府惣社町、長府逢坂
町、長府土居の内町、長府中之町、長府安養寺
4丁目、長府金屋浜町、長府港町、長府三島町、
長府八幡町、長府古城町、長府豊城町、長府四
王司町、前田2丁目、長府浜浦町、阿弥陀寺町、
壇之浦町、みもすそ川町、長府才川1丁目、長府
才川2丁目、長府松小田本町、長府松小田中
町、長府松小田南町、長府松小田東町、長府松
小田北町、千鳥ケ丘町、亀浜町、千鳥浜町、王
司本町1丁目、王司本町2丁目、王司本町3丁
目、王司本町4丁目、王司本町5丁目、王司本町
6丁目、王司上町1丁目、王司上町2丁目、王司
上町3丁目、王司上町4丁目、王司上町5丁目、
王司川端1丁目、王司川端2丁目、王司川端3丁
目、王司神田1丁目、王司神田2丁目、王司神田
3丁目、王司神田4丁目、王司神田5丁目、王司
神田6丁目、王司南町、乃木浜1丁目、乃木浜2
丁目、乃木浜3丁目、松屋本町1丁目、松屋本町
2丁目、松屋本町3丁目、松屋本町4丁目、松屋
本町5丁目、松屋上町1丁目、松屋上町2丁目、
松屋上町3丁目、松屋東町1丁目、松屋東町2丁
目、松屋東町3丁目、王喜本町1丁目、王喜本町
2丁目、王喜本町3丁目、王喜本町4丁目、王喜
本町5丁目、王喜本町6丁目、王喜宇津井1丁
目、王喜宇津井2丁目、王喜宇津井3丁目、木屋
川本町1丁目、木屋川本町2丁目、木屋川本町3
丁目、木屋川本町4丁目、木屋川本町5丁目、木
屋川南町1丁目、木屋川南町2丁目、木屋川南町
3丁目及び大字松屋並びに山陽小野田市

余白



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地 条件漁場の区域

共第56号 山口県漁業協同組合ほか１組合 山陽小野田市西沖干拓
地先

次のＡ、イ、ロ、Ｃの各点を順次結んだ線及びＤ、ハ、Ｅの各点を順次結
んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域
　　点の位置
　　　基点Ａ　山陽小野田市大字小野田本山岬南端に設置した標識
　　　　　Ｂ　福岡県行橋市蓑島山頂上
　　　　　Ｃ　宇部市西沖干拓護岸東端から護岸沿いに西へ1,080メート
ルの点に設置した標柱
　　　　　Ｄ　山陽小野田市大字小野田本山岬本山観音前に設置した標
柱
　　　　　Ｅ　〃　　　　　西沖干拓護岸西端屈曲部から東へ121メートルの
点に設置した標識
　　　　点イ　ＡとＢとを結んだ線上Ａから5,000メートルの点
　　　　　ロ　Ｃから180度4,400メートルの点
　　　　　ハ　Ｄから94度455メートルの点

第一種共同漁業、第二
種共同漁業

(第一種共同漁業)
あおさ漁業
あおのり漁業
いぎす漁業
えごのり漁業
おごのり漁業
てんぐさ漁業
ひじき漁業
ふのり漁業
ほんだわら漁業
もずく漁業
わかめ漁業
あかがい漁業
あさり漁業
あわび漁業
うちむらさき漁業
おおのがい漁業
かき漁業
さざえ漁業
しおふきがい漁業
しじみがい漁業
たいらぎ漁業
とこぶし漁業
とりがい漁業
なみがい漁業
にし漁業
ばい漁業
はまぐり漁業
まてがい漁業
みるくい漁業
もがい漁業
うに漁業
えむし漁業
しゃこ漁業

(第一種共同漁業)
11月1日から翌年5月31日まで
11月1日から翌年5月31日まで
2月1日から8月31日まで
5月1日から8月31日まで
2月1日から8月31日まで
2月1日から8月31日まで
11月1日から翌年5月31日まで
1月1日から6月30日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から3月31日まで
12月1日から翌年5月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで

令和6 年 1 月1 日から
令和15 年 12 月 31日
まで

団体 宇部市及び山陽小野田市 宇部港の区域内におい
ては、船舶の航行、停
泊等を妨げる操業をし
てはならない。

共第57号 山口県漁業協同組合ほか１組合 山陽小野田市西沖干拓
沖合

次のイ、ロ、ハ、ニ、イの各点を順次結んだ線によって囲まれた区域
　　点の位置
　　　基点Ａ　山陽小野田市大字小野田本山岬南端に設置した標識
　　　　　Ｂ　福岡県行橋市蓑島山頂上
　　　　　Ｃ　宇部市大字沖宇部芝中沖埋立地－10.0メートル岸壁西端か
ら西へ120メートルの点に設置した標識
　　　　　Ｄ　福岡県と大分県との境界（山国川河口中央点）
　　　　　Ｅ　宇部市西沖干拓護岸東端から護岸沿いに西へ1,080メート
ルの点に設置した標柱
　　　　点イ　ＡとＢとを結んだ線上Ａから5,000メートルの点
　　　　　ロ　ＡとＢとを結んだ線の中央点
　　　　　ハ　ＣとＤとを結んだ線の中央点
　　　　　ニ　Ｅから180度4,400メートルの点

第一種共同漁業、第二
種共同漁業

(第一種共同漁業)
あかがい漁業
あさり漁業
うちむらさき漁業
かき漁業
たいらぎ漁業
とりがい漁業
なみがい漁業
にし漁業
ばかがい漁業
まてがい漁業
みるくい漁業
もがい漁業
しゃこ漁業
たこ漁業
なまこ漁業
(第二種共同漁業)
建網漁業（網丈1.5ﾒｰﾄﾙ以下のものに限る。）
いか巣網漁業

(第一種共同漁業)
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
(第二種共同漁業)
1月1日から12月31日まで

4月1日から7月31日まで

令和6 年 1 月1 日から
令和15 年 12 月 31日
まで

団体 宇部市及び山陽小野田市（平成17年3月21日に
おける小野田市の区域に限る。）

余白

共第58号 山口県漁業協同組合ほか１組合 宇部市地先 次のＡ、イ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、Ｋの各点を順次結んだ線、ＬとＭとを結
んだ線及びＮとＯとを結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた
区域（次のト、チ、リ、ヌ、ル、ヲ、ワ、カ、ヨ、タ、レ、ソ、ツ、ネ、ナ、ラ、
ム、ウ、Ｄの各点を順次結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれ
た区域を除く。）
　　点の位置
　　　基点Ａ　宇部市西沖干拓護岸東端から護岸沿いに西へ1,080メート
ルの点に設置した標柱
　　　　　Ｂ　〃　　大字沖宇部芝中沖埋立地－10.0メートル岸壁西端か
ら西へ120メートルの点に設置した標識
　　　　　Ｃ　福岡県と大分県との境界（山国川河口中央点）
Ｄ　宇部市亀浦4丁目に設置した標識
　　　　　Ｅ　山口市深溝藤尾鼻東端
　　　　　Ｆ　〃　　秋穂二島幸崎西端
　　　　　Ｇ　宇部市大字沖宇部宇部岬漁港八号護岸南東端
　　　　　Ｈ　防府市向島牛ケ頸南端
　　　　　Ｉ　宇部市大字東岐波月崎南端
　　　　　Ｊ　山口市竹島南西端
　　　　　Ｋ　宇部市と山口市との最大高潮時海岸線における境界点
　　　　　Ｌ　〃　　大字中野開作宇部線厚東川橋りょう右岸下流側基部
　　　　　Ｍ　〃　　岩鼻町宇部線厚東川橋りょう左岸下流側基部
　　　　　Ｎ　〃　　朝日町宇部線真締川橋りょう右岸南角
　　　　　Ｏ　〃　　寿町宇部線真締川橋りょう左岸南角
　　　　　Ｐ　〃　　大字沖宇部東見初埋立地護岸南東端
　　　　　Ｑ　〃　　宇部岬漁港旧防波堤灯台跡に設置した標識
　　　　点イ　Ａから180度4,400メートルの点
　　　　　ロ　ＢとＣとを結んだ線上Ｂから6,500メートルの点
　　　　　ハ　Ｄから180度6,000メートルの点
　　　　　ニ　ＥとＦとを結んだ線の中央点から183度の線とＧとＨとを結ん
だ線との交点
　　　　　ホ　ＥとＦとを結んだ線の中央点から183度の線とＩとＪとを結んだ
線との交点
　　　　　ヘ　ＩとＪとを結んだ線上Ｉから1,300メートルの点
　　　　　ト　Ｐから111度388メートルの点

第一種共同漁業、第二
種共同漁業

(第一種共同漁業)
あおさ漁業
あおのり漁業
あまも漁業
いぎす漁業
えごのり漁業
おごのり漁業
てんぐさ漁業
ひじき漁業
ふのり漁業
ほんだわら漁業
もずく漁業
わかめ漁業
あかがい漁業
あさり漁業
あわび漁業
うちむらさき漁業
おおのがい漁業
かがみがい漁業
かき漁業
さざえ漁業
しおふきがい漁業
しじみがい漁業
たいらぎ漁業
つめたがい漁業
とこぶし漁業
とりがい漁業
なみがい漁業
にし漁業
ばい漁業
ばかがい漁業
はまぐり漁業
まてがい漁業
みるくい漁業

(第一種共同漁業)
1月1日から5月31日まで
1月1日から5月31日まで
1月1日から12月31日まで
2月1日から8月31日まで
1月1日から12月31日まで
2月1日から8月31日まで
2月1日から8月31日まで
12月1日から翌年6月30日まで
4月1日から11月30日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から3月31日まで
12月1日から翌年5月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで

令和6 年 1 月1 日から
令和15 年 12 月 31日
まで

団体 宇部市 (1)区画漁業権に対抗す
ることができない。
(2)宇部港の区域内にお
いては、船舶の航行、
停泊等を妨げる操業を
してはならない。



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地 条件漁場の区域

共第59号 山口県漁業協同組合ほか１組合 宇部市沖合 次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、イの各点を順次結んだ線によって囲まれた
区域（次のトを中心とした半径80メートルの円周によって囲まれた区域
を除く。）
　　点の位置
　　　基点Ａ　宇部市西沖干拓護岸東端から護岸沿いに西へ1,080メート
ルの点に設置した標柱
　　　　　Ｂ　〃　　大字沖宇部芝中沖埋立地－10.0メートル岸壁西端か
ら西へ120メートルの点に設置した標識
　　　　　Ｃ　福岡県と大分県との境界（山国川河口中央点）
　　　　　Ｄ　山口市深溝藤尾鼻東端
　　　　　Ｅ　〃　　秋穂二島幸崎西端
　　　　　Ｆ　防府市野島定兼鼻南端
　　　　　Ｇ　宇部市大字沖宇部宇部岬漁港八号護岸南東端
　　　　　Ｈ　防府市向島牛ケ頸南端
　　　　　Ｉ　宇部市亀浦4丁目に設置した標識
　　　　点イ　Ａから180度4,400メートルの点
　　　　　ロ　ＢとＣとを結んだ線の中央点
　　　　　ハ　ＤとＥとを結んだ線の中央点から183度の線とロとＦとを結ん
だ線との交点
　　　　　ニ　ＤとＥとを結んだ線の中央点から183度の線とＧとＨとを結ん
だ線との交点
　　　　　ホ　Ｉから180度6,000メートルの点
　　　　　ヘ　ＢとＣとを結んだ線上Ｂから6,500メートルの点
　　　　　ト　北緯33度49分45秒東経131度13分（日本測地系による位置）
の点（北緯33度49分56.798秒東経131度12分51.353秒　（世界測地系に
よる位置）の点）

第一種共同漁業、第二
種共同漁業

(第一種共同漁業)
あかがい漁業
あさり漁業
うちむらさき漁業
かき漁業
たいらぎ漁業
とりがい漁業
なみがい漁業
にし漁業
ばかがい漁業
まてがい漁業
みるくい漁業
もがい漁業
しゃこ漁業
たこ漁業
なまこ漁業
(第二種共同漁業)
建網漁業（網丈1.5ﾒｰﾄﾙ以下のものに限る。）
いか巣網漁業

(第一種共同漁業)
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
(第二種共同漁業)
1月1日から12月31日まで

4月1日から7月31日まで

令和6 年 1 月1 日から
令和15 年 12 月 31日
まで

団体 宇部市 余白

共第60号 山口県漁業協同組合 宇部市東岐波、山口市
椹野川河口、阿知須、
佐山、秋穂二島、秋穂
西及び秋穂東地先

次のＥ、イ、ロ、ハ、ニ、ホ、Hの各点を順次結んだ線、K、Ｉ、Ｊの各点を
順次結んだ線及びＬとＭとを結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲
まれた区域
　点の位置
基点Ａ　宇部市大字東岐波月崎南端
Ｂ　山口市竹島南西端
Ｃ　〃　　深溝藤尾鼻東端
Ｄ　〃　　秋穂二島幸崎西端
Ｅ　宇部市と山口市との最大高潮時海岸線における境界点
Ｆ　防府市向島牛ケ頸南端
Ｇ　宇部市大字沖宇部宇部岬漁港八号護岸南東端
Ｈ　山口市秋穂東秋穂漁港筈倉護岸Ｂ南西端に設置した標識
Ｉ　〃　　嘉川百間橋右岸南角から護岸沿いに下流85メートルの点に設
置した標識
Ｊ　〃　　名田島百間橋左岸南角
Ｋ　Iから270度の線と山口市嘉川干見折川右岸との交点に設置した標
識
Ｌ　山口市名田島開作旧堤防東角に設置した標識
Ｍ　〃　　秋穂二島上田開作旧堤防基部に設置した標識
点イ　ＡとＢとを結んだ線上Ａから1,300メートルの点
ロ　ＣとＤとを結んだ線の中央点から183度の線とＡとＢとを結んだ線と
の交点
ハ　ＣとＤとを結んだ線の中央点から183度の線とＦとＧとを結んだ線と
の交点
ニ　ホから180度の線とＦとＧとを結んだ線との交点
ホ　Ｈから270度300メートルの点

第一種共同漁業、第二
種共同漁業

(第一種共同漁業)
あおさ漁業
あおのり漁業
あまのり漁業
あまも漁業
あらめ漁業
いぎす漁業
おごのり漁業
てんぐさ漁業
ひじき漁業
ふのり漁業
ほんだわら漁業
もずく漁業
わかめ漁業
あかがい漁業
あさり漁業
あわび漁業
いがい漁業
うちむらさき漁業
おおのがい漁業
かがみがい漁業
かき漁業
さざえ漁業
しおふきがい漁業
しじみがい漁業
たいらぎ漁業
つめたがい漁業
とこぶし漁業
とりがい漁業
なみがい漁業
にし漁業
にな漁業
ばい漁業
ばかがい漁業

(第一種共同漁業)
1月1日から12月31日まで
11月1日から翌年5月31日まで
11月1日から翌年5月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで

令和6 年 1 月1 日から
令和15 年 12 月 31日
まで

団体 宇部市大字東岐波、山口市嘉川、江崎、深溝、
阿知須、秋穂二島、名田島及び秋穂西及び秋穂
東（旧大海村の区域を除く。）

余白

共第61号 山口県漁業協同組合 山口市阿知須地先 次のイ、ロ、ハ、ニ、イの各点を順次結んだ線によって囲まれた区域
　　点の位置
　　　基点Ａ　山口市臼石南側頂上
　　　　　Ｂ　宇部市と山口市との最大高潮時海岸線における境界点
　　　　点イ　Ａから50度500メートルの点
　　　　　ロ　Ａから320度500メートルの点
　　　　　ハ　Ｂから109度30分1,400メートルの点
　　　　　ニ　Ｂから109度30分2,200メートルの点

第三種共同漁業 ぼらちぬ飼付漁業 6月1日から12月31日まで 令和6 年 1 月1 日から
令和15 年 12 月 31日
まで

団体 山口市阿知須 余白

共第62号 山口県漁業協同組合 宇部市大字東岐波地先 次のイ、ロ、ハ、ニ、イの各点を順次結んだ線によって囲まれた区域
　　点の位置
　　　基点Ａ　宇部市周防立石灯台基部
　　　　　Ｂ　〃　　と山口市との最大高潮時海岸線における境界点
　　　　点イ　Ａから240度500メートルの点
　　　　　ロ　Ａから135度500メートルの点
　　　　　ハ　Ｂから109度30分2,200メートルの点
　　　　　ニ　Ｂから109度30分1,400メートルの点

第三種共同漁業 ぼらちぬ飼付漁業 6月1日から12月31日まで 令和6 年 1 月1 日から
令和15 年 12 月 31日
まで

団体 宇部市大字東岐波及び山口市阿知須 余白



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地 条件漁場の区域

共第63号 山口県漁業協同組合 山口市秋穂東日地赤石
山地先

次のＡ、イ、ロ、ハ、Ｄの各点を順次結んだ線と最大高潮時海岸線とに
よって囲まれた区域
　　点の位置
　　　基点Ａ　山口市秋穂東秋穂漁港筈倉護岸Ｂ南西端に設置した標識
　　　　　Ｂ　防府市向島牛ケ頸南端
　　　　　Ｃ　宇部市大字沖宇部宇部岬漁港八号護岸南東端
　　　　　Ｄ　山口市秋穂東日地と同市秋穂東赤崎との最大高潮時海岸
線における境界に設置した標識
点イ　Ａから270度300メートルの点
　　　　　ロ　イから180度の線とＢとＣとを結んだ線との交点
　　　　　ハ　Ｄから180度の線とＢとＣとを結んだ線との交点

第一種共同漁業、第二
種共同漁業

(第一種共同漁業)
あおさ漁業
あおのり漁業
あまも漁業
あらめ漁業
いぎす漁業
おごのり漁業
てんぐさ漁業
ひじき漁業
ふのり漁業
ほんだわら漁業
もずく漁業
わかめ漁業
あかがい漁業
あさり漁業
あわび漁業
いがい漁業
うちむらさき漁業
おおのがい漁業
かがみがい漁業
かき漁業
さざえ漁業
たいらぎ漁業
つめたがい漁業
とこぶし漁業
とりがい漁業
なみがい漁業
にし漁業
にな漁業
ばい漁業
ばかがい漁業
はまぐり漁業
まてがい漁業
みるくい漁業

(第一種共同漁業)
11月1日から翌年5月31日まで
11月1日から翌年5月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
11月1日から翌年7月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から6月30日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から3月31日まで
11月1日から翌年5月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで

令和6 年 1 月1 日から
令和15 年 12 月 31日
まで

団体 山口市秋穂西及び秋穂東 余白

共第64号 山口県漁業協同組合 山口市秋穂東大海小浜
崎地先

次のＢ、イ、ロ、ハ、ニ、ホ、Ｃの各点を順次結んだ線と最大高潮時海岸
線とによって囲まれた区域
　　点の位置
　　　基点Ａ　山口市秋穂東小磯崎南端
　　　　　Ｂ　Ａから276度の線と最大高潮時海岸線との交点に設置した
標識
　　　　　Ｃ　山口市秋穂東小浜灯台基部
　　　　点イ　Ａから223度300メートルの点
　　　　　ロ　Ｃから162度15分1,000メートルの点
　　　　　ハ　Ｃから152度45分800メートルの点
　　　　　ニ　Ｃから147度15分420メートルの点
　　　　　ホ　Ｃから90度150メートルの点

第三種共同漁業 ぼらちぬ飼付漁業 6月1日から12月31日まで 令和6 年 1 月1 日から
令和15 年 12 月 31日
まで

団体 山口市秋穂東（旧大海村の区域に限る。）並び
に防府市大字台道及び大字西浦

余白

共第65号 山口県漁業協同組合 山口市秋穂東大海小磯
崎地先

次のイ、ロ、ハ、ニ、イの各点を順次結んだ線によって囲まれた区域
　　点の位置
　　　基点Ａ　山口市秋穂東小浜灯台基部
　　　　点イ　Ａから139度30分1,230メートルの点
　　　　　ロ　Ａから173度30分1,030メートルの点
　　　　　ハ　Ａから174度30分1,330メートルの点
　　　　　ニ　Ａから146度1,500メートルの点

第三種共同漁業 ぼらちぬ飼付漁業 6月1日から12月31日まで 令和6 年 1 月1 日から
令和15 年 12 月 31日
まで

団体 山口市秋穂東（旧大海村の区域に限る。）並び
に防府市大字台道及び大字西浦

余白

共第66号 山口県漁業協同組合 防府市大字西浦地蔵鼻
地先

次のＢ、イ、ロ、ハ、Ｃの各点を順次結んだ線と最大高潮時海岸線とに
よって囲まれた区域
　　点の位置
　　　基点Ａ　防府市西浦漁港西防波堤突端
　　　　　Ｂ　〃　　西浦漁港西1号防波堤灯台
　　　　　Ｃ　〃　　大字西浦地蔵鼻南端に設置した標柱
　　　　点イ　Ａから348度100メートルの点
　　　　　ロ　Ａから251度30分230メートルの点
　　　　　ハ　Ａから194度15分850メートルの点

第三種共同漁業 ぼらちぬ飼付漁業 6月1日から12月31日まで 令和6 年 1 月1 日から
令和15 年 12 月 31日
まで

団体 山口市秋穂東（旧大海村の区域に限る。）並び
に防府市大字台道及び大字西浦

余白

共第67号 山口県漁業協同組合 防府市大字西浦地蔵鼻
沖合

次のイ、ロ、ハ、ニ、イの各点を順次結んだ線によって囲まれた区域
　　点の位置
　　　基点Ａ　防府市西浦漁港西防波堤突端
　　　　点イ　Ａから202度1,400メートルの点
　　　　　ロ　Ａから212度30分1,550メートルの点
　　　　　ハ　Ａから207度30分1,820メートルの点
　　　　　ニ　Ａから198度15分1,700メートルの点

第三種共同漁業 ぼらちぬ飼付漁業 6月1日から12月31日まで 令和6 年 1 月1 日から
令和15 年 12 月 31日
まで

団体 山口市秋穂東（旧大海村の区域に限る。）並び
に防府市大字台道及び大字西浦

余白



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地 条件漁場の区域

共第68号 山口県漁業協同組合 防府市及び山口市秋穂
東地先の大海湾

次のＡ、イ、ロ、Ｄの各点を順次結んだ線、ＦとＧとを結んだ線及びＨとＩと
を結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域
　　点の位置
　　　基点Ａ　山口市秋穂東日地と同市秋穂東赤崎との最大高潮時海岸
線における境界に設置した標識
　　　　　Ｂ　防府市向島牛ケ頸南端
　　　　　Ｃ　宇部市大字沖宇部宇部岬漁港八号護岸南東端
　　　　　Ｄ　防府市大字西浦地蔵鼻南端に設置した標柱
　　　　　Ｅ　〃　　佐波島頂上
　　　　　Ｆ　〃　　大字台道横曽根川鉄橋右岸南角
　　　　　Ｇ　〃　　〃　　　横曽根川鉄橋左岸南角
　　　　　Ｈ　〃　　大字佐野佐波川鉄橋右岸南角
　　　　　Ｉ　〃　　大字植松佐波川鉄橋左岸南角
点イ　Ａから180度の線とＢとＣとを結んだ線との交点
　　　　　ロ　ＤとＥとを結んだ線とＢとＣとを結んだ線との交点

第一種共同漁業、第二
種共同漁業

(第一種共同漁業)
あおさ漁業
あおのり漁業
あまも漁業
あらめ漁業
おごのり漁業
てんぐさ漁業
ひじき漁業
ふのり漁業
ほんだわら漁業
もずく漁業
わかめ漁業
あかがい漁業
あさり漁業
あわび漁業
うちむらさき漁業
おおのがい漁業
かき漁業
さざえ漁業
しじみがい漁業
たいらぎ漁業
つめたがい漁業
とこぶし漁業
とりがい漁業
なみがい漁業
にし漁業
にな漁業
ばい漁業
ばかがい漁業
はまぐり漁業
まてがい漁業
みるくい漁業
もがい漁業
うに漁業

(第一種共同漁業)
11月1日から翌年4月30日まで
11月1日から翌年4月30日まで
11月1日から翌年5月31日まで
11月1日から翌年5月31日まで
2月1日から8月31日まで
11月1日から翌年7月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
12月1日から翌年3月31日まで
11月1日から翌年5月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
11月1日から翌年3月31日まで
1月1日から12月31日まで

令和6 年 1 月1 日から
令和15 年 12 月 31日
まで

団体 山口市秋穂東（旧大海村の区域に限る。）並び
に防府市大字台道及び大字西浦

余白

共第69号 山口県漁業協同組合 防府市地先 次のＡ、イ、ロ、ハ、Ｆの各点を順次結んだ線と最大高潮時海岸線とに
よって囲まれた区域（次のニ、ホ、ヘ、ト、チ、リ、ヌ、ル、ヲ、ニの各点を
順次結んだ線によって囲まれた区域を除く。）
　　点の位置
　　　基点Ａ　防府市大字西浦地蔵鼻南端に設置した標柱
　　　　　Ｂ　〃　　佐波島頂上
　　　　　Ｃ　〃　　向島牛ケ頸南端
　　　　　Ｄ　宇部市大字沖宇部宇部岬漁港八号護岸南東端
　　　　　Ｅ　防府市向島タズノ鼻南端
　　　　　Ｆ　〃　　と周南市との最大高潮時海岸線における境界点
　　　　　Ｇ　〃　　野島天石鼻西端
　　　　　Ｈ　周南市大津島丸山鼻北端
　　　　　Ｉ　防府市大字浜方字大浜二ノ桝473の12番地南西端
　　　　点イ　ＡとＢとを結んだ線とＣとＤとを結んだ線との交点
　　　　　ロ　Ｅから180度1,000メートルの点
　　　　　ハ　ＦとＧとを結んだ線とＥとＨとを結んだ線との交点
　　　　　ニ　Ｉから81度220メートルの点
　　　　　ホ　Ｉから155度430メートルの点
　　　　　ヘ　Ｉから208度1,900メートルの点
　　　　　ト　Ｉから200度1,890メートルの点
　　　　　チ　Ｉから145度670メートルの点
　　　　　リ　Ｉから110度800メートルの点
　　　　　ヌ　Ｉから96度950メートルの点
　　　　　ル　Ｉから72度830メートルの点
　　　　　ヲ　Ｉから70度760メートルの点

第一種共同漁業、第二
種共同漁業

(第一種共同漁業)
あおさ漁業
あおのり漁業
てんぐさ漁業
ひじき漁業
ほんだわら漁業
もずく漁業
わかめ漁業
あかがい漁業
あさり漁業
あわび漁業
うちむらさき漁業
かき漁業
さざえ漁業
たいらぎ漁業
とこぶし漁業
とりがい漁業
なみがい漁業
にし漁業
ばい漁業
ばかがい漁業
はまぐり漁業
みるくい漁業
もがい漁業
うに漁業
えむし漁業
しゃこ漁業
たこ漁業
なまこ漁業
(第二種共同漁業)
建網漁業（網丈1.5ﾒｰﾄﾙ以下のものに限る。）
小型定置網漁業
いか巣網漁業

(第一種共同漁業)
11月1日から翌年4月30日まで
11月1日から翌年4月30日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から5月31日まで
1月1日から12月31日まで
12月1日から翌年3月31日まで
12月1日から翌年5月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
(第二種共同漁業)
1月1日から12月31日まで

1月1日から12月31日まで
3月1日から7月31日まで

令和6 年 1 月1 日から
令和15 年 12 月 31日
まで

団体 防府市（防府市大字台道、大字西浦及び大字野
島を除く。）

余白

共第70号 山口県漁業協同組合 防府市佐波島地先 次のＡを中心とした半径800メートルの円周によって囲まれた区域
　　点の位置
　　　基点Ａ　防府市佐波島頂上

第一種共同漁業、第二
種共同漁業

(第一種共同漁業)
ほんだわら漁業
あわび漁業
うちむらさき漁業
かき漁業
さざえ漁業
たいらぎ漁業
なみがい漁業
みるくい漁業
うに漁業
たこ漁業
なまこ漁業
(第二種共同漁業)
建網漁業（網丈1.5ﾒｰﾄﾙ以下のものに限る。）
いか巣網漁業

(第一種共同漁業)
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
(第二種共同漁業)
1月1日から12月31日まで

3月1日から7月31日まで

令和6 年 1 月1 日から
令和15 年 12 月 31日
まで

団体 防府市（防府市大字台道及び大字野島を除く。） 余白



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地 条件漁場の区域

共第71号 山口県漁業協同組合 山口市及び防府市沖合 次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、ト、イの各点を順次結んだ線によって囲まれ
た区域（次のＮを中心とした半径800メートルの円周によって囲まれた区
域を除く。）
　　点の位置
　　　基点Ａ　山口市深溝藤尾鼻東端
　　　　　Ｂ　〃　　秋穂二島幸崎西端
　　　　　Ｃ　防府市向島牛ケ頸南端
　　　　　Ｄ　宇部市大字沖宇部宇部岬漁港八号護岸南東端
　　　　　Ｅ　〃　　大字沖宇部芝中沖埋立地－10.0メートル岸壁西端から
西へ120メートルの点に設置した標識
　　　　　Ｆ　福岡県と大分県との境界（山国川河口中央点）
　　　　　Ｇ　防府市野島定兼鼻南端
　　　　　Ｈ　〃　　と周南市との最大高潮時海岸線における境界点
　　　　　Ｉ　〃　　野島天石鼻西端
　　　　　Ｊ　〃　　向島タズノ鼻南端
　　　　　Ｋ　周南市馬島金崎南端
　　　　　Ｌ　〃　　大津島丸山鼻北端
　　　　　Ｍ　防府市大字西浦地蔵鼻南端に設置した標柱
　　　　　Ｎ　〃　　佐波島頂上
　　　　点イ　ＡとＢとを結んだ線の中央点から183度の線とＣとＤとを結ん
だ線との交点
　　　　　ロ　ＡとＢとを結んだ線の中央点から183度の線とＥとＦとを結ん
だ線の中央点とＧとを結んだ線との交点
　　　　　ハ　Ｇから255度2,700メートルの点
　　　　　ニ　ＨとＩとを結んだ線とＪとＫとを結んだ線との交点
　　　　　ホ　ＨとＩとを結んだ線とＪとＬとを結んだ線との交点
　　　　　ヘ　Ｊから180度1,000メートルの点
　　　　　ト　ＣとＤとを結んだ線とＭとＮとを結んだ線との交点

第一種共同漁業、第二
種共同漁業

(第一種共同漁業)
あかがい漁業
あさり漁業
うちむらさき漁業
かき漁業
たいらぎ漁業
とりがい漁業
なみがい漁業
にし漁業
ばかがい漁業
みるくい漁業
しゃこ漁業
たこ漁業
なまこ漁業
(第二種共同漁業)
建網漁業（網丈1.5ﾒｰﾄﾙ以下のものに限る。）
いか巣網漁業

(第一種共同漁業)
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
(第二種共同漁業)
1月1日から12月31日まで

3月1日から7月31日まで

令和6 年 1 月1 日から
令和15 年 12 月 31日
まで

団体 山口市及び防府市 余白

共第72号 山口県漁業協同組合 防府市大字野島地先 次のイ、ロ、ハ、ニ、イの各点を順次結んだ線によって囲まれた区域
　　点の位置
　　　基点Ａ　防府市野島定兼鼻南端
　　　　　Ｂ　〃　　沖島洲埼東端
　　　　　Ｃ　周南市岩島南端
　　　　　Ｄ　〃　　馬島金崎南端
　　　　　Ｅ　大分県東国東郡姫島村姫島東端
　　　　　Ｆ　防府市野島天石鼻西端
　　　　　Ｇ　〃　　と周南市との最大高潮時海岸線における境界点
　　　　　Ｈ　〃　　向島タズノ鼻南端
　　　　点イ　Ａから158度3,500メートルの点
　　　　　ロ　ＢとＣとを結んだ線とＤとＥとを結んだ線との交点
　　　　　ハ　ＦとＧとを結んだ線とＤとＨとを結んだ線との交点
　　　　　ニ　Ａから255度2,700メートルの点

第一種共同漁業、第二
種共同漁業

令和6 年 1 月1 日から
令和15 年 12 月 31日
まで

団体 防府市大字野島 余白(第一種共同漁業)
あおさ漁業
いぎす漁業
てんぐさ漁業
ひじき漁業
ふのり漁業
ほんだわら漁業
もずく漁業
わかめ漁業
あかがい漁業
あさり漁業
あわび漁業
うちむらさき漁業
かき漁業
さざえ漁業
たいらぎ漁業
とこぶし漁業
とりがい漁業
なみがい漁業
にし漁業
にな漁業
ばかがい漁業
はまぐり漁業
みるくい漁業
もがい漁業
うに漁業
えむし漁業
かめのて漁業
しゃこ漁業
たこ漁業
なまこ漁業
(第二種共同漁業)
建網漁業（網丈1.5ﾒｰﾄﾙ以下のものに限る。）
小型定置網漁業
いか巣網漁業

(第一種共同漁業)
11月1日から翌年5月31日まで
2月1日から8月31日まで
2月1日から8月31日まで
11月1日から翌年5月31日まで
1月1日から6月30日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から3月31日まで
12月1日から翌年5月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
(第二種共同漁業)
1月1日から12月31日まで
3月1日から12月31日まで
3月1日から7月31日まで



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地 条件漁場の区域

共第73号 山口県漁業協同組合 周南市及び下松市地先 第一種共同漁業、第二
種共同漁業

令和6 年 1 月1 日から
令和15 年 12 月 31日
まで

団体 周南市及び下松市 (1)区画漁業権に対抗す
ることができない。
(2)徳山下松港の区域
内においては、船舶の
航行、停泊等を妨げる
操業をしてはならない。

(第一種共同漁業)
あおさ漁業
あおのり漁業
あまのり漁業
あまも漁業
あらめ漁業
いぎす漁業
いわのり漁業
えごのり漁業
おごのり漁業
かじめ漁業
かやものり漁業
しらも漁業
すぎのり漁業
つかさのり漁業
てんぐさ漁業
とさかのり漁業
はばのり漁業
ひじき漁業
ふのり漁業
ほんだわら漁業
みりん漁業
むかでのり漁業
もずく漁業
ゆな漁業
わかめ漁業
あかがい漁業
あこやがい漁業
あさり漁業
あわび漁業
いがい漁業
いたやがい漁業
うちむらさき漁業
おおのがい漁業
かがみがい漁業
かき漁業
さざえ漁業
しおふきがい漁業
しじみがい漁業
たいらぎ漁業
つきひがい漁業
つめたがい漁業
とこぶし漁業
とりがい漁業
なみがい漁業
にし漁業
にな漁業
ばい漁業
ばかがい漁業
はまぐり漁業
まてがい漁業
みるくい漁業
もがい漁業
よめがかさ漁業
いせえび漁業
うに漁業
えぼしがい漁業
えむし漁業
かめのて漁業
しゃこ漁業
たこ漁業
なまこ漁業
(第二種共同漁業)
建網漁業（網丈1.5ﾒｰﾄﾙ以下のものに限る。）
小型定置網漁業
いか巣網漁業
えり漁業
しろうお四つ手網漁業

(第一種共同漁業)
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
(第二種共同漁業)
1月1日から12月31日まで

1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで

次のＡ、イ、ロ、ハ、ニ、Ｊの各点を順次結んだ線及びＫとＬを結んだ線と
最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域（次のＭ、ホ、ヘ、ト、Ｒの各
点を順次結んだ線及びＳとＴを結んだ線と最大高潮時海岸線とによって
囲まれた区域を除く。）
　　点の位置
　　　基点Ａ　防府市と周南市との最大高潮時海岸線における境界点
　　　　　Ｂ　〃　　野島天石鼻西端
　　　　　Ｃ　周南市馬島金崎南端
　　　　　Ｄ　防府市向島タズノ鼻南端
　　　　　Ｅ　〃　　沖島洲埼東端
　　　　　Ｆ　周南市岩島南端
　　　　　Ｇ　大分県東国東郡姫島村姫島東端
　　　　　Ｈ　防府市野島定兼鼻南端
　　　　　Ｉ　光市牛島黒岳南端
　　　　　Ｊ　〃　大字浅江字懸山周南流域下水道浄化センター埋立地南
西端から護岸沿いに東へ89.5メートルの点に設置した標柱
　　　　　Ｋ　下松市大字末武中荒神大橋右岸南角
　　　　　Ｌ　〃　　〃　平田荒神大橋左岸南角
　　　　　Ｍ　周南市新宮町出光興産株式会社徳山製油所西桟橋九号埋
立地南西端
　　　　　Ｎ　〃　　蛇島西端
　　　　　Ｏ　〃　　新宮町出光興産株式会社徳山製油所石油タンク東端
とＰとを結んだ線と護岸との交点に設置した標識
　　　　　Ｐ　〃　　粭島東端
　　　　　Ｑ　〃　　樺島南端
　　　　　Ｒ　〃　　大島漁人鼻西端
　　　　　Ｓ　〃　　大字櫛ヶ浜南堀川橋南西端
　　　　　Ｔ　〃　　〃　　　　南堀川橋北西端
　　　　点イ　ＡとＢとを結んだ線とＣとＤとを結んだ線との交点
　　　　　ロ　ＣとＧとを結んだ線とＥとＦとを結んだ線との交点
　　　　　ハ　ＣとＧとを結んだ線とＨとＩとを結んだ線との交点
　　　　　ニ　ＨとＩとを結んだ線とＪから199度の線との交点
　　　　　ホ　ＭとＮを結んだ線上Ｍから254メートルの点
　　　　　ヘ　ＯとＰを結んだ線上Ｏから476メートルの点
　　　　　ト　ＱとＲを結んだ線とＯとＰとを結んだ線との交点



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地 条件漁場の区域

共第74号 山口県漁業協同組合 光市地先（光市牛島地
先を除く。）

第一種共同漁業、第二
種共同漁業

令和6 年 1 月1 日から
令和15 年 12 月 31日
まで

団体 光市（光市大字牛島を除く。） 余白

共第75号 山口県漁業協同組合 光市大字浅江、虹ケ浜2
丁目、虹ケ浜3丁目、浅
江6丁目及び浅江7丁目
地先

次のＡ、Ｂ、Ｃの各点を順次結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲
まれた区域
　　点の位置
　　　基点Ａ　光市大字浅江柱崎南端
　　　　　Ｂ　〃　大字島田徳山下松港（光港）護岸西端
　　　　　Ｃ　〃　浅江6丁目島田川河口右岸護岸南端

第三種共同漁業 地びき網漁業 1月1日から12月31日まで 令和6 年 1 月1 日から
令和15 年 12 月 31日
まで

団体 光市（光市大字牛島を除く。） 余白

共第76号 山口県漁業協同組合 光市光井1丁目、室積
新開1丁目、室積松原、
室積4丁目及び室積6丁
目地先

次のＡとＢとを結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域
　　点の位置
　　　基点Ａ　光市光漁港（戸仲）戸仲南防波堤南東角
　　　　　Ｂ　〃　光漁港（西ノ浜）西ノ浜Ａ防波堤基部

第三種共同漁業 地びき網漁業 1月1日から12月31日まで 令和6 年 1 月1 日から
令和15 年 12 月 31日
まで

団体 光市（光市大字牛島を除く。） 余白

(第一種共同漁業)
あおさ漁業
あおのり漁業
あまも漁業
あらめ漁業
いぎす漁業
いわのり漁業
おごのり漁業
かじめ漁業
てんぐさ漁業
ひじき漁業
ふのり漁業
ほんだわら漁業
もずく漁業
わかめ漁業
あかがい漁業
あさり漁業
あわび漁業
いがい漁業
うちむらさき漁業
おおのがい漁業
かき漁業
さざえ漁業
たいらぎ漁業
とこぶし漁業
とりがい漁業
なみがい漁業
にし漁業
にな漁業
ばかがい漁業
はまぐり漁業
まてがい漁業
みるくい漁業
もがい漁業
いせえび漁業
うに漁業
えむし漁業
かめのて漁業
しゃこ漁業
たこ漁業
なまこ漁業
(第二種共同漁業)
建網漁業（網丈1.5ﾒｰﾄﾙ以下のものに限る。）
小型定置網漁業
いか巣網漁業

(第一種共同漁業)
12月1日から翌年5月31日まで
12月1日から翌年4月30日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から4月30日まで
2月1日から8月31日まで
1月1日から12月31日まで
11月1日から翌年7月31日まで
12月1日から翌年6月30日まで
2月1日から11月30日まで
1月1日から12月31日まで
12月1日から翌年4月30日まで
1月1日から5月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
(第二種共同漁業)
1月1日から12月31日まで

1月1日から12月31日まで
4月1日から6月30日まで

次のＡ、イ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、ト、チ、リ、ヌ、ル、ヲ、ワ、カ、ヨ、タ、レ、
ソ、ツ、ネ、ナ、ラ、Ｓの各点を順次結んだ線及びＴとＵとを結んだ線と最
大高潮時海岸線とによって囲まれた区域
　　点の位置
基点Ａ　光市大字浅江字懸山周南流域下水道浄化センター埋立地南
西端から護岸
沿いに東へ89.5メートルの点に設置した標柱
　　　　　Ｂ　〃　大字浅江柱崎南端
　　　　　Ｃ　〃　徳山下松港（光港）埠頭防波堤基部
　　　　　Ｄ　〃　小水無瀬島北西端
Ｅ　〃　大水無瀬島灯台基部
Ｆ　〃　大字島田日本製鉄株式会社九州製鉄所埋立地南西角
Ｇ　〃　徳山下松港光南防波堤灯台基部
　　　　　Ｈ　〃　光漁港（戸仲）戸仲南防波堤南東角
　　　　　Ｉ　〃　大字室積村フィッシングパーク光ひょこたん橋北西角
　　　　　Ｊ　〃　〃　　　　杵崎西端
　　　　　Ｋ　〃　〃　　　　亀岩南端
　　　　　Ｌ　〃　〃　　　　赤崎南東端
　　　　　Ｍ　〃　周防牛島灯標
　　　　　Ｎ　〃　室積港灯台基部
　　　　　Ｏ　〃　大字室積村赤岩南端
　　　　　Ｐ　〃　〃　　　　正木の鼻南端
　　　　　Ｑ　〃　尾島北端
　　　　　Ｒ　〃　大字室積村三ツ石南端
　　　　　Ｓ　〃　〃　　　　梶取岬南端
　　　　　Ｔ　〃　浅江千歳大橋右岸南角
　　　　　Ｕ　〃　島田千歳大橋左岸南角
　　　　点イ　Ａから199度300メートルの点
　　　　　ロ　Ｂから180度300メートルの点
　　　　　ハ　Ｃから270度300メートルの点
　　　　　ニ　Ｄから270度300メートルの点
　　　　　ホ　Ｄから225度300メートルの点
　　　　　ヘ　Ｅから225度300メートルの点
　　　　　ト　Ｅから180度300メートルの点
　　　　　チ　ＥとＩとを結んだ線上Ｅから300メートルの点
　　　　　リ　Ｆから180度300メートルの点
　　　　　ヌ　Ｇから180度300メートルの点
　　　　　ル　Ｈから180度300メートルの点
　　　　　ヲ　Ｉから0度300メートルの点
　　　　　ワ　ＩとＥとを結んだ線上Ｉから300メートルの点
　　　　　カ　Ｊから270度300メートルの点
　　　　　ヨ　Ｋから180度300メートルの点
　　　　　タ　Ｌから180度300メートルの点
　　　　　レ　ＬとＭとを結んだ線上Ｌから300メートルの点
　　　　　ソ　ＮとＯとを結んだ線上Ｎから300メートルの点
　　　　　ツ　ＯとＮとを結んだ線上Ｏから300メートルの点
　　　　　ネ　ＰとＱとを結んだ線上Ｐから300メートルの点
　　　　　ナ　ＲとＱとを結んだ線上Ｒから300メートルの点
　　　　　ラ　ＳとＭとを結んだ線上Ｓから300メートルの点



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地 条件漁場の区域

共第77号 山口県漁業協同組合 光市牛島地先

第一種共同漁業、第二
種共同漁業

令和6 年 1 月1 日から
令和15 年 12 月 31日
まで

団体 光市大字牛島 余白

共第78号 山口県漁業協同組合 光市尾島地先 次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、イの各点を順次結んだ線によって囲まれた区域
　　点の位置
　　　基点Ａ　光市尾島北端
　　　　　Ｂ　〃　大字室積村赤崎南東端
　　　　　Ｃ　〃　尾島西端
　　　　　Ｄ　熊毛郡上関町祝島鳥帽子鼻東端
　　　　　Ｅ　光市尾島明神鼻東端
　　　　　Ｆ　〃　牛島竜尾岬西端
　　　　　Ｇ　〃　大字室積村梶取岬南端
　　　　点イ　ＡとＢとを結んだ線上Ａから300メートルの点
　　　　　ロ　Cから270度300メートルの点
　　　　　ハ　CとDとを結んだ線上Cから300メートルの点
　　　　　ニ　EとFとを結んだ線上Eから300メートルの点
　　　　　ホ　AとGとを結んだ線上Aから300メートルの点

第一種共同漁業、第二
種共同漁業

令和6 年 1 月1 日から
令和15 年 12 月 31日
まで

団体 光市大字牛島 余白(第一種共同漁業)
あおさ漁業
あおのり漁業
あらめ漁業
いぎす漁業
いわのり漁業
おごのり漁業
かじめ漁業
てんぐさ漁業
ひじき漁業
ふのり漁業
ほんだわら漁業
もずく漁業
わかめ漁業
あかがい漁業
あさり漁業
あわび漁業
いがい漁業
うちむらさき漁業
おおのがい漁業
かき漁業
さざえ漁業
たいらぎ漁業
とこぶし漁業
とりがい漁業
にし漁業
ばかがい漁業
はまぐり漁業
まてがい漁業
みるくい漁業
もがい漁業
うに漁業
えむし漁業
しゃこ漁業
たこ漁業
なまこ漁業
（第二種共同漁業)
建網漁業（網丈1.5ﾒｰﾄﾙ以下のものに限る。）
小型定置網漁業
いか巣網漁業

(第一種共同漁業)
12月1日から翌年5月31日まで
12月1日から翌年4月30日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
12月1日から翌年4月30日まで
2月1日から8月31日まで
1月1日から12月31日まで
11月1日から翌年7月31日まで
12月1日から翌年6月30日まで
2月1日から11月30日まで
1月1日から12月31日まで
12月1日から翌年4月30日まで
1月1日から5月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
(第二種共同漁業)
1月1日から12月31日まで

1月1日から12月31日まで
4月1日から6月30日まで

(第一種共同漁業)
あおさ漁業
あおのり漁業
あらめ漁業
いぎす漁業
いわのり漁業
おごのり漁業
かじめ漁業
てんぐさ漁業
ひじき漁業
ふのり漁業
ほんだわら漁業
もずく漁業
わかめ漁業
あかがい漁業
あさり漁業
あわび漁業
いがい漁業
うちむらさき漁業
おおのがい漁業
かき漁業
さざえ漁業
たいらぎ漁業
とこぶし漁業
とりがい漁業
にし漁業
ばかがい漁業
はまぐり漁業
まてがい漁業
みるくい漁業
もがい漁業
うに漁業
えむし漁業
しゃこ漁業
たこ漁業
なまこ漁業
(第二種共同漁業)
建網漁業（網丈1.5ﾒｰﾄﾙ以下のものに限る。）
小型定置網漁業
いか巣網漁業

(第一種共同漁業)
12月1日から翌年5月31日まで
12月1日から翌年4月30日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
12月1日から翌年4月30日まで
2月1日から8月31日まで
1月1日から12月31日まで
11月1日から翌年7月31日まで
12月1日から翌年6月30日まで
2月1日から11月30日まで
1月1日から12月31日まで
12月1日から翌年4月30日まで
1月1日から5月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
(第二種共同漁業)
1月1日から12月31日まで

1月1日から12月31日まで
4月1日から6月30日まで

次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、ト、チ、リ、ヌ、ル、ヲ、ワ、カ、イの各点を順
次結んだ線によって囲まれた区域
　　点の位置
　　　基点Ａ　光市周防牛島灯標
　　　　　Ｂ　〃　大字室積村梶取岬南端
　　　　　Ｃ　〃　〃　　　　赤崎南東端
　　　　　Ｄ　〃　牛島押通鼻西端
　　　　　Ｅ　〃　尾島北端
　　　　　Ｆ　〃　牛島港牛島1号防波堤灯台基部
　　　　　Ｇ　〃　牛島竜尾岬西端
　　　　　Ｈ　〃　尾島明神鼻東端
　　　　　Ｉ　〃　牛島百合鼻西端
　　　　　Ｊ　熊毛郡上関町祝島烏帽子鼻東端
　　　　　Ｋ　光市牛島黒岳南端
Ｌ　〃　牛島平茂鼻東端
Ｍ　熊毛郡上関町長島現後鼻西端
Ｎ　〃　　〃　　白井田港Ａ防波堤灯台基部
　　　　　Ｏ　〃　　平生町周防筏瀬灯標
　　　　　Ｐ　光市牛島十郎鼻東端
　　　　　Ｑ　熊毛郡田布施町刎島南端
　　　　点イ　ＡとＢとを結んだ線上Ａから300メートルの点
　　　　　ロ　ＡとＣとを結んだ線上Ａから300メートルの点
　　　　　ハ　ＤとＥとを結んだ線上Ｄから300メートルの点
　　　　　ニ　ＦとＢとを結んだ線上Ｆから300メートルの点
　　　　　ホ　ＧとＢとを結んだ線上Ｇから300メートルの点
　　　　　ヘ　ＧとＨとを結んだ線上Ｇから300メートルの点
　　　　　ト　Ｉから270度300メートルの点
　　　　　チ　ＩとＪとを結んだ線上Ｉから300メートルの点
　　　　　リ　ＫとＪとを結んだ線上Ｋから300メートルの点
　　　　　ヌ　ＬとＭとを結んだ線上Ｌから300メートルの点
　　　　　ル　ＬとＮとを結んだ線上Ｌから300メートルの点
　　　　　ヲ　ＬとＯとを結んだ線上Ｌから300メートルの点
　　　　　ワ　ＰとＯとを結んだ線上Ｐから300メートルの点
　　　　　カ　ＡとＱとを結んだ線上Ａから300メートルの点



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地 条件漁場の区域

共第79号 山口県漁業協同組合 熊毛郡田布施町地先 第一種共同漁業、第二
種共同漁業

令和6 年 1 月1 日から
令和15 年 12 月 31日
まで

団体 熊毛郡田布施町 区画漁業権に対抗する
ことができない。

共第80号 山口県漁業協同組合 熊毛郡田布施町及び平
生町地先の平生港

次のＡ、イ、Ｃの各点を順次結んだ線及びＤとＥとを結んだ線と最大高潮
時海岸線とによって囲まれた区域
　　点の位置
　　　基点Ａ　熊毛郡田布施町尾津漁港尾津7号防波堤屈折部南角
　　　　　Ｂ　〃　　平生町阿多田島灯標基部
　　　　　Ｃ　〃　　〃　　大字佐賀字阿多田島西端
　　　　　Ｄ　〃　　田布施町大字麻郷新八海橋右岸北角
　　　　　Ｅ　〃　　平生町新八海橋左岸北角
　　　　点イ　ＡとＢとを結んだ線の中央点

第一種共同漁業、第二
種共同漁業

(第一種共同漁業)
あおさ漁業
あおのり漁業
あらめ漁業
いぎす漁業
いわのり漁業
おごのり漁業
かじめ漁業
てんぐさ漁業
ひじき漁業
ふのり漁業
ほんだわら漁業
もずく漁業
わかめ漁業
あかがい漁業
あさり漁業
あわび漁業
いがい漁業
いたやがい漁業
うちむらさき漁業
おおのがい漁業
かき漁業
さざえ漁業
たいらぎ漁業
とこぶし漁業
とりがい漁業
なみがい漁業
にし漁業
にな漁業
ばかがい漁業
はまぐり漁業
まてがい漁業
みるくい漁業
もがい漁業

(第一種共同漁業)
12月1日から翌年5月31日まで
12月1日から翌年4月30日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から4月30日まで
2月1日から8月31日まで
1月1日から12月31日まで
11月1日から翌年7月31日まで
12月1日から翌年6月30日まで
2月1日から11月30日まで
1月1日から12月31日まで
12月1日から翌年4月30日まで
1月1日から6月30日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで

令和6 年 1 月1 日から
令和15 年 12 月 31日
まで

団体 熊毛郡田布施町及び平生町 余白

(第一種共同漁業)
あおさ漁業
あおのり漁業
あまも漁業
あらめ漁業
いぎす漁業
いわのり漁業
おごのり漁業
かじめ漁業
てんぐさ漁業
ひじき漁業
ふのり漁業
ほんだわら漁業
もずく漁業
わかめ漁業
あかがい漁業
あさり漁業
あわび漁業
いがい漁業
うちむらさき漁業
おおのがい漁業
かき漁業
さざえ漁業
たいらぎ漁業
とこぶし漁業
とりがい漁業
なみがい漁業
にし漁業
にな漁業
ばかがい漁業
はまぐり漁業
まてがい漁業
みるくい漁業
もがい漁業
いせえび漁業
うに漁業
えむし漁業
かめのて漁業
しゃこ漁業
たこ漁業
なまこ漁業
(第二種共同漁業)
建網漁業（網丈1.5ﾒｰﾄﾙ以下のものに限る。）
小型定置網漁業
いか巣網漁業

(第一種共同漁業)
12月1日から翌年5月31日まで
12月1日から翌年4月30日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
12月1日から翌年4月30日まで
2月1日から8月31日まで
1月1日から12月31日まで
11月1日から翌年7月31日まで
12月1日から翌年6月30日まで
2月1日から11月30日まで
1月1日から12月31日まで
12月1日から翌年4月30日まで
1月1日から6月30日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
(第二種共同漁業)
1月1日から12月31日まで

1月1日から12月31日まで
4月1日から6月30日まで

次のＡ、イ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、ト、チ、リ、ヌ、ル、ヲ、ワ、Ｑの各点を順
次結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域
　　点の位置
　　　基点Ａ　光市大字室積村梶取岬南端
　　　　　Ｂ　〃　周防牛島灯標
　　　　　Ｃ　熊毛郡田布施町円岩灯標
　　　　　Ｄ　〃　　〃　　　馬島大塩鼻南西端
　　　　　Ｅ　〃　　〃　　　刎島南端
　　　　　Ｆ　〃　　平生町佐合島クグリ岩西端
Ｇ　〃　　〃　　佐合島蜂巣鼻北端
Ｈ　〃　　田布施町刎島東端
Ｉ　〃　　平生町平生佐賀港沖防波堤西灯台基部
　　　　　Ｊ　〃　　田布施町馬島小山頂上
　　　　　Ｋ　〃　　平生町大字佐賀平生港（田名）埋立地南東角
　　　　　Ｌ　〃　　田布施町馬島北東端
　　　　　Ｍ　〃　　平生町大字佐賀字阿多田島4000番14の桟橋南西角
　　　　　Ｎ　〃　　田布施町馬島才塩鼻北端
　　　　　Ｏ　〃　　平生町大字佐賀字阿多田島西端
　　　　　Ｐ　〃　　田布施町大字別府国木田独歩詩碑跡地の下の岩壁
に設置した標識
　　　　　Ｑ　〃　　〃　　　尾津漁港尾津7号防波堤屈折部南角
　　　　　Ｒ　〃　　平生町大字佐賀阿多田島灯標基部
　　　　点イ　ＡとＢとを結んだ線上Ａから300メートルの点
　　　　　ロ　ＣとＢとを結んだ線上Ｃから300メートルの点
　　　　　ハ　ＤとＢとを結んだ線上Ｄから300メートルの点
　　　　　ニ　ＥとＢとを結んだ線上Ｅから300メートルの点
　　　　　ホ　ＦとＢとを結んだ線上Ｆから300メートルの点とニとを結んだ
線の中央点
　　　　　ヘ　ＥとＧとを結んだ線の中央点
　　　　　ト　ＨとＩとを結んだ線上Ｈから300メートルの点
　　　　　チ　ＪとＩとを結んだ線上Ｊから300メートルの点
　　　　　リ　ＪとＫとを結んだ線上Ｋから670メートルの点
　　　　　ヌ　ＬとＭとを結んだ線の中央点
　　　　　ル　ＮとＯとを結んだ線の中央点
　　　　　ヲ　ＯとＰとを結んだ線の中央点
　　　　　ワ　ＱとＲとを結んだ線の中央点



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地 条件漁場の区域

共第81号 山口県漁業協同組合 熊毛郡平生町地先 第一種共同漁業、第二
種共同漁業

令和6 年 1 月1 日から
令和15 年 12 月 31日
まで

団体 熊毛郡平生町 余白

共第82号 山口県漁業協同組合 熊毛郡平生町佐合島地
先

次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、ト、チ、リ、ヌ、ル、イの各点を順次結んだ線
によって囲まれた区域
　　点の位置
　　　基点Ａ　熊毛郡田布施町刎島東端
　　　　　Ｂ　〃　　平生町平生佐賀港沖防波堤西灯台基部
　　　　　Ｃ　〃　　田布施町刎島南端
　　　　　Ｄ　〃　　平生町佐合島蜂巣鼻北端
　　　　　Ｅ　光市周防牛島灯標
　　　　　Ｆ　熊毛郡平生町佐合島クグリ岩西端
　　　　　Ｇ　〃　　〃　　佐合島小潟鼻西端
　　　　　Ｈ　〃　　〃　　周防筏瀬灯標
Ｉ　光市牛島平茂鼻東端
　　　　　Ｊ　熊毛郡上関町白井田港Ａ防波堤灯台基部
Ｋ　〃　　平生町佐合島大浦鼻南端
　　　　　Ｌ　〃　　上関町亀岩灯標
　　　　　Ｍ　〃　　平生町大字小郡秋森鼻南端
　　　　　Ｎ　〃　　〃　　佐合島丈ケ鼻北東端
　　　　　Ｏ　〃　　上関町長島奈古屋崎北端
　　　　　Ｐ　〃　　平生町佐合島末州鼻北東端
　　　　点イ　ＡとＢとを結んだ線上Ａから300メートルの点
　　　　　ロ　ＣとＤとを結んだ線の中央点
　　　　　ハ　ＣとＥとを結んだ線上Ｃから300メートルの点とニとを結んだ
線の中央点
　　　　　ニ　ＦとＥとを結んだ線上Ｆから300メートルの点
　　　　　ホ　ＧとＥとを結んだ線上Ｇから300メートルの点
　　　　　ヘ　ＨとＥとを結んだ線上Ｈから300メートルの点
　　　　　ト　ＨとＩとを結んだ線上Ｈから300メートルの点
　　　　　チ　ＨとＪとを結んだ線上Ｈから300メートルの点
　　　　　リ　ＫとＬとを結んだ線上Ｋから300メートルの点
　　　　　ヌ　ＫとＭとを結んだ線とＮとＯとを結んだ線との交点
　　　　　ル　ＰとＢとを結んだ線上Ｐから300メートルの点

第一種共同漁業、第二
種共同漁業

令和6 年 1 月1 日から
令和15 年 12 月 31日
まで

団体 熊毛郡平生町 余白

(第一種共同漁業)
あおさ漁業
あおのり漁業
あらめ漁業
いぎす漁業
いわのり漁業
おごのり漁業
かじめ漁業
てんぐさ漁業
ひじき漁業
ふのり漁業
ほんだわら漁業
もずく漁業
わかめ漁業
あかがい漁業
あさり漁業
あわび漁業
いがい漁業
いたやがい漁業
うちむらさき漁業
おおのがい漁業
かき漁業
さざえ漁業
たいらぎ漁業
とこぶし漁業
とりがい漁業
なみがい漁業
にし漁業
にな漁業
ばかがい漁業
はまぐり漁業
まてがい漁業
みるくい漁業
もがい漁業
いせえび漁業
うに漁業
えむし漁業
かめのて漁業
しゃこ漁業
たこ漁業
なまこ漁業
(第二種共同漁業)
建網漁業（網丈1.5ﾒｰﾄﾙ以下のものに限る。）
小型定置網漁業

(第一種共同漁業)
12月1日から翌年5月31日まで
12月1日から翌年4月30日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から4月30日まで
2月1日から8月31日まで
1月1日から12月31日まで
11月1日から翌年7月31日まで
12月1日から翌年6月30日まで
2月1日から11月30日まで
1月1日から12月31日まで
12月1日から翌年4月30日まで
1月1日から6月30日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
(第二種共同漁業)
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで

次のＡ、イ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、ト、チ、リ、ヌ、ル、ヲ、Ｓの各点を順次結
んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域
　　点の位置
　　　基点Ａ　熊毛郡平生町大字佐賀字阿多田島西端
　　　　　Ｂ　〃　　〃　　阿多田島灯標基部
　　　　　Ｃ　〃　　田布施町尾津漁港尾津7号防波堤屈折部南角
　　　　　Ｄ　〃　　〃　　　大字別府国木田独歩詩碑跡地の下の岩壁に
設置した標識
　　　　　Ｅ　〃　　〃　　　馬島才塩鼻北端
　　　　　Ｆ　〃　　平生町大字佐賀字阿多田島4000番14の桟橋南西角
　　　　　Ｇ　〃　　田布施町馬島北東端
Ｈ　〃　　平生町大字佐賀平生港（田名）埋立地南東角
　　　　　Ｉ　〃　　田布施町馬島小山頂上
Ｊ　〃　　平生町佐賀漁港（丸山）西側防波堤突端
　　　　　Ｋ　〃　　〃　　佐合島末州鼻北東端
　　　　　Ｌ　〃　　〃　　佐賀漁港（小森）沖側防波堤突端
　　　　　Ｍ　〃　　〃　　平生佐賀港沖防波堤西灯台基部
　　　　　Ｎ　〃　　〃　　大字小郡秋森鼻南端
　　　　　Ｏ　〃　　上関町長島奈古屋崎北端
　　　　　Ｐ　〃　　平生町佐賀漁港（尾国）沖側防波堤突端
　　　　　Ｑ　〃　　上関町亀岩灯標
　　　　　Ｒ　〃　　平生町大字尾国唐釜西端
　　　　　Ｓ　〃　　平生町室津漁港（志田）西側防波堤基部
　　　　点イ　ＢとＣとを結んだ線の中央点
　　　　　ロ　ＡとＤとを結んだ線の中央点
　　　　　ハ　ＡとＥとを結んだ線の中央点
　　　　　ニ　ＦとＧとを結んだ線の中央点
　　　　　ホ　ＨとＩとを結んだ線上Ｈから670メートルの点
　　　　　ヘ　ＪとＫとを結んだ線上Ｊから300メートルの点
　　　　　ト　ＬとＩとを結んだ線上Ｌから300メートルの点
　　　　　チ　ＭとＫとを結んだ線上Ｍから300メートルの点
　　　　　リ　ＮとＯとを結んだ線上Ｎから300メートルの点
　　　　　ヌ　ＰとＱとを結んだ線上Ｐから300メートルの点
　　　　　ル　ＲとＱとを結んだ線上Ｒから300メートルの点
　　　　　ヲ　ＳとＯとを結んだ線上Ｓから300メートルの点

(第一種共同漁業)
あおさ漁業
あおのり漁業
あらめ漁業
いぎす漁業
いわのり漁業
おごのり漁業
かじめ漁業
てんぐさ漁業
ひじき漁業
ふのり漁業
ほんだわら漁業
もずく漁業
わかめ漁業
あかがい漁業
あさり漁業
あわび漁業
いがい漁業
いたやがい漁業
うちむらさき漁業
おおのがい漁業
かき漁業
さざえ漁業
たいらぎ漁業
とこぶし漁業
とりがい漁業
なみがい漁業
にし漁業
にな漁業
ばかがい漁業
はまぐり漁業
まてがい漁業
みるくい漁業
もがい漁業

(第一種共同漁業)
12月1日から翌年5月31日まで
12月1日から翌年4月30日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から4月30日まで
2月1日から8月31日まで
1月1日から12月31日まで
11月1日から翌年7月31日まで
12月1日から翌年6月30日まで
2月1日から11月30日まで
1月1日から12月31日まで
12月1日から翌年4月30日まで
1月1日から6月30日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地 条件漁場の区域

共第83号 山口県漁業協同組合 熊毛郡上関町大字室津
地先

次のＡ、イ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、ト、Ｍの各点を順次結んだ線と最大高潮
時海岸線とによって囲まれた区域
　　点の位置
　　　基点Ａ　熊毛郡上関町室津漁港（志田）西側防波堤基部
　　　　　Ｂ　〃　　〃　　長島奈古屋崎北端
　　　　　Ｃ　〃　　〃　　弁天島西端
　　　　　Ｄ　〃　　〃　　沖鍋島東端
　　　　　Ｅ　〃　　〃　　室津港昭和町防波堤灯台基部
　　　　　Ｆ　〃　　〃　　長島龍の鼻北端
Ｇ　〃　　〃　　室津港旧瀬戸防波堤南西角
　　　　　Ｈ　〃　　〃　　上関港Ａ防波堤灯台基部
Ｉ　〃　　〃　　大字室津上関大橋橋台南東角
　　　　　Ｊ　〃　　〃　　大字長島上関大橋橋台北東角
　　　　　Ｋ　〃　　〃　　舵掛岩灯標
　　　　　Ｌ　〃　　〃　　八島洲崎北端
　　　　　Ｍ　〃　　〃　　と柳井市との最大高潮時海岸線における境界点
　　　　　Ｎ　柳井市ハンドウ島西端
　　　　点イ　ＡとＢとを結んだ線上Ａから300メートルの点
　　　　　ロ　ＣとＤとを結んだ線上Ｃから300メートルの点
　　　　　ハ　ＥとＦとを結んだ線の中央点
　　　　　ニ　ＧとＨとを結んだ線の中央点
　　　　　ホ　ＩとＪとを結んだ線の中央点
　　　　　ヘ　ＫとＬとを結んだ線上Ｋから300メートルの点
　　　　　ト　ＭとＮとを結んだ線上Ｍから300メートルの点

第一種共同漁業、第二
種共同漁業

令和6 年 1 月1 日から
令和15 年 12 月 31日
まで

団体 熊毛郡上関町大字室津 余白(第一種共同漁業)
あおさ漁業
あおのり漁業
あまも漁業
あらめ漁業
いぎす漁業
いわのり漁業
おごのり漁業
かじめ漁業
てんぐさ漁業
ひじき漁業
ふのり漁業
ほんだわら漁業
もずく漁業
わかめ漁業
あかがい漁業
あさり漁業
あわび漁業
いがい漁業
うちむらさき漁業
おおのがい漁業
かき漁業
さざえ漁業
たいらぎ漁業
とこぶし漁業
とりがい漁業
なみがい漁業
にし漁業
にな漁業
ばかがい漁業
はまぐり漁業
まてがい漁業
みるくい漁業
もがい漁業
いせえび漁業
うに漁業
えむし漁業
かめのて漁業
しゃこ漁業
たこ漁業
なまこ漁業
(第二種共同漁業)
建網漁業（網丈1.5ﾒｰﾄﾙ以下のものに限る。）
小型定置網漁業
いか巣網漁業

(第一種共同漁業)
12月1日から翌年5月31日まで
12月1日から翌年5月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
12月1日から翌年4月30日まで
2月1日から8月31日まで
1月1日から12月31日まで
11月1日から翌年7月31日まで
12月1日から翌年6月30日まで
2月1日から11月30日まで
1月1日から12月31日まで
12月1日から翌年4月30日まで
1月1日から6月30日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
(第二種共同漁業)
1月1日から12月31日まで

1月1日から12月31日まで
4月1日から6月30日まで

うに漁業
えむし漁業
かめのて漁業
しゃこ漁業
たこ漁業
なまこ漁業
(第二種共同漁業)
建網漁業（網丈1.5ﾒｰﾄﾙ以下のものに限る。）
小型定置網漁業

1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
(第二種共同漁業)
1月1日から12月31日まで

1月1日から12月31日まで



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地 条件漁場の区域

共第84号 山口県漁業協同組合 熊毛郡上関町大字長島
地先

第一種共同漁業、第二
種共同漁業

令和6 年 1 月1 日から
令和15 年 12 月 31日
まで

団体 熊毛郡上関町大字長島（四代地区（熊毛郡上関
町大字長島字前浦村、字浦村、字先浦向、字浦
向、字西浦向及び字窪畑をいう。以下同じ。）を
除く。）及び大字八島

第 3 種共同漁業権に対
抗することができない。

(第一種共同漁業)
あおさ漁業
あおのり漁業
あらめ漁業
いぎす漁業
いわのり漁業
おごのり漁業
かじめ漁業
てんぐさ漁業
ひじき漁業
ふのり漁業
ほんだわら漁業
もずく漁業
わかめ漁業
あかがい漁業
あさり漁業
あわび漁業
いがい漁業
うちむらさき漁業
おおのがい漁業
かき漁業
さざえ漁業
たいらぎ漁業
とこぶし漁業
とりがい漁業
なみがい漁業
にし漁業
にな漁業
ばかがい漁業
はまぐり漁業
まてがい漁業
みるくい漁業
もがい漁業
いせえび漁業
うに漁業
えむし漁業
かめのて漁業
しゃこ漁業
たこ漁業
なまこ漁業
(第二種共同漁業)
建網漁業（網丈1.5ﾒｰﾄﾙ以下のものに限る。）
小型定置網漁業
いか巣網漁業

(第一種共同漁業)
12月1日から翌年5月31日まで
12月1日から翌年4月30日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
12月1日から翌年4月30日まで
2月1日から8月31日まで
1月1日から12月31日まで
11月1日から翌年7月31日まで
12月1日から翌年6月30日まで
2月1日から11月30日まで
1月1日から12月31日まで
12月1日から翌年4月30日まで
1月1日から6月30日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
(第二種共同漁業)
1月1日から12月31日まで

1月1日から12月31日まで
4月1日から6月30日まで

次のＡ、イ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、ト、チ、リ、ヌ、ル、ヲ、ワ、カ、ヨ、タ、レ、
ソ、ツ、ネ、ナ、ラ、ム、ウ、ヰ、ノ、オ、ク、ヤ、マ、ケ、フ、コ、Ｐ′の各点
を順次結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域
　　点の位置
　　　基点Ａ　　熊毛郡上関町長島アオサダイ東端
　　　　　Ｂ　　〃　　〃　　八島西端
　　　　　Ｃ　　〃　　〃　　長島イーボ南端
　　　　　Ｄ　　〃　　〃　　長島桜崎東端
　　　　　Ｅ　　〃　　〃　　上関漁港（蒲井）南側防波堤突端
　　　　　Ｆ　　〃　　〃　　長島木崎南東端
Ｇ　　〃　　〃　　八島洲崎北東端
　　　　　Ｈ　　〃　　〃　　横島長崎鼻西端
Ｉ　　〃　　〃　　長島先鹿尾鼻東端
　　　　　Ｊ　　〃　　〃　　横島岩戸崎南端
　　　　　Ｋ　　〃　　〃　　長島赤石鼻大岩南端
　　　　　Ｌ　　〃　　〃　　横島大石鼻北端
　　　　　Ｍ　　〃　　〃　　横島平バエ鼻東端
　　　　　Ｎ　　〃　　〃　　横島イモンボ鼻東端
　　　　　Ｏ　　〃　　〃　　舵掛岩灯標
　　　　　Ｐ　　〃　　〃　　室津漁港白浜A防波堤南東角
　　　　　Ｑ　　〃　　〃　　大字長島上関大橋橋台北東角
　　　　　Ｒ　　〃　　〃　　大字室津上関大橋橋台南東角
　　　　　Ｓ　　〃　　〃　　上関港Ａ防波堤灯台基部
　　　　　Ｔ　　〃　　〃　　室津港旧瀬戸防波堤南西角
　　　　　Ｕ　　〃　　〃　　長島龍の鼻北端
　　　　　Ｖ　　〃　　〃　　室津港昭和町防波堤灯台基部
　　　　　Ｗ　　〃　　〃　　沖鍋島北東端
　　　　　Ｘ　　〃　　〃　　弁天島西端
　　　　　Ｙ　　〃　　〃　　長島奈古屋崎北端
　　　　　Ｚ　　〃　　平生町大字小郡秋森鼻南端
　　　　　Ａ′　〃　　上関町上関漁港（中ノ浦）防波堤突端
　　　　　Ｂ′　〃　　平生町平生佐賀港沖防波堤西灯台基部
　　　　　Ｃ′　〃　　上関町亀岩灯標
　　　　　Ｄ′　〃　　平生町大字尾国唐釜西端
　　　　　Ｅ′　〃　　上関町長島小山の鼻北西端
　　　　　Ｆ′　〃　　平生町周防筏瀬灯標
　　　　　Ｇ′　〃　　上関町長島石割西端
　　　　　Ｈ′　光市牛島平茂鼻東端
　　　　　Ｉ′　熊毛郡上関町長島三石鼻西端
　　　　　Ｊ′　〃　　〃　　白井田港Ａ防波堤灯台基部
　　　　　Ｋ′　〃　　〃　　長島師走鼻北西端
　　　　　Ｌ′　〃　　〃　　叶島東端
　　　　　Ｍ′　〃　　〃　　円石頂上
　　　　　Ｎ′　〃　　〃　　叶島南西端
　　　　　Ｏ′　〃　　〃　　長島カギヨウ鼻西端
　　　　　Ｐ′　〃　　〃　　長島ゾウ人ケ浦北端
　　　　点イ　ＡとＢとを結んだ線上Ａから300メートルの点
　　　　　ロ　Ｃから180度300メートルの点
　　　　　ハ　Ｄから90度300メートルの点
　　　　　ニ　Ｅから135度300メートルの点
　　　　　ホ　ＦとＧとを結んだ線上Ｆから300メートルの点
　　　　　ヘ　ＦとＨとを結んだ線上Ｆから300メートルの点
　　　　　ト　ＩとＪとを結んだ線上Ｉから300メートルの点
　　　　　チ　Ｋから180度300メートルの点
　　　　　リ　ＫとＬとを結んだ線上Ｋから300メートルの点
　　　　　ヌ　ＬとＫとを結んだ線上Ｌから300メートルの点
　　　　　ル　ＨとＦとを結んだ線上Ｈから300メートルの点
　　　　　ヲ　ＪとＣとを結んだ線上Ｊから300メートルの点
　　　　　ワ　ＪとＧとを結んだ線上Ｊから300メートルの点
　　　　　カ　Ｍから90度300メートルの点
　　　　　ヨ　Ｎから90度300メートルの点
　　　　　タ　ＯとＧとを結んだ線上Ｏから300メートルの点とレとを結んだ
線とＬとＰとを結んだ線との交点
　　　　　レ　ＱとＲとを結んだ線の中央点
　　　　　ソ　ＳとＴとを結んだ線の中央点
　　　　　ツ　ＵとＶとを結んだ線の中央点
　　　　　ネ　ＷとＸとを結んだ線上Ｗから300メートルの点
　　　　　ナ　ＹとＷとを結んだ線上Ｙから300メートルの点
　　　　　ラ　ＹとＺとを結んだ線上Ｙから500メートルの点
　　　　　ム　Ａ′とＢ′とを結んだ線上Ａ′から300メートルの点
　　　　　ウ　Ｃ′とＤ′とを結んだ線上Ｃ′から300メートルの点
ヰ　Ｃ′とＢ′とを結んだ線上Ｃ′から300メートルの点
　　　　　ノ　Ｅ′とＦ′とを結んだ線上Ｅ′から300メートルの点
　　　　　オ　Ｇ′とＨ′とを結んだ線上Ｇ′から300メートルの点
　　　　　ク　Ｉ′とＨ′とを結んだ線上Ｉ′から300メートルの点
ヤ　Ｊ′とＨ′とを結んだ線上Ｊ′から300メートルの点
　　　　　マ　Ｋ′とＬ′とを結んだ線上Ｋ′から300メートルの点
　　　　　ケ　Ｍ′とＮ′とを結んだ線上Ｍ′から300メートルの点
　　　　　フ　Ｏ′とＮ′とを結んだ線上Ｏ′から300メートルの点
　　　　　コ　Ｐ′とＨ′とを結んだ線上Ｐ′から300メートルの点



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地 条件漁場の区域

共第85号 山口県漁業協同組合 熊毛郡上関町叶島地先 次のイ、ロ、ハ、ニ、イの各点を順次結んだ線によって囲まれた区域
　　点の位置
　　　基点Ａ　熊毛郡上関町叶島南西端
　　　　　Ｂ　光市牛島平茂鼻東端
　　　　　Ｃ　熊毛郡上関町祝島烏帽子鼻東端
　　　　　Ｄ　〃　　〃　　叶島東端
　　　　　Ｅ　〃　　〃　　長島師走鼻北西端
　　　　　Ｆ　〃　　平生町周防筏瀬灯標
点イ　ＡとＢとを結んだ線上Ａから300メートルの点
　　　　　ロ　ＡとＣとを結んだ線上Ａから300メートルの点
　　　　　ハ　ＤとＥとを結んだ線上Ｄから300メートルの点
　　　　　ニ　ＤとＦとを結んだ線上Ｄから300メートルの点

第一種共同漁業、第二
種共同漁業

令和6 年 1 月1 日から
令和15 年 12 月 31日
まで

団体 熊毛郡上関町大字長島（四代地区を除く。）及び
大字八島

余白

共第86号 山口県漁業協同組合 熊毛郡上関町大字八島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、ト、チ、リ、ヌ、ル、ヲ、ワ、イの各点を順次結
んだ線によって囲まれた区域
　　点の位置
　　　基点Ａ　熊毛郡上関町八島洲崎北東端
　　　　　Ｂ　〃　　〃　　舵掛岩灯標
　　　　　Ｃ　〃　　〃　　八島粒瀬北端
　　　　　Ｄ　〃　　〃　　横島岩戸崎南西端
　　　　　Ｅ　〃　　〃　　八島センガイ瀬西端
　　　　　Ｆ　〃　　〃　　八島港Ａ1防波堤灯台基部
　　　　　Ｇ　〃　　〃　　天田島灯台基部
Ｈ　〃　　〃　　八島地蔵鼻西端
　　　　　Ｉ　〃　　〃　　八島西端
　　　　　Ｊ　〃　　〃　　八島灯台基部
　　　　　Ｋ　〃　　〃　　八島盛鼻東端
　　　　　Ｌ　〃　　〃　　八島小久米東端
　　　　　Ｍ　〃　　〃　　八島惣崎東端
　　　　　Ｎ　〃　　〃　　八島古浦東端
　　　　点イ　ＡとＢとを結んだ線上Ａから300メートルの点
　　　　　ロ　ＣとＤとを結んだ線上Ｃから300メートルの点
　　　　　ハ　Ｅから270度300メートルの点
　　　　　ニ　ＦとＧとを結んだ線上Ｆから300メートルの点
　　　　　ホ　ＨとＧとを結んだ線上Ｈから300メートルの点
　　　　　ヘ　Ｉから270度300メートルの点
　　　　　ト　Ｊから180度300メートルの点
　　　　　チ　Ｊから72度1,630メートルの点
　　　　　リ　Ｋから90度300メートルの点
　　　　　ヌ　Ｌから90度300メートルの点
　　　　　ル　Ｍから90度300メートルの点
　　　　　ヲ　Ｎから90度300メートルの点
　　　　　ワ　Ａから90度300メートルの点

第一種共同漁業、第二
種共同漁業

令和6 年 1 月1 日から
令和15 年 12 月 31日
まで

団体 熊毛郡上関町大字長島（四代地区を除く。）及び
大字八島

第 3 種共同漁業権に対
抗することができない。

(第一種共同漁業)
あおさ漁業
あおのり漁業
あらめ漁業
いぎす漁業
いわのり漁業
おごのり漁業
かじめ漁業
てんぐさ漁業
ひじき漁業
ふのり漁業
ほんだわら漁業
もずく漁業
わかめ漁業
あかがい漁業
あさり漁業
あわび漁業
いがい漁業
うちむらさき漁業
おおのがい漁業
かき漁業
さざえ漁業
たいらぎ漁業
とこぶし漁業
とりがい漁業
なみがい漁業
にし漁業
にな漁業
ばかがい漁業
はまぐり漁業
まてがい漁業
みるくい漁業
もがい漁業
いせえび漁業
うに漁業
えむし漁業
かめのて漁業
しゃこ漁業
たこ漁業
なまこ漁業
(第二種共同漁業)
建網漁業（網丈1.5ﾒｰﾄﾙ以下のものに限る。）
小型定置網漁業
いか巣網漁業

(第一種共同漁業)
12月1日から翌年5月31日まで
12月1日から翌年4月30日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
12月1日から翌年4月30日まで
2月1日から8月31日まで
1月1日から12月31日まで
11月1日から翌年7月31日まで
12月1日から翌年6月30日まで
2月1日から11月30日まで
1月1日から12月31日まで
12月1日から翌年4月30日まで
1月1日から6月30日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
(第二種共同漁業)
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
4月1日から6月30日まで

(第一種共同漁業)
あおさ漁業
あおのり漁業
あらめ漁業
いぎす漁業
いわのり漁業
おごのり漁業
かじめ漁業
てんぐさ漁業
ひじき漁業
ふのり漁業
ほんだわら漁業
もずく漁業
わかめ漁業
あかがい漁業
あさり漁業
あわび漁業
いがい漁業
うちむらさき漁業
おおのがい漁業
かき漁業
さざえ漁業
たいらぎ漁業
とこぶし漁業
とりがい漁業
なみがい漁業
にし漁業
にな漁業
ばかがい漁業
はまぐり漁業
まてがい漁業
みるくい漁業
もがい漁業
いせえび漁業

(第一種共同漁業)
12月1日から翌年5月31日まで
12月1日から翌年4月30日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
12月1日から翌年4月30日まで
2月1日から8月31日まで
1月1日から12月31日まで
11月1日から翌年7月31日まで
12月1日から翌年6月30日まで
2月1日から11月30日まで
1月1日から12月31日まで
12月1日から翌年4月30日まで
1月1日から6月30日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地 条件漁場の区域

共第87号 山口県漁業協同組合 熊毛郡上関町横島岩戸
崎地先

次のＡ、イ、ロ、Ｃの各点を順次結んだ線と最大高潮時海岸線とによっ
て囲まれた区域
　　点の位置
　　　基点Ａ　熊毛郡上関町横島岩戸崎南端
　　　　　Ｂ　〃　　〃　　宇和島南西端
　　　　　Ｃ　〃　　〃　　横島平バエ鼻東端
　　　　　Ｄ　〃　　〃　　八島洲崎北東端
　　　　点イ　ＡとＢとを結んだ線上Ａから1,000メートルの点
　　　　　ロ　ＣとＤとを結んだ線上Ｃから1,200メートルの点

第三種共同漁業 たい飼付漁業 1月1日から12月31日まで 令和6 年 1 月1 日から
令和15 年 12 月 31日
まで

団体 熊毛郡上関町大字長島（四代地区を除く。）及び
大字八島

余白

共第88号 山口県漁業協同組合 熊毛郡上関町八島平根
崎地先

次のイ、ロ、ハ、ニ、イの各点を順次結んだ線によって囲まれた区域
　　点の位置
　　　基点Ａ　熊毛郡上関町八島灯台基部
　　　　点イ　Ａから240度600メートルの点
　　　　　ロ　Ａから205度1,300メートルの点
　　　　　ハ　Ａから155度1,300メートルの点
　　　　　ニ　Ａから120度600メートルの点

第三種共同漁業 たい飼付漁業 1月1日から12月31日まで 令和6 年 1 月1 日から
令和15 年 12 月 31日
まで

団体 熊毛郡上関町大字長島（四代地区を除く。）及び
大字八島

余白

共第89号 山口県漁業協同組合 熊毛郡上関町長島四代
地先

第一種共同漁業、第二
種共同漁業

令和6 年 1 月1 日から
令和15 年 12 月 31日
まで

団体 熊毛郡上関町大字長島四代地区 余白次のＡ、イ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、ト、チ、リ、ヌ、ル、ヲ、ワ、カ、ヨ、Ｎの各
点を順次結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域
　　点の位置
　　　基点Ａ　熊毛郡上関町長島ゾウ人ケ浦北端
　　　　　Ｂ　光市牛島平茂鼻東端
　　　　　Ｃ　熊毛郡上関町長島現後鼻西端
　　　　　Ｄ　〃　　〃　　祝島烏帽子鼻東端
　　　　　Ｅ　〃　　〃　　鼻繰島東端
　　　　　Ｆ　〃　　〃　　鼻繰島灯台基部
　　　　　Ｇ　〃　　〃　　ホウジロ灯台基部
　　　　　Ｈ　〃　　〃　　長島一ツ石頂上
　　　　　Ｉ　〃　　〃　　天田島北端
　　　　　Ｊ　〃　　〃　　臼瀬沖ノ臼頂上
　　　　　Ｋ　〃　　〃　　天田島灯台基部
Ｌ　〃　　〃　　八島港Ａ1防波堤灯台基部
　　　　　Ｍ　〃　　〃　　長島西の鼻東端
Ｎ　〃　　〃　　長島アオサダイ東端
　　　　　Ｏ　〃　　〃　　八島西端
　　　　点イ　ＡとＢとを結んだ線上Ａから300メートルの点
　　　　　ロ　Ｃから315度300メートルの点
　　　　　ハ　ＣとＤとを結んだ線上Ｃから300メートルの点
　　　　　ニ　ＥとＣとを結んだ線上Ｅから300メートルの点
　　　　　ホ　Ｆから0度300メートルの点
　　　　　ヘ　ＦとＤとを結んだ線上Ｆから300メートルの点
　　　　　ト　ＦとＧとを結んだ線上Ｆから300メートルの点
　　　　　チ　ＨとＧとを結んだ線上Ｈから300メートルの点
　　　　　リ　ＩとＨとを結んだ線上Ｉから300メートルの点
　　　　　ヌ　ＪとＦとを結んだ線上Ｊから300メートルの点
　　　　　ル　ＪとＧとを結んだ線上Ｊから300メートルの点
　　　　　ヲ　Ｋから180度300メートルの点
　　　　　ワ　ＫとＬとを結んだ線上Ｋから300メートルの点
　　　　　カ　Ｍから90度300メートルの点
　　　　　ヨ　ＮとＯとを結んだ線上Ｎから300メートルの点

うに漁業
えむし漁業
かめのて漁業
しゃこ漁業
たこ漁業
なまこ漁業
(第二種共同漁業)
1月1日から12月31日まで

1月1日から12月31日まで
4月1日から6月30日まで

1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
(第二種共同漁業)
1月1日から12月31日まで

1月1日から12月31日まで
4月1日から6月30日まで

(第一種共同漁業)
あおさ漁業
あおのり漁業
あらめ漁業
いぎす漁業
いわのり漁業
おごのり漁業
かじめ漁業
てんぐさ漁業
ひじき漁業
ふのり漁業
ほんだわら漁業
もずく漁業
わかめ漁業
あかがい漁業
あさり漁業
あわび漁業
いがい漁業
かき漁業
さざえ漁業
たいらぎ漁業
とこぶし漁業
とりがい漁業
なみがい漁業
にし漁業
にな漁業
まてがい漁業
みるくい漁業
もがい漁業
いせえび漁業
うに漁業
えむし漁業
かめのて漁業
しゃこ漁業
たこ漁業
なまこ漁業
(第二種共同漁業)
建網漁業（網丈1.5ﾒｰﾄﾙ以下のものに限る。）
小型定置網漁業
いか巣網漁業

(第一種共同漁業)
12月1日から翌年5月31日まで
11月1日から翌年4月30日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
12月1日から翌年4月30日まで
2月1日から8月31日まで
1月1日から12月31日まで
11月1日から翌年7月31日まで
12月1日から翌年6月30日まで
2月1日から11月30日まで
1月1日から12月31日まで
12月1日から翌年4月30日まで
1月1日から6月30日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
(第二種共同漁業)
1月1日から12月31日まで

1月1日から12月31日まで
4月1日から6月30日まで



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地 条件漁場の区域

共第90号 山口県漁業協同組合 熊毛郡上関町祝島地先 第一種共同漁業、第二
種共同漁業

令和6 年 1 月1 日から
令和15 年 12 月 31日
まで

団体 熊毛郡上関町大字祝島 第 3 種共同漁業権に対
抗することができない。

共第91号 山口県漁業協同組合 熊毛郡上関町ホウジロ
島及び宇和島地先

次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、イの各点を順次結んだ線によって囲まれた
区域
　　点の位置
　　　基点Ａ　熊毛郡上関町宇和島北端
　　　　　Ｂ　〃　　〃　　鼻繰島灯台基部
　　　　　Ｃ　〃　　〃　　ホウジロ灯台基部
　　　　　Ｄ　〃　　〃　　祝島烏帽子鼻東端
　　　　　Ｅ　〃　　〃　　ホウジロ島西端
　　　　　Ｆ　〃　　〃　　宇和島南東端
　　　　点イ　ＡとＢとを結んだ線上Ａから300メートルの点
　　　　　ロ　ＣとＤとを結んだ線上Ｃから300メートルの点
　　　　　ハ　Ｅから270度300メートルの点
ニ　Ｅから180度300メートルの点
　　　　　ホ　Ｆから135度300メートルの点
ヘ　Ａから45度300メートルの点

第一種共同漁業、第二
種共同漁業

令和6 年 1 月1 日から
令和15 年 12 月 31日
まで

団体 熊毛郡上関町 余白

(第一種共同漁業)
あおさ漁業
あおのり漁業
あらめ漁業
いぎす漁業
いわのり漁業
おごのり漁業
かじめ漁業
てんぐさ漁業
ひじき漁業
ふのり漁業
ほんだわら漁業
もずく漁業
わかめ漁業
あかがい漁業
あさり漁業
あわび漁業
いがい漁業
うちむらさき漁業
おおのがい漁業
かき漁業
さざえ漁業
たいらぎ漁業
とこぶし漁業
とりがい漁業
なみがい漁業
にし漁業
にな漁業
はまぐり漁業
まてがい漁業
みるくい漁業
もがい漁業
いせえび漁業
うに漁業
えむし漁業
かめのて漁業
しゃこ漁業
たこ漁業
なまこ漁業
(第二種共同漁業)
建網漁業（網丈1.5ﾒｰﾄﾙ以下のものに限る。）
小型定置網漁業
いか巣網漁業

(第一種共同漁業)
12月1日から翌年5月31日まで
12月1日から翌年4月30日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
12月1日から翌年4月30日まで
2月1日から8月31日まで
1月1日から12月31日まで
11月1日から翌年7月31日まで
12月1日から翌年6月30日まで
2月1日から11月30日まで
1月1日から12月31日まで
12月1日から翌年4月30日まで
1月1日から6月30日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
(第二種共同漁業)
1月1日から12月31日まで

1月1日から12月31日まで
4月1日から6月30日まで

次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、ト、チ、リ、ヌ、ル、ヲ、ワ、カ、ヨ、タ、イの各
点を順次結んだ線によって囲まれた区域
　　点の位置
　　　基点Ａ　熊毛郡上関町祝島小山ノ鼻北端
　　　　　Ｂ　光市牛島竜尾岬西端
　　　　　Ｃ　熊毛郡上関町大字祝島字峯ノ本1204番地6地先の護岸に設
置した標識
　　　　　Ｄ　〃　　〃　　〃　　　字通り矢2331番地地先の護岸に設置した
標識
　　　　　Ｅ　〃　　〃　　小祝島白石北端
　　　　　Ｆ　〃　　〃　　大字祝島字通り矢159番地2地先の護岸に設置し
た標識
　　　　　Ｇ　〃　　〃　　小祝島南端
　　　　　Ｈ　〃　　〃　　祝島小田岩北端
Ｉ　〃　　〃　　小島北端
　　　　　Ｊ　〃　　〃　　小祝島平棒東端
Ｋ　〃　　〃　　小祝島豆腐瀬西端
　　　　　Ｌ　〃　　〃　　小祝島カマノウラ西端
　　　　　Ｍ　〃　　〃　　小島ムシロウチ頂上
　　　　　Ｎ　〃　　〃　　祝島矢尾鼻南端
　　　　　Ｏ　〃　　〃　　祝島院倉ノ越南端
　　　　　Ｐ　〃　　〃　　祝島翁鼻南端
　　　　　Ｑ　〃　　〃　　祝島烏帽子鼻東端
　　　　　Ｒ　〃　　〃　　天田島灯台基部
　　　　　Ｓ　〃　　〃　　祝島オトモ鼻西Ｃ護岸東角
　　　　　Ｔ　〃　　〃　　叶島西端
　　　　点イ　ＡとＢとを結んだ線上Ａから300メートルの点
　　　　　ロ　Ｃから315度300メートルの点
　　　　　ハ　ＤとＥとを結んだ線上Ｄから300メートルの点
　　　　　ニ　ＦとＧとを結んだ線上Ｆから300メートルの点
　　　　　ホ　Ｈから0度300メートルの点
　　　　　ヘ　Ｉから0度300メートルの点
　　　　　ト　Ｊから90度300メートルの点
　　　　　チ　Ｅから0度300メートルの点
　　　　　リ　Ｋから270度300メートルの点
　　　　　ヌ　Ｌから270度300メートルの点
　　　　　ル　Ｍから225度300メートルの点
　　　　　ヲ　Ｎから225度300メートルの点
　　　　　ワ　Ｏから180度300メートルの点
　　　　　カ　Ｐから180度300メートルの点
　　　　　ヨ　ＱとＲとを結んだ線上Ｑから500メートルの点
　　　　　タ　ＳとＴとを結んだ線上Ｓから300メートルの点

(第一種共同漁業）
あおさ漁業
あおのり漁業
あらめ漁業
いぎす漁業
いわのり漁業
おごのり漁業
かじめ漁業
てんぐさ漁業
ひじき漁業
ふのり漁業
ほんだわら漁業
もずく漁業
わかめ漁業
あかがい漁業
あさり漁業
あわび漁業
いがい漁業
うちむらさき漁業
おおのがい漁業
かき漁業
さざえ漁業
たいらぎ漁業
とこぶし漁業
とりがい漁業
なみがい漁業
にし漁業
にな漁業
はまぐり漁業
まてがい漁業
みるくい漁業
もがい漁業
いせえび漁業
うに漁業

(第一種共同漁業)
12月1日から翌年5月31日まで
12月1日から翌年4月30日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
12月1日から翌年4月30日まで
2月1日から8月31日まで
1月1日から12月31日まで
11月1日から翌年7月31日まで
12月1日から翌年6月30日まで
2月1日から11月30日まで
1月1日から12月31日まで
12月1日から翌年4月30日まで
1月1日から6月30日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地 条件漁場の区域

共第92号 山口県漁業協同組合 熊毛郡上関町小祝島瀬
戸地先

次のＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄの各点を順次結んだ線と最大高潮時海岸線とによって
囲まれた区域
　　点の位置
　　　基点Ａ　熊毛郡上関町小祝島南西端
　　　　　Ｂ　〃　　〃　　祝島平ドア頂上
　　　　　Ｃ　〃　　〃　　小島北東端
　　　　　Ｄ　〃　　〃　　小祝島北東端

第三種共同漁業 たい飼付漁業 1月1日から12月31日まで 令和6 年 1 月1 日から
令和15 年 12 月 31日
まで

団体 熊毛郡上関町大字祝島 余白

共第93号 山口県漁業協同組合 熊毛郡上関町祝島烏帽
子鼻地先

次のＡ、イ、ロ、ハ、Ｅの各点を順次結んだ線と最大高潮時海岸線とに
よって囲まれ
た区域
　　点の位置
　　　基点Ａ　熊毛郡上関町祝島烏帽子鼻に設置した標柱
　　　　　Ｂ　〃　　〃　　天田島灯台基部
　　　　　Ｃ　〃　　〃　　祝島オトモ鼻西Ｃ護岸東角
　　　　　Ｄ　〃　　〃　　叶島西端
　　　　　Ｅ　〃　　〃　　大字祝島986番地2地先の護岸に設置した標識
　　　　　Ｆ　〃　　〃　　長島現後鼻北西端
　　　　点イ　ＡとＢとを結んだ線上Ａから500メートルの点
　　　　　ロ　ＣとＤとを結んだ線上Ｃから300メートルの点
　　　　　ハ　ＥとＦとを結んだ線上Ｅから500メートルの点

第三種共同漁業 たい飼付漁業 1月1日から12月31日まで 令和6 年 1 月1 日から
令和15 年 12 月 31日
まで

団体 熊毛郡上関町大字祝島 余白

共第94号 山口県漁業協同組合 光市並びに熊毛郡田布
施町、平生町及び上関
町沖合

第一種共同漁業、第二
種共同漁業

(第一種共同漁業)
あかがい漁業
いたやがい漁業
うちむらさき漁業
おおのがい漁業
たいらぎ漁業
とりがい漁業
なみがい漁業
にし漁業
まてがい漁業
みるくい漁業
もがい漁業
しゃこ漁業
たこ漁業
なまこ漁業
(第二種共同漁業)
建網漁業（網丈1.5ﾒｰﾄﾙ以下のものに限る。）
いか巣網漁業

(第一種共同漁業)
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
(第二種共同漁業)
1月1日から12月31日まで

4月1日から6月30日まで

令和6 年 1 月1 日から
令和15 年 12 月 31日
まで

団体 光市並びに熊毛郡田布施町、平生町及び上関
町

第 3 種共同漁業権に対
抗することができない。

次のＡ、イ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、Ｍ、ト、チ、Ｎの各点を順次結んだ線、Ｓ
とＴとを結んだ線及びＵとＶとを結んだ線と最大高潮時海岸線とによって
囲まれた区域（共第74号、共第77号から共第86号まで及び共第89号か
ら共第91号までの漁業権に係る漁場の区域を除く。）
　　点の位置
　　　基点Ａ　光市大字浅江字懸山周南流域下水道浄化センター埋立地
南西端から護岸沿いに東へ89.5メートルの点に設置した標柱
　　　　　Ｂ　〃　牛島黒岳南端
　　　　　Ｃ　防府市野島定兼鼻南端
　　　　　Ｄ　熊毛郡上関町祝島オトモ鼻西Ｃ護岸東角
　　　　　Ｅ　下松市笠戸島火振岬南端
　　　　　Ｆ　熊毛郡平生町佐合島蜂巣鼻北端
　　　　　Ｇ　光市尾島仏の岩北端
　　　　　Ｈ　〃　大字室積村梶取岬南端
　　　　　Ｉ　〃　尾島明神鼻東端
　　　　　Ｊ　熊毛郡上関町八島灯台基部
　　　　　Ｋ　〃　　〃　　祝島南西端
　　　　　Ｌ　〃　　〃　　ホウジロ灯台基部
　　　　　Ｍ　柳井市ハンドウ島西端
　　　　　Ｎ　熊毛郡上関町と柳井市との最大高潮時海岸線における境
界点
　　　　　Ｏ　柳井市平郡島櫛崎南端
　　　　　Ｐ　熊毛郡上関町横島岩戸崎南端
　　　　　Ｑ　柳井市平郡島蛇の池西側角
　　　　　Ｒ　熊毛郡上関町大字室津千葉崎南東端
　　　　　Ｓ　光市浅江千歳大橋右岸南角
　　　　　Ｔ　〃　島田千歳大橋左岸南角
　　　　　Ｕ　熊毛郡田布施町大字麻郷新八海橋右岸北角
　　　　　Ｖ　〃　　平生町新八海橋左岸北角
　　　　点イ　Ａから199度の線とＢとＣとを結んだ線との交点
　　　　　ロ　ＦからＧを見通した線とＤとＥとを結んだ線との交点
　　　　　ハ　ＨからＩを見通した線とＪからＫを見通した線との交点
　　　　　ニ　Ｌから180度3,000メートルの点
　　　　　ホ　Ｊから160度3,000メートルの点
　　　　　ヘ　Ｊから115度4,000メートルの点
　　　　　ト　ＯとＰとを結んだ線の中央点
　　　　　チ　ＭとＮとを結んだ線とＱとＲとを結んだ線との交点

えむし漁業
かめのて漁業
しゃこ漁業
たこ漁業
なまこ漁業
(第二種共同漁業)
建網漁業（網丈1.5ﾒｰﾄﾙ以下のものに限る。）
小型定置網漁業
いか巣網漁業

1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
(第二種共同漁業)
1月1日から12月31日まで

1月1日から12月31日まで
4月1日から6月30日まで



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地 条件漁場の区域

共第95号 山口県漁業協同組合 柳井市阿月地先 次のＡ、イ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、ト、チ、Ｎの各点を順次結んだ線と最大
高潮時海岸線とによって囲まれた区域（次のＰ、リ、ヌ、Ｑの各点を順次
結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域を除く。）
　　点の位置
　　　基点Ａ　熊毛郡上関町と柳井市との最大高潮時海岸線における境
界点
　　　　　Ｂ　柳井市ハンドウ島西端
　　　　　Ｃ　〃　　阿月黒崎鼻東端
　　　　　Ｄ　大島郡周防大島町下荷内島南端
　　　　　Ｅ　柳井市阿月鍋割鼻東端
　　　　　Ｆ　大島郡周防大島町下荷内島北端
　　　　　Ｇ　柳井市阿月横添鼻東端
　　　　　Ｈ　大島郡周防大島町大字戸田押前鼻北端
　　　　　Ｉ　柳井市阿月漁港（相ノ浦）Ａ防波堤北東角
　　　　　Ｊ　大島郡周防大島町彦島頂上
　　　　　Ｋ　柳井市阿月黒崎北東端
　　　　　Ｌ　〃　　〃　高辺鼻北端
　　　　　Ｍ　大島郡周防大島町大字日見日見崎西端
　　　　　Ｎ　柳井市阿月面影鼻東端
　　　　　Ｏ　大島郡周防大島町大字志佐脇ケ鼻西端
　　　　　Ｐ　柳井市阿月鍋割鼻に設置した標識
　　　　　Ｑ　〃　　〃　池の浦水窪東端
　　　　点イ　ＡとＢとを結んだ線上Ａから300メートルの点
　　　　　ロ　ＣとＤとを結んだ線上Ｃから300メートルの点
　　　　　ハ　ＥとＦとを結んだ線上Ｅから300メートルの点
　　　　　ニ　ＧとＨとを結んだ線上Ｇから300メートルの点
　　　　　ホ　ＩとＪとを結んだ線上Ｉから300メートルの点
ヘ　ＫとＪとを結んだ線上Ｋから300メートルの点
　　　　　ト　ＬとＭとを結んだ線上Ｌから300メートルの点
チ　ＮとＯとを結んだ線上Ｎから300メートルの点
　　　　　リ　Ｐから90度80メートルの点
　　　　　ヌ　Ｑから90度80メートルの点

第一種共同漁業 あおさ漁業
あおのり漁業
あまも漁業
あらめ漁業
いぎす漁業
いわのり漁業
おごのり漁業
かじめ漁業
てんぐさ漁業
ひじき漁業
ふのり漁業
ほんだわら漁業
もずく漁業
わかめ漁業
あさり漁業
あわび漁業
いがい漁業
おおのがい漁業
かき漁業
さざえ漁業
とこぶし漁業
にし漁業
にな漁業
ばかがい漁業
はまぐり漁業
まてがい漁業
もがい漁業
うに漁業
えむし漁業

12月1日から翌年5月31日まで
11月1日から翌年5月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
3月1日から10月31日まで
11月1日から翌年4月30日まで
12月1日から翌年8月31日まで
1月1日から12月31日まで
11月1日から翌年7月31日まで
12月1日から翌年6月30日まで
1月1日から6月30日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から6月30日まで
12月1日から翌年5月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで

令和6 年 1 月1 日から
令和15 年 12 月 31日
まで

団体 柳井市阿月 余白

共第96号 山口県漁業協同組合 柳井市伊保庄地先 第一種共同漁業 あおさ漁業
あおのり漁業
あまも漁業
あらめ漁業
いぎす漁業
いわのり漁業
おごのり漁業
かじめ漁業
てんぐさ漁業
ひじき漁業
ふのり漁業
ほんだわら漁業
もずく漁業
わかめ漁業
あさり漁業
あわび漁業
いがい漁業
おおのがい漁業
かき漁業
さざえ漁業
とこぶし漁業
にし漁業
にな漁業
ばかがい漁業
はまぐり漁業
まてがい漁業
もがい漁業
うに漁業
えむし漁業

12月1日から翌年5月31日まで
11月1日から翌年5月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
3月1日から10月31日まで
11月1日から翌年4月30日まで
12月1日から翌年8月31日まで
1月1日から12月31日まで
11月1日から翌年7月31日まで
12月1日から翌年6月30日まで
1月1日から6月30日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から6月30日まで
12月1日から翌年5月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで

令和6 年 1 月1 日から
令和15 年 12 月 31日
まで

団体 柳井市伊保庄 余白次のＡ、イ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、ト、チ、Ｋの各点を順次結んだ線及びＭ、
リ、ヌ、ル、Ｒの各点を順次結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲
まれた区域
　　点の位置
　　　基点Ａ　柳井市阿月面影鼻東端
　　　　　Ｂ　大島郡周防大島町大字志佐脇ケ鼻西端
　　　　　Ｃ　柳井市烏島南端
　　　　　Ｄ　大島郡周防大島町大字日見日見崎西端
　　　　　Ｅ　柳井市烏島北端
　　　　　Ｆ　大島郡周防大島町野島頂上
　　　　　Ｇ　柳井市裸島頂上
　　　　　Ｈ　〃　　伊保庄向田川河口左岸東角
　　　　　Ｉ　〃　　〃　　黒島防波堤基部
　　　　　Ｊ　大島郡周防大島町笠佐島北西端
　　　　　Ｋ　柳井市柳井字宮本塩浜中国電力株式会社柳井発電所揚液
桟橋基部
　　　　　Ｌ　大島郡周防大島町笠佐島南端
　　　　　Ｍ　柳井市柳井字宮本塩浜中国電力株式会社柳井発電所西護
岸水路出口に設置した標識
　　　　　Ｎ　〃　　伊保庄上浜塩田跡地護岸水路出口南東角
　　　　　Ｏ　〃　　南浜4丁目柳井湾一号埋立地護岸南西角
　　　　　Ｐ　〃　　南浜3丁目土穂石川水門左岸下流端
　　　　　Ｑ　〃　　伊保庄土穂石川水門右岸下流端
　　　　　Ｒ　〃　　〃　　旧旭橋右岸下流端
　　　　　Ｓ　〃　　南浜3丁目旧旭橋左岸下流端
　　　　点イ　ＡとＢとを結んだ線上Ａから300メートルの点
　　　　　ロ　ＣとＤとを結んだ線上Ｃから300メートルの点
　　　　　ハ　ＥとＢとを結んだ線上Ｅから300メートルの点
ニ　ＥとＦとを結んだ線上Ｅから300メートルの点
ホ　ＥとＧとを結んだ線上Ｅから300メートルの点
ヘ　ＨとＥとを結んだ線上Ｈから300メートルの点
　　　　　ト　ＩとＪとを結んだ線上Ｉから500メートルの点
　　　　　チ　ＥとＧとを結んだ線とＫとＬとを結んだ線との交点
　　　　　リ　ＮとＯとを結んだ線の中央点
　　　　　ヌ　ＰとＱとを結んだ線の中央点
　　　　　ル　ＲとＳとを結んだ線の中央点



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地 条件漁場の区域

共第97号 山口県漁業協同組合 柳井市柳井地先 次のＡ、イ、ロ、ハ、Ｇの各点を順次結んだ線と最大高潮時海岸線とに
よって囲まれた区域
　　点の位置
　　　基点Ａ　柳井市南浜3丁目旧旭橋左岸下流端
　　　　　Ｂ　〃　　伊保庄旧旭橋右岸下流端
　　　　　Ｃ　〃　　南浜3丁目土穂石川水門左岸下流端
　　　　　Ｄ　〃　　伊保庄土穂石川水門右岸下流端
　　　　　Ｅ　〃　　南浜4丁目柳井湾1号埋立地護岸南西角
　　　　　Ｆ　〃　　伊保庄上浜塩田跡地護岸水路出口南東角
　　　　　Ｇ　〃　　柳井字宮本塩浜中国電力株式会社柳井発電所西護
岸水路出口に設置した標識
　　　　点イ　ＡとＢとを結んだ線の中央点
　　　　　ロ　ＣとＤとを結んだ線の中央点
　　　　　ハ　ＥとＦとを結んだ線の中央点

第一種共同漁業 あおさ漁業
あおのり漁業
あまも漁業
あらめ漁業
おごのり漁業
かじめ漁業
てんぐさ漁業
ひじき漁業
ふのり漁業
ほんだわら漁業
もずく漁業
わかめ漁業
あさり漁業
あわび漁業
いがい漁業
かき漁業
さざえ漁業
とこぶし漁業
にし漁業
にな漁業
ばかがい漁業
はまぐり漁業
まてがい漁業
もがい漁業
うに漁業
えむし漁業

12月1日から翌年5月31日まで
11月1日から翌年5月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
12月1日から翌年8月31日まで
1月1日から12月31日まで
11月1日から翌年7月31日まで
12月1日から翌年6月30日まで
1月1日から6月30日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から6月30日まで
12月1日から翌年5月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで

令和6 年 1 月1 日から
令和15 年 12 月 31日
まで

団体 柳井市（柳井市伊保庄、阿月、平郡、遠崎、大畠
及び神代を除く。）

余白

共第98号 山口県漁業協同組合 柳井市柳井地先 次のＡ、イ、ロ、Ｇの各点を順次結んだ線と最大高潮時海岸線とによっ
て囲まれた区域
　　点の位置
　　　基点Ａ　柳井市柳井字宮本塩浜中国電力株式会社柳井発電所揚
液桟橋基部
　　　　　Ｂ　大島郡周防大島町笠佐島南端
　　　　　Ｃ　柳井市裸島頂上
　　　　　Ｄ　〃　　烏島北端
　　　　　Ｅ　〃　　大島大橋第三橋脚南西角
　　　　　Ｆ　大島郡周防大島町大島大橋第四橋脚北西角
　　　　　Ｇ　柳井市遠崎境川河口左岸南角
　　　　点イ　ＡとＢとを結んだ線とＣとＤとを結んだ線との交点
　　　　　ロ　ＥとＦとを結んだ線の中央点とＣとを結んだ線とＤとＧとを結
んだ線との交点

第一種共同漁業 あおさ漁業
あおのり漁業
あまも漁業
あらめ漁業
おごのり漁業
かじめ漁業
てんぐさ漁業
ひじき漁業
ふのり漁業
ほんだわら漁業
もずく漁業
わかめ漁業
あさり漁業
あわび漁業
いがい漁業
かき漁業
さざえ漁業
とこぶし漁業
にし漁業
にな漁業
ばかがい漁業
はまぐり漁業
まてがい漁業
もがい漁業
うに漁業
えむし漁業

12月1日から翌年5月31日まで
11月1日から翌年5月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
12月1日から翌年8月31日まで
1月1日から12月31日まで
11月1日から翌年7月31日まで
12月1日から翌年6月30日まで
1月1日から6月30日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から6月30日まで
12月1日から翌年5月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで

令和6 年 1 月1 日から
令和15 年 12 月 31日
まで

団体 柳井市（柳井市伊保庄、阿月、平郡、遠崎、大畠
及び神代を除く。）

余白

共第99号 山口県漁業協同組合 柳井市平郡島地先 第一種共同漁業 あおさ漁業
あらめ漁業
いぎす漁業
いわのり漁業
おごのり漁業
かじめ漁業
てんぐさ漁業
ひじき漁業
ふのり漁業
ほんだわら漁業
もずく漁業
わかめ漁業
あさり漁業
あわび漁業
いがい漁業
おおのがい漁業
かき漁業
さざえ漁業
とこぶし漁業
にし漁業
にな漁業
ばかがい漁業
はまぐり漁業
まてがい漁業
もがい漁業
うに漁業
えむし漁業

12月1日から翌年5月31日まで
1月1日から12月31日まで
3月1日から10月31日まで
11月1日から翌年4月30日まで
12月1日から翌年8月31日まで
1月1日から12月31日まで
11月1日から翌年7月31日まで
12月1日から翌年6月30日まで
1月1日から6月30日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から6月30日まで
12月1日から翌年5月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで

令和6 年 1 月1 日から
令和15 年 12 月 31日
まで

団体 柳井市平郡 余白次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、ト、チ、リ、ヌ、ル、ヲ、ワ、カ、ヨ、タ、レ、ソ、
ツ、ネ、ナ、ラ、イの各点を順次結んだ線によって囲まれた区域
　　点の位置
　　　基点Ａ　　柳井市平郡島今崎北端
　　　　　Ｂ　　〃　　掛津島州鼻南端
　　　　　Ｃ　　〃　　平郡島高月鼻北端
　　　　　Ｄ　　〃　　掛津島水谷北西端
　　　　　Ｅ　　〃　　平郡島風無鼻北端
　　　　　Ｆ　　大島郡周防大島町大字秋仏崎南端
　　　　　Ｇ　　柳井市平郡島黒鼻北端
　　　　　Ｈ　　大島郡周防大島町大字出井雨ケ浦鼻東端
　　　　　Ｉ　　柳井市平郡島赤崎北端
　　　　　Ｊ　　大島郡周防大島町大字出井法師岩頂上
　　　　　Ｋ　　柳井市平郡島東風止西端
　　　　　Ｌ　　〃　　平郡島甲月鼻北端
　　　　　Ｍ　　大島郡周防大島町下荷内島頂上
　　　　　Ｎ　　柳井市平郡島蛇の池西側角
　　　　　Ｏ　　熊毛郡上関町横島北端
　　　　　Ｐ　　柳井市平郡島櫛崎南端
　　　　　Ｑ　　熊毛郡上関町横島南端
　　　　　Ｒ　　柳井市ハンドウ島頂上
　　　　　Ｓ　　〃　　平郡漁港（西浦）西Ａ防波堤北西角
　　　　　Ｔ　　〃　　平郡島長砠の鼻西端
　　　　　Ｕ　　〃　　平郡島長崎鼻南端
　　　　　Ｖ　　〃　　平郡島黒崎南端
　　　　　Ｗ　　〃　　平郡沖ノ瀬灯標
　　　　　Ｘ　　〃　　平郡島板敷東端
　　　　　Ｙ　　大島郡周防大島町小水無瀬島南端
Ｚ　　柳井市平郡島盛鼻北東端
Ａ′　大島郡周防大島町小水無瀬島北端
Ｂ′　柳井市掛津島松節鼻東端
　　　　　Ｃ′　〃　　平郡漁港（東浦）羽仁Ａ防波堤南東角
　　　　　Ｄ′　〃　　平郡島盛鼻北端
　　　　点イ　ＡとＢとを結んだ線上Ａから300メートルの点
　　　　　 　
　　　　　 　
　　　　　 　
　　　　　 　
　　　　　 　
　　　　　 　
　　　　　 　
　　　　　 　
　　　　　 　
　　　　　 　
　　　　　 　
　　　　　 　
　　　　　 　
　　　　　 　
　　　　　 　
　　　　　 　
　　　　　 　
　　　　　 　
　　　　　 　
　　　　　 　
　　　　　 　



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地 条件漁場の区域

共第100
号

山口県漁業協同組合 柳井市掛津島地先 次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、イの各点を順次結んだ線によって囲まれた
区域
　　点の位置
　　　基点Ａ　柳井市掛津島松節鼻東端
　　　　　Ｂ　大島郡周防大島町大字秋仏崎南端
　　　　　Ｃ　柳井市掛津島水谷北西端
　　　　　Ｄ　大島郡周防大島町上荷内島南端
　　　　　Ｅ　柳井市掛津島長浜崎西端
　　　　　Ｆ　〃　　平郡島風無鼻北端
　　　　　Ｇ　〃　　掛津島州鼻南端
　　　　　Ｈ　〃　　平郡島今崎北端
　　　　　Ｉ　大島郡周防大島町大字外入伊崎鼻南端
　　　　　Ｊ　柳井市平郡漁港（東浦）羽仁Ａ防波堤南東角
　　　　　Ｋ　大島郡周防大島町大水無瀬島洲首鼻北端
　　　　点イ　ＡとＢとを結んだ線上Ａから300メートルの点
　　　　　ロ　ＣとＤとを結んだ線上Ｃから300メートルの点
　　　　　ハ　ＥとＦとを結んだ線上Ｅから300メートルの点
　　　　　ニ　ＧとＨとを結んだ線上Ｇから300メートルの点
　　　　　ホ　ＨとＩとを結んだ線とＪとＡとを結んだ線との交点
　　　　　ヘ　ＡとＫとを結んだ線上Ａから300メートルの点

第一種共同漁業 あおさ漁業
あらめ漁業
いぎす漁業
いわのり漁業
おごのり漁業
かじめ漁業
てんぐさ漁業
ひじき漁業
ふのり漁業
ほんだわら漁業
もずく漁業
わかめ漁業
あわび漁業
いがい漁業
おおのがい漁業
かき漁業
さざえ漁業
とこぶし漁業
にし漁業
にな漁業
うに漁業
えむし漁業

12月1日から翌年5月31日まで
1月1日から12月31日まで
3月1日から10月31日まで
11月1日から翌年4月30日まで
12月1日から翌年8月31日まで
1月1日から12月31日まで
11月1日から翌年7月31日まで
12月1日から翌年6月30日まで
1月1日から6月30日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から6月30日まで
12月1日から翌年5月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで

令和6 年 1 月1 日から
令和15 年 12 月 31日
まで

団体 柳井市平郡 余白

共第101
号

山口県漁業協同組合 柳井市ハンドウ島地先 次のＢとイとを結んだ線、Ａを中心とした半径150メートルの円の北側の
円弧及びロとＢとを結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区
域
　　点の位置
　　　基点Ａ　柳井市ハンドウ島頂上
　　　　　Ｂ　〃　　ハンドウ島西端
　　　　　Ｃ　熊毛郡上関町横島南端
　　　　　Ｄ　柳井市平郡島櫛崎南端
　　　　　Ｅ　大島郡周防大島町小水無瀬島西泊り乱れ岩頂上
　　　　　Ｆ　熊毛郡上関町八島南端
　　　　　Ｇ　柳井市掛津島松節鼻東端
　　　　　Ｈ　〃　　平郡島盛鼻北東端
点イ　ＣとＤとを結んだ線の中央点とＢとを結んだ線上Ｂから150メートル
の点
ロ　ＥとＦとを結んだ線とＧからＨを見通した線との交点とＢとを結んだ線
上Ｂから150メートルの点

第一種共同漁業 あおさ漁業
あらめ漁業
いぎす漁業
いわのり漁業
おごのり漁業
かじめ漁業
てんぐさ漁業
ひじき漁業
ふのり漁業
ほんだわら漁業
もずく漁業
わかめ漁業
あわび漁業
いがい漁業
かき漁業
さざえ漁業
とこぶし漁業
にし漁業
にな漁業
うに漁業
えむし漁業

12月1日から翌年5月31日まで
1月1日から12月31日まで
3月1日から10月31日まで
11月1日から翌年4月30日まで
12月1日から翌年8月31日まで
1月1日から12月31日まで
11月1日から翌年7月31日まで
12月1日から翌年6月30日まで
1月1日から6月30日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から6月30日まで
12月1日から翌年5月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで

令和6 年 1 月1 日から
令和15 年 12 月 31日
まで

団体 柳井市平郡 余白

　　
　　　 　　
　　　　　 　　 　　
　　　　　 　　 　　
　　　　　 　　 　　
　　　　　 　　 　　
　　　　　 　　
　　　　　 　　
　　　　　 　　
　　　　　 　　
　　　　　 　　
　　　　　 　　
　　　　　 　　 　　
　　　　　 　　
　　　　　 　　
　　　　　 　　
　　　　　 　　
　　　　　 　　
　　　　　 　　
　　　　　 　　 　　
　　　　　 　　 　　
　　　　　 　　 　　
　　　　　 　　 　　
　　　　　 　　 　　
　　　　　 　　 　　
　　　　　 　　

　　
　
　

　　　　　 　 　　
　　　　　 　 　　
　　　　 　
　　　　　ロ　ＣとＤとを結んだ線上Ｃから300メートルの点
　　　　　ハ　ＥとＦとを結んだ線上Ｅから300メートルの点
　　　　　ニ　ＧとＨとを結んだ線上Ｇから300メートルの点
　　　　　ホ　ＩとＪとを結んだ線上Ｉから300メートルの点
　　　　　ヘ　ＫとＬとを結んだ線上Ｋから300メートルの点
　　　　　ト　ＬとＫとを結んだ線上Ｌから300メートルの点
　　　　　チ　ＬとＭとを結んだ線上Ｌから300メートルの点
　　　　　リ　ＮとＯとを結んだ線上Ｎから300メートルの点
　　　　　ヌ　ＰとＱとを結んだ線上Ｐから300メートルの点
　　　　　ル　ＰとＲとを結んだ線上Ｐから300メートルの点
　　　　　ヲ　ＳとＰとを結んだ線上Ｓから300メートルの点
　　　　　ワ　ＴとＲとを結んだ線上Ｔから300メートルの点
　　　　　カ　Ｕから180度300メートルの点
　　　　　ヨ　Ｖから180度300メートルの点
　　　　　タ　Ｗから180度100メートルの点
　　　　　レ　Ｗから90度300メートルの点
　　　　　ソ　ＸとＹとを結んだ線上Ｘから300メートルの点
　　　　　ツ　ＺとＡ′とを結んだ線上Ｚから300メートルの点
　　　　　ネ　ＺとＢ′とを結んだ線上Ｚから300メートルの点
　　　　　ナ　Ｃ′とＤ′とを結んだ線上Ｃ′から300メートルの点
　　　　　ラ　ＺとＡとを結んだ線とＢ′とＣ′とを結んだ線との交点



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地 条件漁場の区域

共第102
号

大畠漁業協同組合 柳井市遠崎及び大畠地
先

次のＡ、イ、ロ、Ｆの各点を順次結んだ線と最大高潮時海岸線とによって
囲まれた区域
　　点の位置
　　　基点Ａ　柳井市遠崎境川河口左岸南角
　　　　　Ｂ　〃　　烏島北端
　　　　　Ｃ　〃　　大島大橋第三橋脚南西角
　　　　　Ｄ　大島郡周防大島町大島大橋第四橋脚北西角
　　　　　Ｅ　柳井市裸島頂上
　　　　　Ｆ　〃　　神代石神川河口左岸南角
　　　　　Ｇ　大島郡周防大島町大字小松中央物揚場東角
点イ　ＡとＢとを結んだ線とＣとＤとを結んだ線の中央点とＥとを結んだ線
との交点
ロ　ＣとＤとを結んだ線の中央点とＥとを結んだ線とＦとＧとを結んだ線と
の交点

第一種共同漁業 あおさ漁業
あおのり漁業
あらめ漁業
いぎす漁業
おごのり漁業
かじめ漁業
てんぐさ漁業
ひじき漁業
ふのり漁業
ほんだわら漁業
もずく漁業
わかめ漁業
あさり漁業
あわび漁業
いがい漁業
かき漁業
さざえ漁業
とこぶし漁業
にし漁業
にな漁業
ばかがい漁業
はまぐり漁業
まてがい漁業
もがい漁業
うに漁業
えむし漁業

12月1日から翌年5月31日まで
11月1日から翌年5月31日まで
1月1日から12月31日まで
3月1日から10月31日まで
12月1日から翌年8月31日まで
1月1日から12月31日まで
11月1日から翌年7月31日まで
12月1日から翌年6月30日まで
1月1日から6月30日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から6月30日まで
12月1日から翌年5月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで

令和6 年 1 月1 日から
令和15 年 12 月 31日
まで

団体 柳井市遠崎、大畠及び神代 区画漁業権に対抗する
ことができない。

共第103
号

大畠漁業協同組合ほか１組合 柳井市神代地先 次のＡ、イ、ロ、ハ、Ｆの各点を順次結んだ線と最大高潮時海岸線とに
よって囲まれた区域
　　点の位置
　　　基点Ａ　柳井市神代石神川河口左岸南角
　　　　　Ｂ　大島郡周防大島町大字小松中央物揚場東角
　　　　　Ｃ　柳井市裸島頂上
　　　　　Ｄ　〃　　大島大橋第三橋脚南西角
　　　　　Ｅ　大島郡周防大島町大島大橋第四橋脚北西角
　　　　　Ｆ　岩国市と柳井市との最大高潮時海岸線における境界点
　　　　　Ｇ　大島郡周防大島町大字椋野幣振鼻北端
　　　　点イ　ＡとＢとを結んだ線とＣとロとを結んだ線との交点
　　　　　ロ　ＤとＥとを結んだ線の中央点
　　　　　ハ　ＦとＧとを結んだ線上Ｆから400メートルの点

第一種共同漁業 あおさ漁業
あおのり漁業
あらめ漁業
いぎす漁業
おごのり漁業
かじめ漁業
てんぐさ漁業
ひじき漁業
ふのり漁業
ほんだわら漁業
もずく漁業
わかめ漁業
あさり漁業
あわび漁業
いがい漁業
かき漁業
さざえ漁業
とこぶし漁業
にし漁業
にな漁業
ばかがい漁業
はまぐり漁業
まてがい漁業
もがい漁業
うに漁業
えむし漁業

12月1日から翌年5月31日まで
11月1日から翌年5月31日まで
1月1日から12月31日まで
3月1日から10月31日まで
12月1日から翌年8月31日まで
1月1日から12月31日まで
11月1日から翌年7月31日まで
12月1日から翌年6月30日まで
1月1日から6月30日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から6月30日まで
12月1日から翌年5月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで

令和6 年 1 月1 日から
令和15 年 12 月 31日
まで

団体 柳井市遠崎、大畠及び神代並びに岩国市由宇
町神東

区画漁業権に対抗する
ことができない。

共第104
号

大畠漁業協同組合ほか１組合 柳井市大磯漁場 次のイ、ロ、ハ、ニ、イの各点を順次結んだ線によって囲まれた区域
　　点の位置
　　　基点Ａ　柳井市神代瀬戸鼻南端
　　　　　Ｂ　大島郡周防大島町笠佐島北西端
　　　　　Ｃ　柳井市神代石神川河口左岸南角
　　　　　Ｄ　大島郡周防大島町大字小松中央物揚場東角
　　　　　Ｅ　柳井市鳴門漁港（遠崎）沖側防波堤南東角
　　　　　Ｆ　大島郡周防大島町小松港小松地区Ａ防波堤基部
　　　　　Ｇ　〃　　〃　　　　野島北西端
　　　　　Ｈ　〃　　〃　　　　笠佐島南東端
　　　　点イ　ＡとＢとを結んだ線とＣとＤとを結んだ線との交点
　　　　　ロ　ＡとＢとを結んだ線とＥとＦとを結んだ線との交点
　　　　　ハ　ＥとＦとを結んだ線とＧからＨを見通した線との交点
　　　　　ニ　ＣとＤとを結んだ線とＧからＨを見通した線との交点

第一種共同漁業 あおさ漁業
あらめ漁業
いぎす漁業
かじめ漁業
てんぐさ漁業
ひじき漁業
ふのり漁業
ほんだわら漁業
もずく漁業
わかめ漁業
あわび漁業
いがい漁業
かき漁業
さざえ漁業
とこぶし漁業
にし漁業
にな漁業
うに漁業
えむし漁業

12月1日から翌年5月31日まで
1月1日から12月31日まで
3月1日から10月31日まで
1月1日から12月31日まで
11月1日から翌年7月31日まで
12月1日から翌年6月30日まで
1月1日から6月30日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から6月30日まで
12月1日から翌年5月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで

令和6 年 1 月1 日から
令和15 年 12 月 31日
まで

団体 柳井市遠崎、大畠及び神代並びに大島郡周防
大島町大字東三蒲、大字西三蒲、大字笠佐島、
大字小松、大字小松開作、大字志佐、大字東屋
代、大字西屋代、大字家房、大字出井、大字戸
田、大字横見、大字日見

余白



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地 条件漁場の区域

共第105
号

神代漁業協同組合 岩国市由宇町神東地先 次のＡ、イ、ロ、ハ、Ｅの各点を順次結んだ線と最大高潮時海岸線とに
よって囲まれた区域
　　点の位置
　　　基点Ａ　岩国市と柳井市との最大高潮時海岸線における境界点
　　　　　Ｂ　大島郡周防大島町大字椋野幣振鼻北端
　　　　　Ｃ　岩国市由宇町由宇漁港（神代駅前）旧防波堤突端跡に設置
した標識
　　　　　Ｄ　大島郡周防大島町福島南端
　　　　　Ｅ　岩国市由宇町神東飛石下の石南端
　　　　　Ｆ　大島郡周防大島町前島北端
　　　　点イ　ＡとＢとを結んだ線上Ａから400メートルの点
　　　　　ロ　ＣとＤとを結んだ線上Ｃから400メートルの点
　　　　　ハ　ＥとＦとを結んだ線上Ｅから500メートルの点

第一種共同漁業 あおさ漁業
あおのり漁業
あらめ漁業
いぎす漁業
いわのり漁業
おごのり漁業
かじめ漁業
てんぐさ漁業
ひじき漁業
ふのり漁業
ほんだわら漁業
もずく漁業
わかめ漁業
あさり漁業
あわび漁業
いがい漁業
おおのがい漁業
かき漁業
さざえ漁業
とこぶし漁業
にし漁業
にな漁業
ばかがい漁業
はまぐり漁業
まてがい漁業
もがい漁業
うに漁業
えむし漁業

12月1日から翌年5月31日まで
11月1日から翌年5月31日まで
1月1日から12月31日まで
3月1日から10月31日まで
11月1日から翌年4月30日まで
12月1日から翌年8月31日まで
1月1日から12月31日まで
11月1日から翌年7月31日まで
12月1日から翌年6月30日まで
1月1日から6月30日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から6月30日まで
12月1日から翌年5月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで

令和6 年 1 月1 日から
令和15 年 12 月 31日
まで

団体 岩国市由宇町神東 区画漁業権に対抗する
ことができない。

共第106
号

由宇漁業協同組合 岩国市由宇町地先 次のＡ、イ、ロ、ハ、Ｅの各点を順次結んだ線及びＧとＨとを結んだ線と
最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域
　　点の位置
　　　基点Ａ　岩国市由宇町神東飛石下の石南端
　　　　　Ｂ　大島郡周防大島町前島北端
　　　　　Ｃ　岩国市由宇町第一干拓護岸北東端
　　　　　Ｄ　〃　　甲島南東端
　　　　　Ｅ　岩国市長野と同市由宇町との最大高潮時海岸線における
境界点
　　　　　Ｆ　広島県呉市倉橋島岳浦山頂上
　　　　　Ｇ　岩国市由宇町山陽本線由宇川橋梁右岸下流端
　　　　　Ｈ　〃　　〃　　山陽本線由宇川橋梁左岸下流端
　　　　点イ　ＡとＢとを結んだ線上Ａから500メートルの点
　　　　　ロ　ＣとＤとを結んだ線上Ｃから300メートルの点
　　　　　ハ　ＥとＦとを結んだ線上Ｅから500メートルの点

第一種共同漁業 あおさ漁業
あおのり漁業
あらめ漁業
いぎす漁業
いわのり漁業
かじめ漁業
てんぐさ漁業
ひじき漁業
ほんだわら漁業
もずく漁業
わかめ漁業
あさり漁業
あわび漁業
いがい漁業
かき漁業
さざえ漁業
とこぶし漁業
にし漁業
にな漁業
もがい漁業
うに漁業
えむし漁業

12月1日から翌年5月31日まで
11月1日から翌年5月31日まで
1月1日から12月31日まで
3月1日から10月31日まで
11月1日から翌年4月30日まで
1月1日から12月31日まで
11月1日から翌年7月31日まで
12月1日から翌年6月30日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から6月30日まで
12月1日から翌年5月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで

令和6 年 1 月1 日から
令和15 年 12 月 31日
まで

団体 岩国市由宇町（岩国市由宇町神東を除く。） 余白

共第107
号

由宇漁業協同組合 岩国市由宇町甲島地先 次のＣ、イ、ロ、ハ、ニ、Ｇの各点を順次結んだ線と最大高潮時海岸線と
によって囲まれた区域
　　点の位置
基点Ａ　岩国市甲島頂上
Ｂ　広島県大竹市玖波町356高地
Ｃ　ＡとＢとを結んだ線と広島県大竹市甲島の最大高潮時海岸線との交
点
Ｄ　岩国市三角町1丁目東新開作護岸南東端
Ｅ　岩国市由宇港由宇1号防波堤灯台基部
Ｆ　広島県呉市鹿島宮の口鼻南端
Ｇ　ＡとＦとを結んだ線と広島県大竹市甲島の最大高潮時海岸線との交
点
　　　　点イ　ＣとＢとを結んだ線上Ｃから300メートルの点
　　　　　ロ　ＡとＤとを結んだ線と最大高潮時海岸線との交点からＤ方向
へ300メートルの点
　　　　　ハ　ＡとＥとを結んだ線と最大高潮時海岸線との交点からＥ方向
へ300メートルの点
　　　　　ニ　ＧとＦとを結んだ線上Ｇから300メートルの点

第一種共同漁業 あおさ漁業
あらめ漁業
いぎす漁業
いわのり漁業
おごのり漁業
かじめ漁業
てんぐさ漁業
ひじき漁業
ふのり漁業
ほんだわら漁業
もずく漁業
わかめ漁業
あさり漁業
あわび漁業
いがい漁業
かき漁業
さざえ漁業
とこぶし漁業
にし漁業
にな漁業
ばかがい漁業
まてがい漁業
もがい漁業
うに漁業
えむし漁業

12月1日から翌年5月31日まで
1月1日から12月31日まで
3月1日から10月31日まで
11月1日から翌年4月30日まで
12月1日から翌年8月31日まで
1月1日から12月31日まで
11月1日から翌年7月31日まで
12月1日から翌年6月30日まで
1月1日から6月30日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から6月30日まで
12月1日から翌年5月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで

令和6 年 1 月1 日から
令和15 年 12 月 31日
まで

団体 岩国市由宇町（岩国市由宇町神東を除く。） 余白



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地 条件漁場の区域

共第108
号

通津漁業協同組合 岩国市通津地先 次のＡ、イ、ロ、Ｃの各点を順次結んだ線と最大高潮時海岸線とによっ
て囲まれた区域
　　点の位置
　　　基点Ａ　岩国市長野と同市由宇町との最大高潮時海岸線における
境界点
　　　　　Ｂ　広島県呉市倉橋島岳浦山頂上
　　　　　Ｃ　岩国市通津波の浦水路出口中央点に設置した標識
　　　　点イ　ＡとＢとを結んだ線上Ａから500メートルの点
　　　　　ロ　ＣとＢとを結んだ線上Ｃから600メートルの点

第一種共同漁業 あおさ漁業
あおのり漁業
あらめ漁業
いぎす漁業
おごのり漁業
かじめ漁業
てんぐさ漁業
ひじき漁業
ふのり漁業
ほんだわら漁業
もずく漁業
わかめ漁業
あさり漁業
あわび漁業
いがい漁業
おおのがい漁業
かき漁業
さざえ漁業
とこぶし漁業
にし漁業
にな漁業
ばかがい漁業
はまぐり漁業
まてがい漁業
もがい漁業
うに漁業
えむし漁業

12月1日から翌年5月31日まで
11月1日から翌年5月31日まで
1月1日から12月31日まで
3月1日から10月31日まで
12月1日から翌年8月31日まで
1月1日から12月31日まで
11月1日から翌年7月31日まで
12月1日から翌年6月30日まで
1月1日から6月30日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から6月30日まで
12月1日から翌年5月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで

令和6 年 1 月1 日から
令和15 年 12 月 31日
まで

団体 岩国市通津及び長野 余白

共第109
号

岩国市漁業協同組合 岩国市地先 次のＡ、イ、ロ、ハ、ニ、ホ、Ｉの各点を順次結んだ線、ＪとＫとを結んだ線
及び最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域
　　点の位置
　　　基点Ａ　岩国市通津波の浦水路出口中央点に設置した標識
Ｂ　広島県呉市倉橋島岳浦山頂上
Ｃ　岩国市藤生町1丁目中国電力株式会社岩国発電所跡地護岸南東
端
Ｄ　〃　　伊勢小島北端
Ｅ　〃　　門前川河口右岸に設置した標識
Ｆ　大島郡周防大島町前島北東端
Ｇ　岩国市三角町1丁目東新開作護岸南東端
Ｈ　〃　　甲島頂上
Ｉ　〃　　岩国基地南防波堤屈折点から護岸沿いに西へ820メートルの点
Ｊ　〃　　門前川堰堤右岸下流端に設置した標識
Ｋ　〃　　門前川堰堤左岸下流端に設置した標識
　　　　点イ　ＡとＢとを結んだ線上Ａから600メートルの点
　　　　　ロ　ＣとＤとを結んだ線上Ｃから500メートルの点
　　　　　ハ　ＥとＦとを結んだ線上Ｅから800メートルの点
　　　　　ニ　ＧとＦとを結んだ線上Ｇから800メートルの点
　　　　　ホ　ＧとＨとを結んだ線上Ｇから800メートルの点

第一種共同漁業 あおさ漁業
あおのり漁業
あらめ漁業
いぎす漁業
おごのり漁業
かじめ漁業
てんぐさ漁業
ひじき漁業
ふのり漁業
ほんだわら漁業
もずく漁業
わかめ漁業
あさり漁業
あわび漁業
いがい漁業
おおのがい漁業
かき漁業
さざえ漁業
とこぶし漁業
にし漁業
にな漁業
ばかがい漁業
はまぐり漁業
まてがい漁業
もがい漁業
うに漁業
えむし漁業

12月1日から翌年5月31日まで
11月1日から翌年5月31日まで
1月1日から12月31日まで
3月1日から10月31日まで
12月1日から翌年8月31日まで
1月1日から12月31日まで
11月1日から翌年7月31日まで
12月1日から翌年6月30日まで
1月1日から6月30日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から6月30日まで
12月1日から翌年5月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで

令和6 年 1 月1 日から
令和15 年 12 月 31日
まで

団体 岩国市（岩国市通津、長野、柱島、由宇町、玖珂
町、本郷町、周東町、錦町、美川町及び美和町
を除く。）

岩国港の区域内におい
ては、船舶の航行、停
泊等を妨げる操業をし
てはならない。

共第110
号

岩国市漁業協同組合 岩国市地先 次のＡ、イ、ロ、ハ、Ｈの各点を順次結んだ線、ＩとＪとを結んだ線及び最
大高潮時海岸線とによって囲まれた区域
　　点の位置
基点Ａ　岩国市岩国基地北防波堤基部から護岸沿いに南へ240メート
ルの点
Ｂ　〃　　岩国基地北防波堤基部から護岸沿いに北へ1,023メートルの
点
　　　　　Ｃ　〃　　姫小島頂上
　　　　　Ｄ　〃　　今津川河口右岸東角に設置した標識
　　　　　Ｅ　広島県江田島市大黒神島南端
　　　　　Ｆ　岩国市飯田町1丁目突堤突端
　　　　　Ｇ　広島県大竹市阿多田島北端
Ｈ　岩国市と玖珂郡和木町との最大高潮時海岸線における境界点に設
置した標識
　　　　　Ｉ　〃　　今津川堰堤右岸下流端に設置した標識
　　　　　Ｊ　〃　　今津川堰堤左岸下流端に設置した標識
　　　　点イ　ＢとＣとを結んだ線上Ｂから450メートルの点
　　　　　ロ　ＤとＥとを結んだ線上Ｄから800メートルの点
　　　　　ハ　ＦとＧとを結んだ線とＣとＨとを結んだ線との交点

第一種共同漁業 あおさ漁業
あおのり漁業
あらめ漁業
いぎす漁業
おごのり漁業
かじめ漁業
てんぐさ漁業
ひじき漁業
ふのり漁業
ほんだわら漁業
もずく漁業
わかめ漁業
あさり漁業
あわび漁業
いがい漁業
おおのがい漁業
かき漁業
さざえ漁業
とこぶし漁業
にし漁業
にな漁業
ばかがい漁業
はまぐり漁業
まてがい漁業
もがい漁業
うに漁業
えむし漁業

12月1日から翌年5月31日まで
11月1日から翌年5月31日まで
1月1日から12月31日まで
3月1日から10月31日まで
12月1日から翌年8月31日まで
1月1日から12月31日まで
11月1日から翌年7月31日まで
12月1日から翌年6月30日まで
1月1日から6月30日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から6月30日まで
12月1日から翌年5月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで

令和6 年 1 月1 日から
令和15 年 12 月 31日
まで

団体 岩国市（岩国市通津、長野、柱島、由宇町、玖珂
町、本郷町、周東町、錦町、美川町及び美和町
を除く。）

岩国港の区域内におい
ては、船舶の航行、停
泊等を妨げる操業をし
てはならない。



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地 条件漁場の区域

共第111
号

和木漁業協同組合 玖珂郡和木町地先 次のＡ、イ、ロ、Ｃ、Ｄ、Ｇ、Ｈの各点を順次結んだ線（ＤとＧとを結ぶ線
は、小瀬川の中央線とする。）と最大高潮時海岸線とによって囲まれた
区域
　　点の位置
基点Ａ　岩国市と玖珂郡和木町との最大高潮時海岸線における境界点
に設置した標識
　　　　　Ｂ　〃　　姫小島頂上
　　　　　Ｃ　広島県と山口県との小瀬川河口における境界第2標石
　　　　　Ｄ　広島県と山口県との小瀬川河口における境界第1標石
　　　　　Ｅ　岩国市甲島頂上
　　　　　Ｆ　広島県大竹市玖波町356高地
　　　　　Ｇ　玖珂郡和木町和木1丁目大和橋中央点
　　　　　Ｈ　〃　　〃　　和木1丁目大和橋右岸下流端
　　　　点イ　ＡとＢとを結んだ線上Ａから500メートルの点
　　　　　ロ　ＤからＣを見通した線とＥとＦとを結んだ線との交点

第一種共同漁業 あおさ漁業
あおのり漁業
あらめ漁業
おごのり漁業
かじめ漁業
てんぐさ漁業
ひじき漁業
ほんだわら漁業
もずく漁業
わかめ漁業
あさり漁業
あわび漁業
いがい漁業
かき漁業
さざえ漁業
しじみがい漁業
とこぶし漁業
にし漁業
にな漁業
ばかがい漁業
はまぐり漁業
まてがい漁業
もがい漁業
うに漁業
えむし漁業

12月1日から翌年5月31日まで
11月1日から翌年5月31日まで
1月1日から12月31日まで
3月1日から8月31日まで
1月1日から12月31日まで
10月1日から翌年8月31日まで
1月1日から6月30日まで
1月1日から12月31日まで
2月1日から9月30日まで
11月1日から翌年7月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで

令和6 年 1 月1 日から
令和15 年 12 月 31日
まで

団体 玖珂郡和木町 岩国港の区域内におい
ては、船舶の航行、停
泊等を妨げる操業をし
てはならない。

共第112
号

岩国市漁業協同組合 岩国市端島、手島及び
保高島地先

次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、ト、チ、イの各点を順次結んだ線によって囲
まれた区域
　　点の位置
　　　基点Ａ　岩国市保高島北端
　　　　　Ｂ　広島県江田島市長島南端
　　　　　Ｃ　岩国市保高島北西端
　　　　　Ｄ　〃　　甲島頂上
　　　　　Ｅ　〃　　中小島頂上
　　　　　Ｆ　〃　　伊勢小島北端
　　　　　Ｇ　〃　　端島南端
　　　　　Ｈ　〃　　芋島西端
　　　　　Ｉ　〃　　黒島南東端
　　　　　Ｊ　〃　　柱島平崎南西端
　　　　　Ｋ　〃　　端島光石鼻東端
　　　　　Ｌ　〃　　石小島頂上
　　　　　Ｍ　〃　　手島東端
　　　　　Ｎ　広島県呉市西五番之砠灯標
　　　　点イ　ＡとＢとを結んだ線上Ａから300メートルの点
　　　　　ロ　ＣとＤとを結んだ線上Ｃから300メートルの点
　　　　　ハ　ＥとＦとを結んだ線上Ｅから300メートルの点
　　　　　ニ　ＥとＦとを結んだ線とＧからＨを見通した線との交点
　　　　　ホ　ＧとＩとを結んだ線上Ｇから300メートルの点
　　　　　ヘ　ＧとＪとを結んだ線上Ｇから300メートルの点
　　　　　ト　ＫとＬとを結んだ線上Ｋから300メートルの点
　　　　　チ　ＭとＮとを結んだ線上Ｍから300メートルの点

第一種共同漁業 あおさ漁業
あらめ漁業
いぎす漁業
いわのり漁業
おごのり漁業
かじめ漁業
てんぐさ漁業
ひじき漁業
ふのり漁業
ほんだわら漁業
もずく漁業
わかめ漁業
あさり漁業
あわび漁業
いがい漁業
かき漁業
さざえ漁業
とこぶし漁業
にし漁業
にな漁業
うに漁業
えむし漁業

12月1日から翌年5月31日まで
1月1日から12月31日まで
3月1日から10月31日まで
11月1日から翌年4月30日まで
12月1日から翌年8月31日まで
1月1日から12月31日まで
11月1日から翌年7月31日まで
12月1日から翌年6月30日まで
1月1日から6月30日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から6月30日まで
12月1日から翌年5月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで

令和6 年 1 月1 日から
令和15 年 12 月 31日
まで

団体 岩国市柱島 区画漁業権に対抗する
ことができない。



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地 条件漁場の区域

共第113
号

岩国市漁業協同組合 岩国市柱島、小柱島、
続島、長島及び福良島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、ト、チ、リ、ヌ、ル、ヲ、ワ、カ、イの各点を順
次結んだ線によって囲まれた区域
　　点の位置
　　　基点Ａ　岩国市小柱島明神神窪の鼻北西端
　　　　　Ｂ　〃　　手島東端
　　　　　Ｃ　〃　　石小島頂上
　　　　　Ｄ　〃　　中小島頂上
　　　　　Ｅ　〃　　端島南端
　　　　　Ｆ　〃　　柱島大崩の鼻西端
　　　　　Ｇ　〃　　柱島平崎南西端
　　　　　Ｈ　大島郡周防大島町頭島セイゼノ上鼻北端
　　　　　Ｉ　岩国市続島州鼻北端
　　　　　Ｊ　〃　　福良島西端
　　　　　Ｋ　〃　　福良島南端
　　　　　Ｌ　大島郡周防大島町大字伊保田松ケ鼻北東端
　　　　　Ｍ　愛媛県松山市津和地島苅藻鼻南西端
　　　　　Ｎ　岩国市続島東端
　　　　　Ｏ　〃　　柱島新宮鼻東端
　　　　　Ｐ　広島県呉市横島南端
　　　　　Ｑ　岩国市柱島柱島港（松田）沖側防波堤北端
　　　　　Ｒ　〃　　小柱島東端
　　　　　Ｓ　広島県呉市西五番之砠灯標
　　　　点イ　ＡとＢとを結んだ線上Ａから300メートルの点
　　　　　ロ　ＣとＤとを結んだ線上Ｃから300メートルの点
　　　　　ハ　ＣとＥとを結んだ線とＦとＤとを結んだ線との交点
　　　　　ニ　ＦとＥとを結んだ線上Ｆから300メートルの点
　　　　　ホ　ＧとＨとを結んだ線上Ｇから300メートルの点
　　　　　ヘ　ＩとＨとを結んだ線上Ｉから300メートルの点
　　　　　ト　ＪとＨとを結んだ線上Ｊから300メートルの点
　　　　　チ　ＫとＬとを結んだ線上Ｋから300メートルの点
リ　ＫとＭとを結んだ線上Ｋから300メートルの点
　　　　　ヌ　Ｎから90度300メートルの点
ル　ＯとＰとを結んだ線上Ｏから300メートルの点
　　　　　ヲ　ＱとＰとを結んだ線上Ｑから300メートルの点

第一種共同漁業 あおさ漁業
あらめ漁業
いぎす漁業
いわのり漁業
おごのり漁業
かじめ漁業
てんぐさ漁業
ひじき漁業
ふのり漁業
ほんだわら漁業
もずく漁業
わかめ漁業
あさり漁業
あわび漁業
いがい漁業
かき漁業
さざえ漁業
とこぶし漁業
にし漁業
にな漁業
うに漁業
えむし漁業

12月1日から翌年5月31日まで
1月1日から12月31日まで
3月1日から10月31日まで
11月1日から翌年4月30日まで
12月1日から翌年8月31日まで
1月1日から12月31日まで
11月1日から翌年7月31日まで
12月1日から翌年6月30日まで
1月1日から6月30日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から6月30日まで
12月1日から翌年5月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで

令和6 年 1 月1 日から
令和15 年 12 月 31日
まで

団体 岩国市柱島 区画漁業権に対抗する
ことができない。

共第114
号

岩国市漁業協同組合 岩国市伊勢小島地先 次のイ、ロ、ハ、ニ、イの各点を順次結んだ線によって囲まれた区域
　　点の位置
　　　基点Ａ　岩国市伊勢小島北端
　　　　　Ｂ　〃　　保高島北西端
　　　　　Ｃ　〃　　由宇港由宇1号防波堤灯台基部
　　　　　Ｄ　〃　　伊勢小島南端
　　　　　Ｅ　大島郡周防大島町前島南端
　　　　　Ｆ　岩国市鞍掛島東端
　　　　点イ　ＡとＢとを結んだ線上Ａから300メートルの点
　　　　　ロ　ＡとＣとを結んだ線上Ａから300メートルの点
　　　　　ハ　ＤとＥとを結んだ線上Ｄから300メートルの点
　　　　　ニ　ＤとＦとを結んだ線上Ｄから300メートルの点

第一種共同漁業 あおさ漁業
あらめ漁業
いぎす漁業
いわのり漁業
おごのり漁業
かじめ漁業
てんぐさ漁業
ひじき漁業
ふのり漁業
ほんだわら漁業
もずく漁業
わかめ漁業
あさり漁業
あわび漁業
いがい漁業
かき漁業
さざえ漁業
とこぶし漁業
にし漁業
にな漁業
うに漁業
えむし漁業

12月1日から翌年5月31日まで
1月1日から12月31日まで
3月1日から10月31日まで
11月1日から翌年4月30日まで
12月1日から翌年8月31日まで
1月1日から12月31日まで
11月1日から翌年7月31日まで
12月1日から翌年6月30日まで
1月1日から6月30日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から6月30日まで
12月1日から翌年5月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで

令和6 年 1 月1 日から
令和15 年 12 月 31日
まで

団体 岩国市柱島 余白

共第115
号

岩国市漁業協同組合 岩国市黒島地先 次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、イの各点を順次結んだ線によって囲まれた区域
　　点の位置
　　　基点Ａ　岩国市黒島北端
　　　　　Ｂ　〃　　伊勢小島南端
　　　　　Ｃ　〃　　黒島ヨモギの鼻西端
　　　　　Ｄ　大島郡周防大島町前島南端
　　　　　Ｅ　岩国市黒島南端
　　　　　Ｆ　大島郡周防大島町大字久賀大崎鼻北端
　　　　　Ｇ　岩国市黒島南東端
　　　　　Ｈ　大島郡周防大島町頭島セイゼノ上鼻北端
　　　　　Ｉ　岩国市黒島荒神小島東端
　　　　　Ｊ　〃　　端島南端
　　　　点イ　ＡとＢとを結んだ線上Ａから300メートルの点
　　　　　ロ　ＣとＤとを結んだ線上Ｃから300メートルの点
　　　　　ハ　ＥとＦとを結んだ線上Ｅから300メートルの点
　　　　　ニ　ＧとＨとを結んだ線上Ｇから300メートルの点
　　　　　ホ　ＩとＪとを結んだ線上Ｉから300メートルの点

第一種共同漁業 あおさ漁業
あらめ漁業
いぎす漁業
いわのり漁業
おごのり漁業
かじめ漁業
てんぐさ漁業
ひじき漁業
ふのり漁業
ほんだわら漁業
もずく漁業
わかめ漁業
あさり漁業
あわび漁業
いがい漁業
かき漁業
さざえ漁業
とこぶし漁業
にし漁業
にな漁業
うに漁業
えむし漁業

12月1日から翌年5月31日まで
1月1日から12月31日まで
3月1日から10月31日まで
11月1日から翌年4月30日まで
12月1日から翌年8月31日まで
1月1日から12月31日まで
11月1日から翌年7月31日まで
12月1日から翌年6月30日まで
1月1日から6月30日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から6月30日まで
12月1日から翌年5月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで

令和6 年 1 月1 日から
令和15 年 12 月 31日
まで

団体 岩国市柱島 区画漁業権に対抗する
ことができない。



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地 条件漁場の区域

共第116
号

岩国市漁業協同組合 岩国市鞍掛島地先 　次のイ、ロ、ハ、ニ、イの各点を順次結んだ線によって囲まれた区域
　　点の位置
　　　基点Ａ　岩国市鞍掛島北端
　　　　　Ｂ　〃　　芋島西端
　　　　　Ｃ　〃　　鞍掛島北西端
　　　　　Ｄ　〃　　黒島南端
　　　　　Ｅ　〃　　鞍掛島南端
　　　　　Ｆ　大島郡周防大島町頭島セイゼノ上鼻北端
　　　　　Ｇ　岩国市鞍掛島東端
　　　　　Ｈ　〃　　福良島南端
　　　　点イ　ＡとＢとを結んだ線上Ａから300メートルの点
　　　　　ロ　ＣとＤとを結んだ線上Ｃから300メートルの点
　　　　　ハ　ＥとＦとを結んだ線上Ｅから300メートルの点
　　　　　ニ　ＧとＨとを結んだ線上Ｇから300メートルの点

第一種共同漁業 あおさ漁業
あらめ漁業
いぎす漁業
いわのり漁業
おごのり漁業
かじめ漁業
てんぐさ漁業
ひじき漁業
ふのり漁業
ほんだわら漁業
もずく漁業
わかめ漁業
あさり漁業
あわび漁業
いがい漁業
かき漁業
さざえ漁業
とこぶし漁業
にし漁業
にな漁業
うに漁業
えむし漁業

12月1日から翌年5月31日まで
1月1日から12月31日まで
3月1日から10月31日まで
11月1日から翌年4月30日まで
12月1日から翌年8月31日まで
1月1日から12月31日まで
11月1日から翌年7月31日まで
12月1日から翌年6月30日まで
1月1日から6月30日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から6月30日まで
12月1日から翌年5月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで

令和6 年 1 月1 日から
令和15 年 12 月 31日
まで

団体 岩国市柱島 余白

共第117
号

大島町漁業協同組合 大島郡周防大島町笠佐
島及び野島地先

次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、イの各点を順次結んだ線によって囲まれた
区域
　　点の位置
　　　基点Ａ　大島郡周防大島町笠佐島北西端
　　　　　Ｂ　柳井市神代瀬戸鼻南端
　　　　　Ｃ　〃　　鳴門漁港（遠崎）沖側防波堤南東角
　　　　　Ｄ　大島郡周防大島町小松港小松地区Ａ防波堤基部
　　　　　Ｅ　柳井市裸島頂上
　　　　　Ｆ　大島郡周防大島町笠佐島西端
　　　　　Ｇ　柳井市伊保庄黒島防波堤基部
　　　　　Ｈ　大島郡周防大島町野島南端
　　　　　Ｉ　柳井市烏島北端
　　　　　Ｊ　大島郡周防大島町大字志佐脇ケ鼻西端
　　　　　Ｋ　〃　　〃　　　　野島北西端
　　　　　Ｌ　〃　　〃　　　　笠佐島南東端
　　　　点イ　ＡとＢとを結んだ線とＣとＤとを結んだ線との交点
　　　　　ロ　ＡとＥとを結んだ線上Ａから300メートルの点
　　　　　ハ　ＦとＧとを結んだ線上Ｆから300メートルの点
　　　　　ニ　ＨとＩとを結んだ線上Ｈから300メートルの点
　　　　　ホ　ＨとＪとを結んだ線上Ｈから300メートルの点
　　　　　ヘ　ＣとＤとを結んだ線とＫからＬを見通した線との交点

第一種共同漁業 あおさ漁業
あまも漁業
あらめ漁業
いぎす漁業
おごのり漁業
かじめ漁業
てんぐさ漁業
ひじき漁業
ふのり漁業
ほんだわら漁業
もずく漁業
わかめ漁業
あさり漁業
あわび漁業
いがい漁業
かき漁業
さざえ漁業
とこぶし漁業
にし漁業
にな漁業
ばかがい漁業
まてがい漁業
もがい漁業
うに漁業
えむし漁業

12月1日から翌年5月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
3月1日から10月31日まで
12月1日から翌年8月31日まで
1月1日から12月31日まで
11月1日から翌年7月31日まで
12月1日から翌年6月30日まで
1月1日から6月30日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から6月30日まで
12月1日から翌年5月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで

令和6 年 1 月1 日から
令和15 年 12 月 31日
まで

団体 大島郡周防大島町大字東三蒲、大字西三蒲、大
字小松、大字笠佐島、大字小松開作、大字志
佐、大字東屋代、大字西屋代、大字日見、大字
横見、大字戸田、大字出井及び大字家房

余白

共第118
号

大島町漁業協同組合 大島郡周防大島町大字
東三蒲、大字西三蒲、
大字小松、大字小松開
作、大字志佐、
大字家房、大字出井、
大字戸田、大字横見及
び大字日見地先

次のＡ、イ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、ト、チ、リ、ヌ、ル、ヲ、ワ、カ、ヨ、タ、レ、
ソ、ツ、ネ、Ｄ′の各点を順次結んだ線と最大高潮時海岸線とによって
囲まれた区域
　　点の位置
　　　基点Ａ　　大島郡周防大島町大字東三蒲と同郡同町大字椋野との
最大高潮時海岸線における境界点
　　　　　Ｂ　　岩国市由宇町水尻川河口左岸東角
　　　　　Ｃ　　大島郡周防大島町大字東三蒲田ノ尻鼻北端
　　　　　Ｄ　　岩国市由宇町相地鼻東端
　　　　　Ｅ　　大島郡周防大島町三蒲漁港東浜防波堤突端
　　　　　Ｆ　　柳井市神代瀬戸鼻南端
　　　　　Ｇ　　大島郡周防大島町大字西三蒲筆崎北端
　　　　　Ｈ　　柳井市大島大橋第三橋脚南西角
　　　　　Ｉ　　大島郡周防大島町大島大橋第四橋脚北西角
　　　　　Ｊ　　〃　　〃　　　　大字小松中央物揚場東角
　　　　　Ｋ　　柳井市神代石神川河口左岸南角
　　　　　Ｌ　　大島郡周防大島町野島北西端
　　　　　Ｍ　　〃　　〃　　　　笠佐島南東端
　　　　　Ｎ　　〃　　〃　　　　大字志佐脇ケ鼻西端
　　　　　Ｏ　　〃　　〃　　　　野島南端
　　　　　Ｐ　　〃　　〃　　　　大字日見日見崎西端
　　　　　Ｑ　　柳井市阿月高辺鼻北端
　　　　　Ｒ　　大島郡周防大島町大字横見横見鼻西端
　　　　　Ｓ　　〃　　〃　　　　彦島頂上
　　　　　Ｔ　　柳井市阿月黒崎鼻東端
　　　　　Ｕ　　大島郡周防大島町下荷内島灯台基部
　　　　　Ｖ　　〃　　〃　　　　大字戸田押前鼻西端
　　　　　Ｗ　　柳井市阿月横添鼻東端
Ｘ　　大島郡周防大島町大字戸田大波崎西端
　　　　　Ｙ　　〃　　〃　　　　大字出井法師岩頂上
Ｚ　　柳井市平郡島赤崎北端
　　　　　Ａ′　大島郡周防大島町大字出井雨ケ浦鼻東端
　　　　　Ｂ′　〃　　〃　　　　大字秋仏崎南端
　　　　　Ｃ′　〃　　〃　　　　大字出井滝ノ鼻南端

第一種共同漁業 あおさ漁業
あおのり漁業
あまも漁業
あらめ漁業
いぎす漁業
おごのり漁業
かじめ漁業
てんぐさ漁業
ひじき漁業
ふのり漁業
ほんだわら漁業
もずく漁業
わかめ漁業
あさり漁業
あわび漁業
いがい漁業
おおのがい漁業
かき漁業
さざえ漁業
とこぶし漁業
にし漁業
にな漁業
ばかがい漁業
まてがい漁業
もがい漁業
うに漁業
えむし漁業

12月1日から翌年5月31日まで
11月1日から翌年5月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
3月1日から10月31日まで
12月1日から翌年8月31日まで
1月1日から12月31日まで
11月1日から翌年7月31日まで
12月1日から翌年6月30日まで
1月1日から6月30日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から6月30日まで
12月1日から翌年5月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで

令和6 年 1 月1 日から
令和15 年 12 月 31日
まで

団体 大島郡周防大島町大字東三蒲、大字西三蒲、大
字小松、大字笠佐島、大字小松開作、大字志
佐、大字東屋代、大字西屋代、大字日見、大字
横見、大字戸田、大字出井及び大字家房

区画漁業権に対抗する
ことができない。



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地 条件漁場の区域

共第119
号

大島町漁業協同組合 大島郡周防大島町上荷
内島及び下荷内島地先

次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、ト、イの各点を順次結んだ線によって囲まれ
た区域
　　点の位置
　　　基点Ａ　大島郡周防大島町上荷内島南端
　　　　　Ｂ　柳井市平郡島黒鼻北端
　　　　　Ｃ　大島郡周防大島町上荷内島東端
　　　　　Ｄ　〃　　〃　　　　沖家室島長瀬灯標
　　　　　Ｅ　〃　　〃　　　　上荷内島北東端
　　　　　Ｆ　〃　　〃　　　　大字戸田押前鼻西端
　　　　　Ｇ　〃　　〃　　　　下荷内島北西端
　　　　　Ｈ　〃　　〃　　　　彦島頂上
　　　　　Ｉ　柳井市阿月横添鼻東端
　　　　　Ｊ　大島郡周防大島町下荷内島南西端
　　　　　Ｋ　熊毛郡上関町舵掛岩灯標
　　　　　Ｌ　大島郡周防大島町下荷内島南端
　　　　　Ｍ　柳井市平郡島甲月鼻北端
　　　　点イ　ＡとＢとを結んだ線上Ａから300メートルの点
　　　　　ロ　ＣとＤとを結んだ線上Ｃから300メートルの点
　　　　　ハ　ＥとＦとを結んだ線上Ｅから300メートルの点
　　　　　ニ　ＧとＨとを結んだ線上Ｇから300メートルの点
　　　　　ホ　ＧとＩとを結んだ線上Ｇから300メートルの点
　　　　　ヘ　ＪとＫとを結んだ線上Ｊから300メートルの点
　　　　　ト　ＬとＭとを結んだ線上Ｌから300メートルの点

第一種共同漁業 あおさ漁業
あまも漁業
あらめ漁業
いぎす漁業
かじめ漁業
てんぐさ漁業
ひじき漁業
ふのり漁業
ほんだわら漁業
もずく漁業
わかめ漁業
あわび漁業
いがい漁業
かき漁業
さざえ漁業
とこぶし漁業
にし漁業
にな漁業
うに漁業
えむし漁業

12月1日から翌年5月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
3月1日から10月31日まで
1月1日から12月31日まで
11月1日から翌年7月31日まで
12月1日から翌年6月30日まで
1月1日から6月30日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から6月30日まで
12月1日から翌年5月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで

令和6 年 1 月1 日から
令和15 年 12 月 31日
まで

団体 大島郡周防大島町大字東三蒲、大字西三蒲、大
字小松、大字笠佐島、大字小松開作、大字志
佐、大字東屋代、大字西屋代、大字日見、大字
横見、大字戸田、大字出井及び大字家房

余白

共第120
号

山口県漁業協同組合 大島郡周防大島町大字
秋、大字西安下庄及び
大字東安下庄地先

次のＡ、イ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、ト、チ、リ、ヌ、ル、ヲ、ワ、Ｎの各点を順
次結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域
　　点の位置
基点Ａ　大島郡周防大島町大字家房と同郡同町大字秋との最大高潮
時海岸線における境界点
Ｂ　柳井市掛津島松節鼻東端
Ｃ　大島郡周防大島町大字秋小崎南端
Ｄ　〃　　〃　　　　〃　西安下庄雀岩頂上
Ｅ　〃　　〃　　　　大字西安下庄安下崎東端
Ｆ　〃　　〃　　　　立島西端
Ｇ　〃　　〃　　　　大字東安下庄立岩南端
Ｈ　〃　　〃　　　　大字西安下庄大泊物揚場北端
Ｉ　〃　　〃　　　　大字東安下庄竜崎南端
Ｊ　〃　　〃　　　　大字西安下庄庄防波堤東端
Ｋ　〃　　〃　　　　安下庄港亀島西防波堤灯台基部
Ｌ　〃　　〃　　　　大字東安下庄竜崎西端
Ｍ　〃　　〃　　　　〃　　　　　ヨボシ岩頂上
Ｎ　〃　　〃　　　　〃　　　　　と同郡同町大字西方との最大高潮時海岸
線における境界点
Ｏ　〃　　〃　　　　大字外入赤石鼻北西端
　　　　点イ　ＡとＢとを結んだ線上Ａから300メートルの点
　　　　　ロ　ＣとＢとを結んだ線上Ｃから300メートルの点
　　　　　ハ　ＤとＢとを結んだ線上Ｄから300メートルの点
　　　　　ニ　ＥとＦとを結んだ線上Ｅから300メートルの点
　　　　　ホ　ＥとＧとを結んだ線上Ｅから300メートルの点
　　　　　ヘ　ＨとＩとを結んだ線上Ｈから300メートルの点
　　　　　ト　ＪとＩとを結んだ線上Ｊから300メートルの点
　　　　　チ　ＫとＬとを結んだ線上Ｋから300メートルの点
　　　　　リ　ＩとＨとを結んだ線上Ｉから300メートルの点
　　　　　ヌ　ＩとＦとを結んだ線上Ｉから300メートルの点
ル　ＧとＥとを結んだ線上Ｇから300メートルの点
　　　　　ヲ　ＭとＦとを結んだ線上Ｍから300メートルの点
ワ　ＮとＯとを結んだ線上Ｎから300メートルの点

第一種共同漁業 あおさ漁業
あおのり漁業
あらめ漁業
いぎす漁業
おごのり漁業
かじめ漁業
てんぐさ漁業
ひじき漁業
ふのり漁業
ほんだわら漁業
もずく漁業
わかめ漁業
あさり漁業
あわび漁業
いがい漁業
かき漁業
さざえ漁業
とこぶし漁業
にし漁業
にな漁業
はまぐり漁業
まてがい漁業
もがい漁業
うに漁業
えむし漁業

12月1日から翌年5月31日まで
11月1日から翌年5月31日まで
1月1日から12月31日まで
3月1日から10月31日まで
12月1日から翌年8月31日まで
1月1日から12月31日まで
11月1日から翌年7月31日まで
12月1日から翌年6月30日まで
1月1日から6月30日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から6月30日まで
12月1日から翌年5月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで

令和6 年 1 月1 日から
令和15 年 12 月 31日
まで

団体 大島郡周防大島町大字秋、大字西安下庄及び
大字東安下庄

余白

共第121
号

山口県漁業協同組合 大島郡周防大島町立島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニ、イの各点を順次結んだ線によって囲まれた区域
　　点の位置
　　　基点Ａ　大島郡周防大島町立島北端
　　　　　Ｂ　〃　　〃　　　　大字東安下庄ヨボシ岩頂上
　　　　　Ｃ　〃　　〃　　　　立島西端
　　　　　Ｄ　〃　　〃　　　　大字西安下庄安下崎東端
　　　　　Ｅ　〃　　〃　　　　立島南端
　　　　　Ｆ　柳井市平郡島盛鼻北端
　　　　　Ｇ　大島郡周防大島町立島東端
　　　　　Ｈ　〃　　〃　　　　大字外入ろんどん鼻西端
　　　　点イ　ＡとＢとを結んだ線上Ａから300メートルの点
　　　　　ロ　ＣとＤとを結んだ線上Ｃから300メートルの点
　　　　　ハ　ＥとＦとを結んだ線上Ｅから300メートルの点
　　　　　ニ　ＧとＨとを結んだ線上Ｇから400メートルの点

第一種共同漁業 あおさ漁業
あらめ漁業
いぎす漁業
かじめ漁業
てんぐさ漁業
ひじき漁業
ふのり漁業
ほんだわら漁業
もずく漁業
わかめ漁業
あさり漁業
あわび漁業
いがい漁業
かき漁業
さざえ漁業
とこぶし漁業
にし漁業
にな漁業
うに漁業
えむし漁業

12月1日から翌年5月31日まで
1月1日から12月31日まで
3月1日から10月31日まで
1月1日から12月31日まで
11月1日から翌年7月31日まで
12月1日から翌年6月30日まで
1月1日から6月30日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から6月30日まで
12月1日から翌年5月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで

令和6 年 1 月1 日から
令和15 年 12 月 31日
まで

団体 大島郡周防大島町大字秋、大字西安下庄及び
大字東安下庄

余白



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地 条件漁場の区域

共第122
号

久賀漁業協同組合 大島郡周防大島町大字
久賀及び大字椋野地先

次のＡ、イ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、ト、チ、リ、Ｌの各点を順次結んだ線と最
大高潮時海岸線とによって囲まれた区域
　　点の位置
基点Ａ　大島郡周防大島町大字久賀と同郡同町大字日前との最大高
潮時海岸線における境界点
　　　　　Ｂ　岩国市鞍掛島北西端
　　　　　Ｃ　大島郡周防大島町久賀港大崎鼻灯台基部
　　　　　Ｄ　岩国市黒島南端
　　　　　Ｅ　大島郡周防大島町前島南端
　　　　　Ｆ　〃　　〃　　　　久賀港中央防波堤北西角
　　　　　Ｇ　〃　　〃　　　　大字久賀明神鼻北東端
　　　　　Ｈ　〃　　〃　　　　幣振島北端
　　　　　Ｉ　〃　　〃　　　　福島西端
　　　　　Ｊ　岩国市由宇町由宇漁港（神代駅前）旧防波堤突端跡に設置
した標識
　　　　　Ｋ　大島郡周防大島町椋野漁港椋野北防波堤突端
Ｌ　〃　　〃　　　　大字東三蒲と同郡同町大字椋野との最大高潮時海岸
線における境界点
　　　　　Ｍ　岩国市由宇町水尻川河口左岸東角
　　　　点イ　ＡとＢとを結んだ線上Ａから400メートルの点
　　　　　ロ　ＣとＤとを結んだ線上Ｃから500メートルの点
　　　　　ハ　ＣとＥとを結んだ線上Ｃから300メートルの点
　　　　　ニ　ＦとＥとを結んだ線上Ｆから300メートルの点
　　　　　ホ　ＧとＥとを結んだ線上Ｇから300メートルの点
　　　　　ヘ　ＨとＩとを結んだ線上Ｈから300メートルの点
　　　　　ト　ＨとＪとを結んだ線上Ｈから300メートルの点
　　　　　チ　ＫとＪとを結んだ線上Ｋから300メートルの点
　　　　　リ　ＬとＭとを結んだ線上Ｌから300メートルの点

第一種共同漁業 あおさ漁業
あおのり漁業
あらめ漁業
いぎす漁業
いわのり漁業
おごのり漁業
かじめ漁業
てんぐさ漁業
ひじき漁業
ふのり漁業
ほんだわら漁業
もずく漁業
わかめ漁業
あさり漁業
あわび漁業
いがい漁業
おおのがい漁業
かき漁業
さざえ漁業
とこぶし漁業
にし漁業
にな漁業
まてがい漁業
もがい漁業
うに漁業
えむし漁業

12月1日から翌年5月31日まで
11月1日から翌年5月31日まで
1月1日から12月31日まで
3月1日から10月31日まで
11月1日から翌年4月30日まで
12月1日から翌年8月31日まで
1月1日から12月31日まで
11月1日から翌年7月31日まで
12月1日から翌年6月30日まで
1月1日から6月30日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から6月30日まで
12月1日から翌年5月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで

令和6 年 1 月1 日から
令和15 年 12 月 31日
まで

団体 大島郡周防大島町大字久賀及び大字椋野 余白

共第123
号

久賀漁業協同組合 大島郡周防大島町福島
地先

次のＡを中心とした半径400メートルの円周によって囲まれた区域
　　点の位置
　　　基点Ａ　大島郡周防大島町福島頂上

第一種共同漁業 あおさ漁業
あらめ漁業
いぎす漁業
おごのり漁業
かじめ漁業
てんぐさ漁業
ひじき漁業
ふのり漁業
ほんだわら漁業
もずく漁業
わかめ漁業
あわび漁業
いがい漁業
かき漁業
さざえ漁業
とこぶし漁業
にし漁業
にな漁業
うに漁業
えむし漁業

12月1日から翌年5月31日まで
1月1日から12月31日まで
3月1日から10月31日まで
12月1日から翌年8月31日まで
1月1日から12月31日まで
11月1日から翌年7月31日まで
12月1日から翌年6月30日まで
1月1日から6月30日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から6月30日まで
12月1日から翌年5月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで

令和6 年 1 月1 日から
令和15 年 12 月 31日
まで

団体 大島郡周防大島町大字久賀及び大字椋野 余白

共第124
号

久賀漁業協同組合 大島郡周防大島町前島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、ト、チ、イの各点を順次結んだ線によって囲
まれた区域
　　点の位置
　　　基点Ａ　大島郡周防大島町前島八十崎島西端
　　　　　Ｂ　〃　　〃　　　　福島頂上
　　　　　Ｃ　〃　　〃　　　　前島南端
　　　　　Ｄ　〃　　〃　　　　久賀港中央防波堤北西角
　　　　　Ｅ　〃　　〃　　　　前島犬戻鼻南東端
　　　　　Ｆ　岩国市黒島南端
　　　　　Ｇ　大島郡周防大島町前島鳩ケ窪鼻東端
　　　　　Ｈ　岩国市黒島北端
　　　　　Ｉ　〃　　甲島南東端
　　　　　Ｊ　大島郡周防大島町前島北端
　　　　　Ｋ　岩国市由宇港由宇1号防波堤灯台基部
　　　　　Ｌ　大島郡周防大島町前島カナガサイ鼻西端
　　　　　Ｍ　岩国市由宇町水尻川河口左岸東角
　　　　　Ｎ　大島郡周防大島町前島松ケ鼻南西端
　　　　　Ｏ　岩国市由宇町由宇漁港（神代駅前）旧防波堤突端跡に設置
した標識
　　　　点イ　ＡとＢとを結んだ線上Ａから300メートルの点
　　　　　ロ　ＣとＤとを結んだ線上Ｃから300メートルの点
　　　　　ハ　ＥとＦとを結んだ線上Ｅから300メートルの点
　　　　　ニ　ＧとＨとを結んだ線上Ｇから400メートルの点
　　　　　ホ　ＧとＩとを結んだ線上Ｇから400メートルの点
　　　　　ヘ　ＪとＫとを結んだ線上Ｊから300メートルの点
　　　　　ト　ＬとＭとを結んだ線上Ｌから300メートルの点
　　　　　チ　ＮとＯとを結んだ線上Ｎから300メートルの点

第一種共同漁業 あおさ漁業
あらめ漁業
いぎす漁業
いわのり漁業
おごのり漁業
かじめ漁業
てんぐさ漁業
ひじき漁業
ふのり漁業
ほんだわら漁業
もずく漁業
わかめ漁業
あさり漁業
あわび漁業
いがい漁業
かき漁業
さざえ漁業
とこぶし漁業
にし漁業
にな漁業
まてがい漁業
うに漁業
えむし漁業

12月1日から翌年5月31日まで
1月1日から12月31日まで
3月1日から10月31日まで
11月1日から翌年4月30日まで
12月1日から翌年8月31日まで
1月1日から12月31日まで
11月1日から翌年7月31日まで
12月1日から翌年6月30日まで
1月1日から6月30日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から6月30日まで
12月1日から翌年5月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで

令和6 年 1 月1 日から
令和15 年 12 月 31日
まで

団体 大島郡周防大島町大字久賀及び大字椋野 余白



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地 条件漁場の区域

共第125
号

久賀漁業協同組合 大島郡周防大島町沖の
磯

次のイ、ロ、ハ、ニ、イの各点を順次結んだ線によって囲まれた区域
　　点の位置
　　　基点Ａ　大島郡周防大島町久賀港大崎鼻灯台基部
　　　　　Ｂ　岩国市伊勢小島南東端
　　　　　Ｃ　大島郡周防大島町福島頂上
　　　　　Ｄ　〃　　〃　　　　浮島丸岩の鼻南端
　　　　　Ｅ　岩国市黒島南端
　　　　　Ｆ　大島郡周防大島町前島南端
　　　　　Ｇ　〃　　〃　　　　浮島楽の江鼻西端
　　　　点イ　ＡとＢとを結んだ線とＣとＤとを結んだ線との交点
　　　　　ロ　ＣとＤとを結んだ線とＡとＥとを結んだ線との交点
　　　　　ハ　ＡとＥとを結んだ線とＦとＧとを結んだ線との交点
　　　　　ニ　ＡとＢとを結んだ線とＦとＧとを結んだ線との交点

第一種共同漁業 あおさ漁業
あらめ漁業
かじめ漁業
てんぐさ漁業
ひじき漁業
ほんだわら漁業
もずく漁業
わかめ漁業
あわび漁業
いがい漁業
かき漁業
さざえ漁業
とこぶし漁業
にし漁業
にな漁業
うに漁業
えむし漁業

12月1日から翌年5月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
11月1日から翌年7月31日まで
12月1日から翌年6月30日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から6月30日まで
12月1日から翌年5月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで

令和6 年 1 月1 日から
令和15 年 12 月 31日
まで

団体 大島郡周防大島町大字久賀及び大字椋野 余白

共第126
号

山口県漁業協同組合 大島郡周防大島町浮島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、ト、チ、リ、ヌ、イの各点を順次結んだ線に
よって囲まれた区域
　　点の位置
　　　基点Ａ　大島郡周防大島町浮島楽の江鼻西端
　　　　　Ｂ　〃　　〃　　　　前島南端
　　　　　Ｃ　〃　　〃　　　　浮島丸岩の鼻南端
　　　　　Ｄ　〃　　〃　　　　大字久賀大崎鼻北端
Ｅ　〃　　〃　　　　大字油良と同郡同町大字西方との最大高潮時海岸線
における境界点
　　　　　Ｆ　〃　　〃　　　　浮島黒フグリ岩頂上
　　　　　Ｇ　〃　　〃　　　　乙小島北端
　　　　　Ｈ　〃　　〃　　　　浮島赤崎の鼻東端
　　　　　Ｉ　〃　　〃　　　　鍋島北端
　　　　　Ｊ　〃　　〃　　　　満島北端
　　　　　Ｋ　〃　　〃　　　　頭島沖の久保鼻東端
　　　　　Ｌ　岩国市福良島南端
　　　　　Ｍ　大島郡周防大島町頭島セイゼノ上鼻北端
　　　　　Ｎ　岩国市鞍掛島南西端
　　　　　Ｏ　大島郡周防大島町頭島竜の口南端
　　　　　Ｐ　〃　　〃　　　　大字椋野幣振鼻北端
　　　　　Ｑ　〃　　〃　　　　頭島ビワガ首西端
　　　　点イ　ＡとＢとを結んだ線上Ａから300メートルの点
　　　　　ロ　ＣとＤとを結んだ線上Ｃから400メートルの点
　　　　　ハ　ＣとＥとを結んだ線上Ｃから300メートルの点
　　　　　ニ　ＦとＧとを結んだ線の中央点
　　　　　ホ　ＨとＩとを結んだ線上Ｈから300メートルの点
　　　　　ヘ　ＨとＪとを結んだ線上Ｈから300メートルの点
ト　ＫとＬとを結んだ線上Ｋから300メートルの点
　　　　　チ　ＭとＮとを結んだ線上Ｍから300メートルの点
リ　ＯとＰとを結んだ線上Ｏから300メートルの点
　　　　　ヌ　ＱとＢとを結んだ線上Ｑから300メートルの点

第一種共同漁業 あおさ漁業
あらめ漁業
いぎす漁業
いわのり漁業
おごのり漁業
かじめ漁業
てんぐさ漁業
ひじき漁業
ふのり漁業
ほんだわら漁業
もずく漁業
わかめ漁業
あさり漁業
あわび漁業
いがい漁業
いたやがい漁業
うちむらさき漁業
かき漁業
さざえ漁業
とこぶし漁業
にし漁業
にな漁業
ばかがい漁業
まてがい漁業
もがい漁業
うに漁業
えむし漁業
かめのて漁業

12月1日から翌年5月31日まで
1月1日から12月31日まで
3月1日から10月31日まで
12月1日から翌年6月30日まで
12月1日から翌年8月31日まで
1月1日から12月31日まで
11月1日から翌年7月31日まで
12月1日から翌年6月30日まで
1月1日から6月30日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から6月30日まで
12月1日から翌年5月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで

令和6 年 1 月1 日から
令和15 年 12 月 31日
まで

団体 大島郡周防大島町大字浮島 区画漁業権に対抗する
ことができない。

共第127
号

山口県漁業協同組合 大島郡周防大島町大字
油良、大字土居及び大
字日前地先

次のＡ、イ、ロ、ハ、Ｆの各点を順次結んだ線と最大高潮時海岸線とに
よって囲まれた区域
　　点の位置
基点Ａ　大島郡周防大島町大字油良と同郡同町大字西方との最大高
潮時海岸線における境界点
　　　　　Ｂ　〃　　〃　　　　大字油良よしが崎北東端
　　　　　Ｃ　〃　　〃　　　　前小島北端
　　　　　Ｄ　〃　　〃　　　　飛瀬島東端
　　　　　Ｅ　〃　　〃　　　　浮島楽の江鼻西端
Ｆ　〃　　〃　　　　大字久賀と同郡同町大字日前との最大高潮時海岸線
における境界点
　　　　　Ｇ　岩国市鞍掛島北西端
　　　　点イ　ＢとＣとを結んだ線上Ｂから300メートルの点
　　　　　ロ　ＤとＥとを結んだ線上Ｄから400メートルの点
　　　　　ハ　ＦとＧとを結んだ線上Ｆから400メートルの点

第一種共同漁業 あおさ漁業
あおのり漁業
あらめ漁業
いぎす漁業
おごのり漁業
かじめ漁業
てんぐさ漁業
ひじき漁業
ふのり漁業
ほんだわら漁業
もずく漁業
わかめ漁業
あさり漁業
あわび漁業
いがい漁業
おおのがい漁業
かき漁業
さざえ漁業
とこぶし漁業
にし漁業
にな漁業
まてがい漁業
もがい漁業
うに漁業
えむし漁業

12月1日から翌年5月31日まで
11月1日から翌年5月31日まで
1月1日から12月31日まで
3月1日から10月31日まで
12月1日から翌年8月31日まで
1月1日から12月31日まで
11月1日から翌年7月31日まで
12月1日から翌年6月30日まで
1月1日から6月30日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から6月30日まで
12月1日から翌年5月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで

令和6 年 1 月1 日から
令和15 年 12 月 31日
まで

団体 大島郡周防大島町大字油良、大字土居及び大
字日前

余白



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地 条件漁場の区域

共第128
号

山口県漁業協同組合 大島郡周防大島町大字
伊保田、大字油宇、大
字和田、大字内入、大
字小泊、大字和佐、大
字神浦、大字森、大字
平野、大字西方、大字
外入、大字地家室及び
大字沖家室地先

第一種共同漁業 あおさ漁業
あおのり漁業
あらめ漁業
いぎす漁業
いわのり漁業
おごのり漁業
かじめ漁業
てんぐさ漁業
ひじき漁業
ふのり漁業
ほんだわら漁業
もずく漁業
わかめ漁業
あさり漁業
あわび漁業
いがい漁業
おおのがい漁業
かき漁業
さざえ漁業
とこぶし漁業
にし漁業
にな漁業
ばかがい漁業
はまぐり漁業
まてがい漁業
もがい漁業
うに漁業
えむし漁業

12月1日から翌年5月31日まで
11月1日から翌年5月31日まで
1月1日から12月31日まで
3月1日から10月31日まで
11月1日から翌年4月30日まで
12月1日から翌年8月31日まで
1月1日から12月31日まで
11月1日から翌年7月31日まで
12月1日から翌年6月30日まで
1月1日から6月30日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から6月30日まで
12月1日から翌年5月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで

令和6 年 1 月1 日から
令和15 年 12 月 31日
まで

団体 大島郡周防大島町大字伊保田、大字油宇、大字
和田、大字内入、大字小泊、大字和佐、大字神
浦、大字森、大字平野、大字西方、大字外入、大
字地家室及び大字沖家室地先

第 3 種共同漁業権及び
区画漁業権に対抗する
ことができない。

次のＡ、イ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、ト、チ、リ、ヌ、ル、ヲ、ワ、カ、ヨ、タ、レ、
ソ、ツ、ネ、ナ、ラ、ム、ウ、ヰ、ノ、オ、ク、ヤ、マ、ケ、フ、コ、エ、テ、ア、
サ、キ、ユ、メ、ミ、シ、エ、ヒ、モ、セ、ス、ン、イ′、ロ′、ハ′、ニ′、
ホ′、ヘ′、ト′、Ｚ″の各点を順次結んだ線と最大高潮時海岸線とに
よって囲まれた区域
　　点の位置
基点Ａ　　大島郡周防大島町大字東安下庄と同郡同町大字西方との最
大高潮時海岸線における境界点
　　　　　Ｂ　　〃　　〃　　　　大字外入赤石鼻北西端
　　　　　Ｃ　　〃　　〃　　  　白木漁港（船越）船越Ｄ防波堤東端
　　　　　Ｄ　　〃　　〃　　　　大字西安下庄安下崎東端
　　　　　Ｅ　　〃　　〃　　　　大字西方大三郎鼻南端
　　　　　Ｆ　　〃　　〃　　　　立島北端
　　　　　Ｇ　　〃　　〃　　　　白木港外入Ｂ防波堤灯台基部
　　　　　Ｈ　　〃　　〃　　　　大字東安下庄竜崎南端
　　　　　Ｉ　　〃　　〃　　　　大字外入ろんどん鼻西端
　　　　　Ｊ　　〃　　〃　　　　立島南端
　　　　　Ｋ　　〃　　〃　　　　大字外入伊崎鼻南端
　　　　　Ｌ　　〃　　〃　　　　大字地家室松ケ鼻南西端
　　　　　Ｍ　　〃　　〃　　　　沖家室島西端
　　　　　Ｎ　　柳井市平郡島盛鼻北端
　　　　　Ｏ　　大島郡周防大島町沖家室島長瀬灯標
　　　　　Ｐ　　〃　　〃　　　　センガイ瀬灯標
　　　　　Ｑ　　〃　　〃　　　　沖家室島石の上鼻南端
　　　　　Ｒ　　〃　　〃　　　　大水無瀬島洲首鼻北端
　　　　　Ｓ　　〃　　〃　　　　大字地家室牛ケ首南端
　　　　　Ｔ　　愛媛県松山市由利島南端
　　　　　Ｕ　　大島郡周防大島町大字平野鹿の瀬東端
　　　　　Ｖ　　〃　　〃　　　　笹島南端
Ｗ　　〃　　〃　　　　大字平野草田鼻南東端
Ｘ　　〃　　〃　　　　〃　　　モソ鼻西端
　　　　　Ｙ　　〃　　〃　　　　笹島東端
　　　　　Ｚ　　〃　　〃　　　　片島トックリ鼻南端
Ａ′　〃　　〃　　　　和田漁港（小泊）小泊西1号防波堤突端
　　　　　Ｂ′　〃　　〃　　　　大字油宇大鼻南端
　　　　　Ｃ′　〃　　〃　　　　〃　　　西ケ崎鼻南端
　　　　　Ｄ′　〃　　〃　　　　片島西端
　　　　　Ｅ′　〃　　〃　　　　片島ハカマノ鼻北端
　　　　　Ｆ′　〃　　〃　　　　大字油宇保木鼻南端
　　　　　Ｇ′　〃　　〃　　　　大石灯標
　　　　　Ｈ′　愛媛県松山市小市島南端
　　　　　Ｉ′　大島郡周防大島町大字油宇勝鼻南端
　　　　　Ｊ′　〃　　〃　　　　〃　　　浅石鼻南端
　　　　　Ｋ′　〃　　〃　　　　間情島頂上
　　　　　Ｌ′　〃　　〃　　　　諸島岩窟南端
　　　　　Ｍ′　〃　　〃　　　　根ナシ礁灯標
　　　　　Ｎ′　〃　　〃　　　　諸島伊崎鼻北端
　　　　　Ｏ′　愛媛県松山市二神島北東端
　　　　　Ｐ′　〃　　〃　　津和地島苅藻鼻南西端
　　　　　Ｑ′　大島郡周防大島町情島大磯鼻北端
　　　　　Ｒ′　愛媛県松山市津和地島剣の鼻北西端
　　　　　Ｓ′　広島県呉市西五番之砠灯標
　　　　　Ｔ′　岩国市福良島南端
　　　　　Ｕ′　愛媛県松山市津和地島友落鼻西端
　　　　　Ｖ′　岩国市小柱島東端
　　　　　Ｗ′　大島郡周防大島町大字伊保田松ケ鼻北東端
　　　　　Ｘ′　愛媛県松山市津和地島氏神鼻北端
　　　　　Ｙ′　大島郡周防大島町情島黒崎鼻北西端
　　　　　Ｚ′　岩国市長島南端
　　　　　Ａ″　大島郡周防大島町大字伊保田瀬戸ケ鼻北端
　　　　　Ｂ″　〃　　〃　　　　金丸島南端
　　　　　Ｃ″　〃　　〃　　　　伊保田港Ａ防波堤東灯台基部
　　　　　Ｄ″　〃　　〃　　　　大字伊保田大崎鼻北端
　　　　　Ｅ″　岩国市福良島東端
　　　　　Ｆ″　大島郡周防大島町大字伊保田門脇鼻北端
　　　　　Ｇ″　岩国市鞍掛島北東端
　　　　　Ｈ″　大島郡周防大島町大字和田厨子ケ鼻西端
　　　　　Ｉ″　〃　　〃　　　　鍋島頂上
　　　　　Ｊ″　〃　　〃　　　　和田漁港（東泊）東泊Ａ防波堤突端
　　　　　Ｋ″　〃　　〃　　　　頭島沖の久保鼻東端
　　　　　Ｌ″　〃　　〃　　　　大字神浦松ケ鼻北端
　　　　　Ｍ″　〃　　〃　　　　満島頂上
　　　　　Ｎ″　〃　　〃　　　　乙小島北端
　　　　　Ｏ″　〃　　〃　　　　浮島はなぐり鼻東端
　　　　　Ｐ″　〃　　〃　　　　前小島南端
　　　　　Ｑ″　〃　　〃　　　　飛瀬島南端
　　　　　Ｒ″　〃　　〃　　　　中小島北端
　　　　　Ｓ″　〃　　〃　　　　乙小島南端
　　　　　Ｔ″　〃　　〃　　　　ハンド島頂上



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地 条件漁場の区域

共第129
号

山口県漁業協同組合 大島郡周防大島町大字
沖家室島沖センガイ瀬
地先

次のＡを中心とした半径300メートルの円周によって囲まれた区域
　　点の位置
　　　基点Ａ　大島郡周防大島町センガイ瀬灯標

第一種共同漁業 あおさ漁業
あらめ漁業
かじめ漁業
てんぐさ漁業
ひじき漁業
ほんだわら漁業
もずく漁業
わかめ漁業
あわび漁業
いがい漁業
かき漁業
さざえ漁業
とこぶし漁業
にし漁業
にな漁業
うに漁業

12月1日から翌年5月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
11月1日から翌年7月31日まで
12月1日から翌年6月30日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から6月30日まで
12月1日から翌年5月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで

令和6 年 1 月1 日から
令和15 年 12 月 31日
まで

団体 大島郡周防大島町大字伊保田、大字油宇、大字
和田、大字内入、大字小泊、大字和佐、大字神
浦、大字森、大字平野、大字西方、大字外入、大
字地家室及び大字沖家室地先

余白

共第130
号

山口県漁業協同組合 大島郡周防大島町大水
無瀬島地先

次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、イの各点を順次結んだ線によって囲まれた区域
　　点の位置
　　　基点Ａ　大島郡周防大島町大水無瀬島洲首鼻北端
　　　　　Ｂ　〃　　〃　　　　大字地家室牛ケ首南端
　　　　　Ｃ　〃　　〃　　　　大水無瀬島西端
　　　　　Ｄ　柳井市掛津島州鼻南端
　　　　　Ｅ　大島郡周防大島町大水無瀬島南端
　　　　　Ｆ　〃　　〃　　　　小水無瀬島イガイソ北西端
　　　　　Ｇ　愛媛県大洲市青島西端
　　　　　Ｈ　〃　　松山市由利島南端
　　　　点イ　ＡとＢとを結んだ線上Ａから300メートルの点
　　　　　ロ　ＣとＤとを結んだ線上Ｃから400メートルの点
　　　　　ハ　ＥとＦとを結んだ線上Ｅから300メートルの点
　　　　　ニ　ＥとＧとを結んだ線上Ｅから500メートルの点
　　　　　ホ　ＡとＨとを結んだ線上Ａから400メートルの点

第一種共同漁業 あおさ漁業
あらめ漁業
いぎす漁業
いわのり漁業
かじめ漁業
てんぐさ漁業
ひじき漁業
ふのり漁業
ほんだわら漁業
もずく漁業
わかめ漁業
あわび漁業
いがい漁業
かき漁業
さざえ漁業
とこぶし漁業
にし漁業
にな漁業
うに漁業
えむし漁業

12月1日から翌年5月31日まで
1月1日から12月31日まで
3月1日から10月31日まで
11月1日から翌年4月30日まで
1月1日から12月31日まで
11月1日から翌年7月31日まで
12月1日から翌年6月30日まで
1月1日から6月30日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から6月30日まで
12月1日から翌年5月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで

令和6 年 1 月1 日から
令和15 年 12 月 31日
まで

団体 大島郡周防大島町大字伊保田、大字油宇、大字
和田、大字内入、大字小泊、大字和佐、大字神
浦、大字森、大字平野、大字西方、大字外入、大
字地家室及び大字沖家室地先

余白

共第131
号

山口県漁業協同組合 大島郡周防大島町小水
無瀬島地先

次のイ、ロ、ハ、ニ、イの各点を順次結んだ線によって囲まれた区域
　　点の位置
　　　基点Ａ　大島郡周防大島町小水無瀬島イガイソ北西端
　　　　　Ｂ　〃　　〃　　　　大水無瀬島南端
　　　　　Ｃ　柳井市平郡島盛鼻北端
　　　　　Ｄ　大島郡周防大島町小水無瀬島灯台基部
　　　　　Ｅ　〃　　〃　　　　　小水無瀬島えんの下東端
　　　　点イ　ＡとＢとを結んだ線上Ａから300メートルの点
　　　　　ロ　ＡとＣとを結んだ線上Ａから300メートルの点
　　　　　ハ　Ｄから180度300メートルの点
　　　　　ニ　Ｅから90度300メートルの点

第一種共同漁業 あおさ漁業
あらめ漁業
いぎす漁業
いわのり漁業
かじめ漁業
てんぐさ漁業
ひじき漁業
ふのり漁業
ほんだわら漁業
もずく漁業
わかめ漁業
あわび漁業
いがい漁業
かき漁業
さざえ漁業
とこぶし漁業
にし漁業
にな漁業
うに漁業
えむし漁業

12月1日から翌年5月31日まで
1月1日から12月31日まで
3月1日から10月31日まで
11月1日から翌年4月30日まで
1月1日から12月31日まで
11月1日から翌年7月31日まで
12月1日から翌年6月30日まで
1月1日から6月30日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から6月30日まで
12月1日から翌年5月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで

令和6 年 1 月1 日から
令和15 年 12 月 31日
まで

団体 大島郡周防大島町大字伊保田、大字油宇、大字
和田、大字内入、大字小泊、大字和佐、大字神
浦、大字森、大字平野、大字西方、大字外入、大
字地家室及び大字沖家室地先

余白

共第132
号

山口県漁業協同組合 大島郡周防大島町片島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次結んだ線と最大高潮時海岸線とによっ
て囲まれた区域（イとロとを結ぶ線はＣを中心とした半径1,000メートル
の円の北側の円弧とし、ハとニとを結ぶ線はＡを中心とした半径500メー
トルの円の南側の円弧とする。）
　　点の位置
　　　基点Ａ　大島郡周防大島町片島トックリ鼻南端
　　　　　Ｂ　愛媛県松山市小市島南端
　　　　　Ｃ　大島郡周防大島町大石灯標
点イ　Ｃを中心とした半径1,000メートルの円弧と大島郡周防大島町片島
の最大高潮時海岸線との北側の交点
ロ　Ｃを中心とした半径1,000メートルの円弧とＡとＢとを結んだ線との交
点
ハ　Ａを中心とした半径500メートルの円弧とＡとＢとを結んだ線との交点
　　　　　ニ　Ａを中心とした半径500メートルの円弧と大島郡周防大島町
片島の最大高潮時海岸線との西側の交点

第三種共同漁業 たい飼付漁業 1月1日から12月31日まで 令和6 年 1 月1 日から
令和15 年 12 月 31日
まで

団体 大島郡周防大島町大字伊保田、大字油宇、大字
和田、大字内入、大字小泊、大字和佐、大字神
浦、大字森、大字平野、大字西方、大字外入、大
字地家室及び大字沖家室地先

余白



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地 条件漁場の区域

共第133
号

山口県漁業協同組合 大島郡周防大島町根ナ
シ礁灯標地先

次のＡを中心とした半径300メートルの円周によって囲まれた区域
　　点の位置
　　　基点Ａ　大島郡周防大島町根ナシ礁灯標

第一種共同漁業 あおさ漁業
あらめ漁業
かじめ漁業
てんぐさ漁業
ひじき漁業
ほんだわら漁業
もずく漁業
わかめ漁業
あわび漁業
いがい漁業
かき漁業
さざえ漁業
とこぶし漁業
にし漁業
にな漁業
うに漁業
えむし漁業

12月1日から翌年5月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
11月1日から翌年7月31日まで
12月1日から翌年6月30日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から6月30日まで
12月1日から翌年5月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで

令和6 年 1 月1 日から
令和15 年 12 月 31日
まで

団体 大島郡周防大島町大字伊保田、大字油宇、大字
和田、大字内入、大字小泊、大字和佐、大字神
浦、大字森、大字平野、大字西方、大字外入、大
字地家室及び大字沖家室地先

余白



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地 条件漁場の区域

共第134
号

山口県漁業協同組合 大島郡周防大島町大字
伊保田地先

次のＡ、イ、ロ、Ｆ、Ｅの各点を順次結んだ線及びＧとハとを結んだ線と
最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域
　　点の位置
　　　基点Ａ　大島郡周防大島町情島北端
　　　　　Ｂ　愛媛県松山市津和地島苅藻鼻南西端
　　　　　Ｃ　岩国市柱島新宮鼻東端
　　　　　Ｄ　愛媛県松山市二神島クヅレ岩鼻北西端
　　　　　Ｅ　大島郡周防大島町大字伊保田丸岩頂上
　　　　　Ｆ　〃　　〃　　　　諸島岩窟南端
　　　　　Ｇ　〃　　〃　　　　大字伊保田瀬戸ケ鼻北西端
　　　　点イ　ＡとＢとを結んだ線とＣとＤとを結んだ線との交点
　　　　　ロ　ＣとＤとを結んだ線とＥからＦを見通した線との交点
ハ　Ｇから20度の線と大島郡周防大島町情島南西岸の最大高潮時海
岸線との交点

第三種共同漁業 たい飼付漁業 1月1日から12月31日まで 令和6 年 1 月1 日から
令和15 年 12 月 31日
まで

団体 大島郡周防大島町大字伊保田、大字油宇、大字
和田、大字内入、大字小泊、大字和佐、大字神
浦、大字森、大字平野、大字西方、大字外入、大
字地家室及び大字沖家室地先

余白

共第135
号

山口県漁業協同組合 大島郡周防大島町満島
地先

次のイ、ロ、ハ、ニ、イの各点を順次結んだ線によって囲まれた区域
　　点の位置
　　　基点Ａ　大島郡周防大島町満島頂上
　　　　　Ｂ　岩国市鞍掛島南西端
　　　　　Ｃ　大島郡周防大島町乙小島北端
　　　　　Ｄ　〃　　〃　　　　大字和田厨子ケ鼻西端
　　　　　Ｅ　〃　　〃　　　　大字伊保田門脇鼻北端
　　　　点イ　ＡとＢとを結んだ線上Ａから500メートルの点
　　　　　ロ　ＡとＣとを結んだ線上Ａから400メートルの点
　　　　　ハ　ＡとＤとを結んだ線上Ａから400メートルの点
　　　　　ニ　ＡとＥとを結んだ線上Ａから400メートルの点

第一種共同漁業 あおさ漁業
あらめ漁業
いぎす漁業
かじめ漁業
てんぐさ漁業
ひじき漁業
ふのり漁業
ほんだわら漁業
もずく漁業
わかめ漁業
あわび漁業
いがい漁業
かき漁業
さざえ漁業
とこぶし漁業
にし漁業
にな漁業
ばかがい漁業
うに漁業
えむし漁業

12月1日から翌年5月31日まで
1月1日から12月31日まで
3月1日から10月31日まで
1月1日から12月31日まで
11月1日から翌年7月31日まで
12月1日から翌年6月30日まで
1月1日から6月30日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から6月30日まで
12月1日から翌年5月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで

令和6 年 1 月1 日から
令和15 年 12 月 31日
まで

団体 大島郡周防大島町大字伊保田、大字油宇、大字
和田、大字内入、大字小泊、大字和佐、大字神
浦、大字森、大字平野、大字西方、大字外入、大
字地家室及び大字沖家室地先

余白

共第136
号

山口県漁業協同組合 大島郡周防大島町乙小
島及びハンド島地先

次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、イの各点を順次結んだ線によって囲まれた区域
　　点の位置
　　　基点Ａ　大島郡周防大島町乙小島北端
　　　　　Ｂ　〃　　〃　　　　浮島黒フグリ岩頂上
　　　　　Ｃ　〃　　〃　　　　ハンド島頂上
　　　　　Ｄ　〃　　〃　　　　大字久賀大崎鼻北東端
　　　　　Ｅ　〃　　〃　　　　大字土居符崎の鼻北端
　　　　　Ｆ　〃　　〃　　　　我島北端
　　　　　Ｇ　〃　　〃　　　　乙小島南端
　　　　　Ｈ　〃　　〃　　　　鍋島頂上
　　　　点イ　ＡとＢとを結んだ線の中央点
　　　　　ロ　ＣとＤとを結んだ線上Ｃから300メートルの点
　　　　　ハ　ＣとＥとを結んだ線上Ｃから700メートルの点
　　　　　ニ　ＣとＦとを結んだ線上Ｃから700メートルの点
　　　　　ホ　ＧとＨとを結んだ線上Ｇから400メートルの点

第一種共同漁業 あおさ漁業
あらめ漁業
いぎす漁業
かじめ漁業
てんぐさ漁業
ひじき漁業
ふのり漁業
ほんだわら漁業
もずく漁業
わかめ漁業
あわび漁業
いがい漁業
かき漁業
さざえ漁業
とこぶし漁業
にし漁業
にな漁業
ばかがい漁業
うに漁業
えむし漁業

12月1日から翌年5月31日まで
1月1日から12月31日まで
3月1日から10月31日まで
1月1日から12月31日まで
11月1日から翌年7月31日まで
12月1日から翌年6月30日まで
1月1日から6月30日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から6月30日まで
12月1日から翌年5月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで

令和6 年 1 月1 日から
令和15 年 12 月 31日
まで

団体 大島郡周防大島町大字伊保田、大字油宇、大字
和田、大字内入、大字小泊、大字和佐、大字神
浦、大字森、大字平野、大字西方、大字外入、大
字地家室及び大字沖家室地先

余白



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地 条件漁場の区域

共第137
号

大畠漁業協同組合ほか８組合 広島湾及び屋代島周辺
地先

第一種共同漁業、第二
種共同漁業

（第一種共同漁業）
あかがい漁業
たいらぎ漁業
とりがい漁業
なみがい漁業
みるくい漁業
しゃこ漁業
たこ漁業
なまこ漁業
（第二種共同漁業）
建網漁業（網丈1.5メートル以下のものに限る。）
小型定置網漁業
いか巣網漁業
しろうお四つ手網漁業

（第一種共同漁業）
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
（第二種共同漁業）
1月1日から12月31日まで

1月1日から12月31日まで
3月1日から6月30日まで
1月1日から4月30日まで

令和6 年 1 月1 日から
令和15 年 12 月 31日
まで

団体 柳井市、岩国市、玖珂郡和木町及び大島郡周防
大島町

(1)第 3 種共同漁業権
及び区画漁業権に対抗
することができない。
(2)岩国港の区域内にお
いては、船舶の航行、
停泊等を妨げる操業を
してはならない。

次のＡ、イ、ロ、Ｂ、ハ、ニ、ホ、ヘ、ト、チ、リ、ヌ、ル、ヲ、ワ、カ、ヨ、タ、
レ、Ｉ′、ソ、Ｌ′、Ｍ′、Ｎ′、Ｏ′の各点を順次結んだ線（Ｍ′とＮ′と
を結ぶ線は、小瀬川の中央線とする。）、Ｐ′とＱ′とを結んだ線、Ｒ′
とＳ′とを結んだ線、Ｔ′とＵ′とを結んだ線及びＶ′とＷ′とを結んだ
線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域（次のＸ′、ツ、ネ、Ｙ′
の各点を順次結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域を
除く。）
　　点の位置
　　　基点Ａ　　熊毛郡上関町と柳井市との最大高潮時海岸線における
境界点
　　　　　Ｂ　　柳井市ハンドウ島西端
　　　　　Ｃ　　熊毛郡上関町大字室津千葉崎南東端
　　　　　Ｄ　　柳井市平郡島蛇の池西側角
　　　　　Ｅ　　熊毛郡上関町横島南端
　　　　　Ｆ　　柳井市平郡島櫛崎南端
　　　　　Ｇ　　〃　　掛津島松節鼻東端
　　　　　Ｈ　　〃　　平郡島盛鼻北東端
　　　　　Ｉ　　熊毛郡上関町八島南端
　　　　　Ｊ　　大島郡周防大島町小水無瀬島西泊り乱れ岩頂上
　　　　　Ｋ　　〃　　〃　　　　沖家室島西端
　　　　　Ｌ　　愛媛県大洲市青島南西端
　　　　　Ｍ　　大島郡周防大島町上荷内島南端
　　　　　Ｎ　　〃　　〃　　　　沖家室島南端
　　　　　Ｏ　　〃　　〃　　　　大字戸田大波崎南端
　　　　　Ｐ　　〃　　〃　　　　立島南西端
　　　　　Ｑ　　〃　　〃　　　　小水無瀬島こぶ岩頂上
　　　　　Ｒ　　〃　　〃　　　　沖家室島石の上鼻南端
　　　　　Ｓ　　〃　　〃　　　　センガイ瀬灯標
　　　　　Ｔ　　〃　　〃　　　　笹島東端
　　　　　Ｕ　　〃　　〃　　　　大水無瀬島洲首鼻東端
　　　　　Ｖ　　愛媛県松山市由利島西端
　　　　　Ｗ　　大島郡周防大島町片島トックリ鼻南東端
　　　　　Ｘ　　〃　　〃　　　　大字油宇大鼻南端
　　　　　Ｙ　　〃　　〃　　　　大字地家室牛ケ首南東端
　　　　　Ｚ　　〃　　〃　　　　片島トックリ鼻南端
　　　　　Ａ′　愛媛県松山市二神島南西端
　　　　　Ｂ′　〃　　〃　　怒和島アカヅワ崎西端
　　　　　Ｃ′　岩国市柱島新宮鼻東端
　　　　　Ｄ′　愛媛県松山市二神島クヅレ岩鼻北西端
　　　　　Ｅ′　大島郡周防大島町大字伊保田松ケ鼻北東端
　　　　　Ｆ′　広島県呉市鹿島宮の口鼻北西端
　　　　　Ｇ′　〃　　大竹市安芸白石灯標
　　　　　Ｈ′　愛媛県松山市竹の子島頂上
Ｉ′　岩国市甲島頂上
　　　　　Ｊ′　広島県呉市鹿島宮の口鼻南端
　　　　　Ｋ′　〃　　大竹市玖波町356高地
　　　　　Ｌ′　〃　　と山口県との小瀬川河口における境界第2標石
　　　　　Ｍ′　〃　　と山口県との小瀬川河口における境界第1標石
　　　　　Ｎ′　玖珂郡和木町和木1丁目大和橋中央点
　　　　　Ｏ′　〃　　〃　　和木1丁目大和橋右岸下流端
　　　　　Ｐ′　柳井市伊保庄旧旭橋右岸下流端
　　　　　Ｑ′　〃　　南浜3丁目旧旭橋左岸下流端
　　　　　Ｒ′　岩国市由宇町山陽本線由宇川橋梁右岸下流端
　　　　　Ｓ′　〃　　〃　　山陽本線由宇川橋梁左岸下流端
　　　　　Ｔ′　〃　　門前川堰堤右岸下流端に設置した標識
　　　　　Ｕ′　〃　　門前川堰堤左岸下流端に設置した標識
　　　　　Ｖ′　〃　　今津川堰堤右岸下流端に設置した標識
　　　　　Ｗ′　〃　　今津川堰堤左岸下流端に設置した標識
　　　　　Ｘ′　柳井市阿月鍋割鼻に設置した標識
　　　　　Ｙ′　〃　　〃　池の浦水窪東端
　　　　点イ　ＡとＢとを結んだ線とＣとＤとを結んだ線との交点
　　　　　ロ　ＥとＦとを結んだ線の中央点
　　　　　ハ　ＧからＨを見通した線とＩとＪとを結んだ線との交点
　　　　　ニ　ＧとＬとを結んだ線とＨとＫとを結んだ線との交点
　　　　　ホ　ＯとＪとを結んだ線とＭとＮとを結んだ線との交点
　　　　　ヘ　ＭとＮとを結んだ線とＰとＱとを結んだ線との交点
　　　　　ト　ＰとＱとを結んだ線とＲからＳを見通した線との交点
　　　　　チ　ＧとＬとを結んだ線とＩとＪとを結んだ線との交点
　　　　　リ　ＧとＬとを結んだ線とＴからＵを見通した線との交点
　　　　　ヌ　ＲとＶとを結んだ線とＪとＷとを結んだ線との交点
　　　　　ル　ＲとＶとを結んだ線とＵとＸとを結んだ線との交点
　　　　　ヲ　ＵとＸとを結んだ線とＹとＺとを結んだ線との交点
　　　　　ワ　ＷとＡ′とを結んだ線の中央点
　　　　　カ　ＪとＢ′とを結んだ線とＣ′とＤ′とを結んだ線との交点
　　　　　ヨ　Ｃ′とＤ′とを結んだ線とＥ′とＦ′とを結んだ線との交点
　　　　　タ　Ｅ′とＦ′とを結んだ線とＧ′とＨ′とを結んだ線との交点
　　　　　レ　Ｇ′とＨ′とを結んだ線とＩ′とＪ′とを結んだ線との交点
　　　　　ソ　Ｉ′とＫ′とを結んだ線とＭ′からＬ′を見通した線との交点
　　　　　ツ　Ｘ′から90度80メートルの点
　　　　　ネ　Ｙ′から90度80メートルの点
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